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〇 招 集 告 示

長町告示第５５号

平成２２年第２回長町議会定例会を次のとおり招集する。

平成２２年６月４日

長町長 大 澤 芳 夫

１ 期 日 平成２２年６月１０日（木）

２ 場 所 長町役場議場
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〇 応 招 ・ 不 応 招 議 員

応招議員（１０名）

１番 関 口 雅 敬 君 ２番 村 田 正 弘 君

３番 大 島 瑠 美 子 君 ４番 齊 藤 實 君

５番 野 原 武 夫 君 ６番 新 井 利 朗 君

７番 大 澤 タ キ 江 君 ８番 梅 村 務 君

９番 染 野 光 谷 君 １０番 渡 辺  君

不応招議員（なし）
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平成２２年第２回長町議会定例会 第１日

平成２２年６月１０日（木曜日）

議 事 日 程 （第１号）

１、開 会

１、開 議

１、議案等の説明のため出席した者の紹介

１、諸般の報告

１、町長あいさつ

１、議事日程の報告

１、会議録署名議員の指名

１、会期の決定

１、町政に対する一般質問

１番 関 口 雅 敬 君

６番 新 井 利 朗 君

７番 大 澤 タキ江 君

１０番 渡 辺  君

２番 村 田 正 弘 君

３番 大 島 瑠美子 君

８番 梅 村 務 君

１、町長提出議案の報告及び一括上程

１、議案第１６号の説明、質疑、討論、採決

１、議案第１７号の説明、質疑、討論、採決

１、議案第１８号の説明、質疑、討論、採決

１、議案第１９号の説明、質疑、討論、採決

１、議案第２０号の説明、質疑、討論、採決

１、議案第２１号の説明、質疑、討論、採決

１、議案第２２号の説明、質疑、討論、採決

１、議案第２３号の説明、質疑、討論、採決

１、議案第２４号の説明、質疑、討論、採決

１、議案第２５号の説明、質疑、討論、採決

１、議案第２６号の説明、質疑、討論、採決

１、経済観光常任委員会及び議会運営委員会の閉会中の継続調査の件

１、閉会について

１、町長あいさつ

１、閉 会
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午前９時開会

出席議員（１０名）

１番 関 口 雅 敬 君 ２番 村 田 正 弘 君

３番 大 島 瑠 美 子 君 ４番 齊 藤 實 君

５番 野 原 武 夫 君 ６番 新 井 利 朗 君

７番 大 澤 タ キ 江 君 ８番 梅 村 務 君

９番 染 野 光 谷 君 １０番 渡 辺  君

欠席議員（なし）

説明のため出席した者の職氏名

町 長 大 澤 芳 夫 君 教 育 長 新 井 祐 一 君

参 事 平 健 司 君 参 事 齊 藤 敏 行 君

総務課長 大 澤 彰 一 君 税務課長 野 原 寿 彦 君

健康福祉町民課長 福 島 勉 君 浅 見 初 子 君課 長

地域整備 会 計中 畝 健 一 君 染 野 真 弘 君観光課長 管 理 者

教育次長 大 澤 珠 子 君

事務局職員出席者

事務局長 若 林 実 書 記 野 原 徹
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（午前９時）◎開会の宣告

〇議長（齊藤 實君） 皆さん、おはようございます。

本日、平成22年第２回長町議会定例会に当たり、何かとご多忙のところ、議員各位にはご健勝にてご

出席をいただきまして、まことにありがとうございます。

ただいまの出席議員は10名でございます。定足数に達しておりますので、これより平成22年第２回長

町議会定例会を開会いたします。

◇

◎開議の宣告

〇議長（齊藤 實君） これより本日の会議を開きます。

上着の着脱は、ご自由にお願いいたします。

◇

◎議案等の説明のため出席した者の紹介

〇議長（齊藤 實君） 本定例会において、本日の会議に地方自治法第121条の規定により、提出議案等の

説明のため出席を求め、出席された関係者は、参与席にご着席の方々でございます。

◇

◎諸般の報告

〇議長（齊藤 實君） ここで諸般の報告をいたします。

監査委員から、平成21年度２月分から４月分と平成22年度４月分に関する現金出納検査の結果報告を受

けております。その写しを皆様のお手元にご配付してありますので、ご了承願います。

３月24日、秩父市役所で「第１回ちちぶ定住自立圏推進委員会」が開催され、出席いたしました。

３月25日に、秩父市役所で「秩父地域議長会役員会」が開催され、副議長関口雅敬君ともども出席いた

しました。

４月５日に、埼玉県自治会館で「埼玉県町村議会議長会役員会」が開催され、出席いたしました。

４月17日に、小鹿野町で「小鹿野春まつり」が開催され、出席いたしました。

４月27日に、秩父市役所で「第２回ちちぶ定住自立圏推進委員会」が開催され、出席いたしました。

５月12日に、横瀬町役場で「秩父町村議員クラブ役員会」が開催され、副議長関口雅敬君、大島瑠美子

君、村田正弘君ともども出席いたしました。

５月28日に、秩父市歴史文化伝承館で「第３回ちちぶ定住自立圏推進委員会」が開催され、出席いたし

ました。

５月28日に、秩父市役所で「秩父地域議長会役員会及び定期総会」が開催され、副議長関口雅敬君とも

ども出席いたしました。
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６月８日に、秩父地方庁舎で「秩父地域基幹道路建設促進議員連盟」及び「水と森林を守る秩父地域議

員連盟」の役員会が開催され、副議長関口雅敬君ともども出席いたしました。

以上で諸般の報告を終わります。

◇

◎町長あいさつ

〇議長（齊藤 實君） 本定例会の開会に当たりまして、町長からあいさつのため発言を求められておりま

すので、ここであいさつを許します。

町長。

〇町長（大澤芳夫君） おはようございます。６月定例会開会に先立ちまして、一言ごあいさつを申し上げ

ます。

議員の皆様には、平成22年第２回長町議会定例会を招集申し上げましたところ、何かとご多忙の中を

ご出席賜りまして、厚く御礼申し上げます。

新緑の季節も過ぎ、梅雨の時期を迎えましたが、ことしはいまだに梅雨入りの発表がありません。本格

的に梅雨入りいたしますと、ぐずついたはっきりしない天候が続きます。体調管理には十分ご留意をいた

だき、お過ごしいただきたいと思います。

それでは、平成22年４月１日に役場の組織を変更いたしまして、町民福祉課を町民課、健康福祉課とい

たしました。また、幹部職員の異動もありましたので、ここで紹介をさせていただきます。

最初に、齊藤参事でございます。

〇参事（齊藤敏行君） 齊藤でございます。よろしくお願いいたします。

〇町長（大澤芳夫君） 総務課長でございます。

〇総務課長（大澤彰一君） 大澤です。どうぞよろしくお願いいたします。

〇町長（大澤芳夫君） 次に、町民課長でございます。

〇町民課長（福島 勉君） 福島でございます。よろしくお願いいたします。

〇町長（大澤芳夫君） 健康福祉課長でございます。

〇健康福祉課長（浅見初子君） 浅見でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

〇町長（大澤芳夫君） 地域整備観光課長でございます。

〇地域整備観光課長（中畝健一君） 中畝でございます。よろしくお願いします。

〇町長（大澤芳夫君） 最後に、会計管理者兼出納室長でございます。

〇会計管理者（染野真弘君） 染野でございます。よろしくお願いいたします。

〇町長（大澤芳夫君） よろしくお願いいたします。

さて、昨年８月の衆議院議員総選挙の結果を受けまして、政権交代により総理大臣に就任した鳩山総理

が沖縄普天間問題の迷走と政治と金の問題によって辞任し、６月４日に首班指名が行われ、菅内閣が誕生

いたしました。山積する問題を解決するためには政局の安定が欠かせませんが、７月に行われる参議院議

員通常選挙の結果次第では、ますます政治の混迷に拍車がかかるのではないかというふうに憂慮している

ところでございます。

さて、宮崎県で発生した家畜伝染病口蹄疫の問題、またアメリカのメキシコ湾で起きた原油の流出事故
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等、初動捜査の大切さを教えられたところでございます。

ここで、３月定例会以降における主な事項についてご報告申し上げます。

最初に、健康福祉課関係について申し上げます。去る５月９日に開催されました「第23回長町社会福

祉大会・福祉バザー」につきましては、議員の皆様を初め大勢の関係者のご協力をいただき、盛大に開催

することができました。心から御礼申し上げます。また、午後の福祉バザーにつきましても、町内全域の

各家庭や企業、商店からバザー用品等6,924点ものご協力をいただき、売上金等は昨年を上回る135万51円

となりました。毎年このように大きな成果を上げることができますのも、議員各位を初め町民の皆様のご

理解、ご協力のたまものと深く感謝申し上げます。

次に、地域整備観光課関係について申し上げます。４月25日 「はつらつ長さくら祭り実行委員会」、

の主催によります「長さくら祭り」が宝登山ロープウエー駐車場で行われました。会場と岩畳の２カ所

で歌舞伎の上演をいただくなど、観光客の皆さんに楽しんでいただきました。

また、４月17日から５月４日までの間、長町観光協会主催で「長通り抜けの桜のライトアップ」が

行われ、期間中にはミニコンサートなども行われ、夜桜とともに大勢のお客様に喜んでいただけたものと

思います。さくら祭りやライトアップのイベントにかかわっていただきました関係者の皆様に心から感謝

を申し上げたいと思います。

、 、「 」四季の丘事業では ４月29日の昭和の日を利用して 浦和ロータリークラブの関係者による植栽活動

が行われました。当日は小雨がぱらつくあいにくの天気ではございましたが、さいたま市から270名もの

参加者があり、4,300平方メートルの敷地に山桜やもみじなどの苗木を450本余り植栽をしていただきまし

た。また、５月15日には、埼玉県森林インストラクター会の会員の皆様により、ヤマツツジを250本植栽

をしていただきました。

花の里づくり事業につきましては、昨年の秋口から種まきや除草作業に大勢のボランティアの方々のご

協力をいただき、おかげをもちまして、５月20日にハナビシソウ園の開園式が催されました。関係者の皆

、 、 。 、 、様には 日ごろのご苦労に対し 改めて感謝申し上げます ことしのハナビシソウは 例年にない寒さで

苗が霜柱や雪の影響を受け、生育にばらつきが見られる状況にありますが、ここに来てようやく見ごろと

なってまいりました。大勢の町民の皆様にもぜひごらんいただきたいと思います。

次に、教育委員会関係につきまして申し上げます。初めに、学校施設改修関係でございますが、学校施

設改修のうち耐震化工事関係につきましては、今年度から担当窓口を地域整備観光課が担当することとな

りました。今議会へ工事契約の締結について提案をさせていただきましたが 「中学校校舎の耐震化及び、

大規模改修工事」を実施いたしますので、よろしくご議決を賜りたいと思います。

次に、学校給食関係での報告ですが、旧新井家住宅隣接の竹林のタケノコ、ことしは特に豊作だったこ

とから、中学生にタケノコ掘りを体験していただき、そのタケノコを使用してタケノコ御飯を給食に出し

ましたところ、自分たちで掘ったということやしゅんの食材を使ったということもあり、大変好評を博し

ましたので、今後も実施していきたいと教育委員会からの報告をいただきました。

次に、埼玉県自動車税につきまして申し上げますが、６月１日まで、埼玉県より委託を受け、出納室窓

口で納付を受け付けいたしましたが、約6,700万円の納付をいただきました。皆様のご協力に心から感謝

申し上げます。

最後に、日曜、金曜夜間の窓口開庁の平成21年度の状況ですが、昨年度は35日間行い、452件の来庁者

等があり、723万円以上の納税をいただきました。
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以上、今定例会までの主な事業等の報告を終わります。

、 、 、 、 、さて 本定例会でご審議いただきます案件は 専決処分承認案３件 条例改正案３件 補正予算案１件

契約の議決案１件、契約変更案１件、広域連合に関する協議案２件の合わせて11議案であります。これら

の案件につきましては、各議案が上程されましたその都度ご説明を申し上げますので、ご了承いただきた

いと思います。いずれも町政進展のため重要な案件でありますので、慎重にご審議をいただき、ご議決賜

りますようお願い申し上げます。

以上、開会に当たりましてのごあいさつといたします。ありがとうございました。

◇

◎議事日程の報告

〇議長（齊藤 實君） 本日の議事日程をご報告いたします。

本日の議事日程は、印刷の上、既にお手元にご配付してあるとおりでございます。これに従って議事を

進めてまいりますので、よろしくご了承願います。

◇

◎会議録署名議員の指名

〇議長（齊藤 實君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

会議規則第119条の規定により、議長からご指名を申し上げます。

１番 関 口 雅 敬 君

２番 村 田 正 弘 君

３番 大 島 瑠美子 君

以上の３名をご指名いたします。

◇

◎会期の決定

〇議長（齊藤 實君） 日程第２、会期の決定についてを議題といたします。

お諮りいたします。本定例会の会期は、本日から11日までの２日間といたしたいと思いますが、ご異議

ございませんか。

〔 異議なし」と言う人あり〕「

〇議長（齊藤 實君） ご異議ないものと認めます。

よって、本定例会の会期は、本日から11日までの２日間とすることに決定いたしました。

◇

◎町政に対する一般質問
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〇議長（齊藤 實君） 日程第３、町政に対する一般質問を行います。

お手元にご配付してあります一般質問通告一覧表の順序に従って発言を許可いたします。

なお、質問並びに答弁に当たりましては、要領よく、できるだけ簡単明瞭にご発言いただきまして、議

事の進行にご協力をいただきますよう特にお願いを申し上げます。

それでは最初に、１番、関口雅敬君の質問を許します。

１番、関口雅敬君。

〇１番（関口雅敬君） それでは、通告に従い、質問をさせていただきます。

１番、観光施策について地域整備観光課長にお伺いいたします。ことしも桜の開花時期には大勢の観光

客が当町に訪れましたが、南北桜通りでは観光客が快適に花見を楽しめるような施策は講じられていたの

か伺います。

また、ゆるキャラの作成予定について伺います。

〇議長（齊藤 實君） 地域整備観光課長。

〇地域整備観光課長（中畝健一君） それでは、関口議員のご質問にお答えします。

桜の開花時期に観光に訪れていただきましたお客様に楽しんでいただける施策が講じられたかとのご質

問ですが、お客様が安心して安全に楽しんでいただくため、桜の開花から５月の連休明けまでの間は、花

見のお客様の増加に伴い、路上駐車や交通渋滞が発生することから、長町観光協会から長町交通指導

隊並びに交通安全協会に交通警備を要請し、警察署とともに交通事故防止とパトロールにご協力をいただ

き、安全の確保に努めてまいりました。

イベントとしては、特に長の夜桜を楽しんでいただくため、４月１日から11日までの期間、北桜通り

の長生館から中畝農園前までの区間の桜のライトアップを長町観光協会が中心となって実施いたしまし

。 、 、 、 、た また 南 北桜通りの桜の通年の維持管理につきましては 平成21年度から長町観光協会へ委託し

枯れ枝や枝折れの除去及び処分などを日常業務として行っており、桜並木の景観保全と安全確保に努めて

おります。

次に、当町におきますゆるキャラの作成予定でございますが、埼玉県が平成22年１月12日に発表した埼

玉「超」観光立県宣言において、ご当地キャラクター、いわゆるゆるキャラは70体にするという目標数値

が設定されております。この数値は、県内の全市町村がゆるキャラをつくることを意味しております。町

といたしましても、できるだけ早い時期にゆるキャラを作成し、観光キャンペーンや各種イベント等に活

用していきたいというふうに考えておりますが、この宣言に伴う県からの補助金等の財源措置はなく、既

存の補助事業を活用せざるを得ない状況にあります。既存の補助事業は、既にロケーションサービス、ホ

ームページ作成事業など優先して事業を実施したことから、今年度についてはゆるキャラの作成の事業化

を見送った経緯がございます。各種の補助金等の活用を念頭に置き、近隣市町村の動向や観光協会等の意

見を聞きながら、今後も前向きに検討してまいりたいと考えております。

以上でございます。

〇議長（齊藤 實君） １番、関口雅敬君。

〇１番（関口雅敬君） 地域整備観光課長は、一番大変なポストについて、今デビュー戦の答弁をいただき

ました。この作文作成は私が思っていたとおりでございますが、長町は以前から、私は埼玉県を代表す

。 、 、る観光地であると言い続けてきました 私も小さいころから 私は秩父市で生まれ育ったのですけれども

そこから見ていても、長というのは一段と格が違う観光地だと認識をして生まれ育って、母親の実家に



- 10 -

来るときには、春、桜、秋、もみじ、それと舟で渡っていく、この長を見て、岩畳も、本当にすばらし

い地域なのだと思って、この長に私も世帯を持ったのですけれども。どうも見ていると、生まれ育った

長の人が本当にこの長のよさというものをわかり過ぎてしまっていて手をつけていないのだと思うの

で、中畝課長にもう一度再質問で、私、ちょっと向きを変えたいと思います。

いろんな桜のイベントは、今言ったとおりに、ライトアップを通り抜けの桜のほうは一生懸命やって、

お金も取ってまでやる事業を一生懸命やっています。北桜通りについては、今答弁してくれたようにあの

電気がついています、期間中。南のほうは、私も時期に行ったのだけれども、お客さんもそんなにいませ

ん。やっぱり、長生館から中畝農園の通りが非常に多かった。私も今まで、さくら祭りを何とか、やり手

がないからやろうということで、井戸地域の若い人を中心にさくら祭りをやってきたのだけれども、こと

、 、しからは観光協会が法人化になったので 観光協会の言うことを聞いて上でやってくださいということで

先ほど町長のあいさつの中に出てきたように、ロープウエーの駐車場で歌舞伎やらをやりました。岩畳の

公演も歌舞伎公演も、本当にお客さんに喜んでもらう、やってよかったなというのがあります。

そこで、あの北桜通りの夜間、本当に桜が満開にきれいになったときに、私、続けて３日間行ってみま

した。１日、雨でした。１日は大雨で、残りの２日は天気だった。その雨の日にもかかわらず、観光客の

人があの夜桜見物に来ているのです。そこでは観光協会は何もしていない。私、感じるのは、本当に法人

化をして、自分たちで独立してこの長をつくっていこうという観光協会が、あれだけのすばらしい舞台

ができて何の手も打っていない。これは、我々の税金を投入して、一本立ちしてもらおう、日本一の観光

協会にしてもらおうと思って予算を流していても今やっていない。なぜやらないのだろうなと思って、私

もちょっといろいろ調べたら、長町観光協会の本年度の事業予算額が6,450万あるのです。課長、

6,450万。自分たちが出した会費は、会員１人当たり１万円の年会費で約100万円の会費、100万円、自分

たちがみんなで１万ずつ出し合って約6,500万の事業ができてしまう、これでは北桜通りなんか、夜桜は

勝手に見て、勝手に行け、昼間、我々は一生懸命やって、お客さんが来たのを引っ張って、食べられるだ

けでいいよと、多分そういう考えなのではないかと思うのです、私が見て。この6,450万、県や町からの

助成が来て、自分たちは100万円、これでは北桜通り、あの桜のトンネルがなっているのに、車の突っ込

みっこしてトラブルが起きているのです、実際に。トラブルといったって、もう口論です。おまえの車が

邪魔しているから、こんなにつながってしまったって。すぐわきには駐車場がある、その駐車場はロープ

が張ってあって、広い駐車場が全然、夜ぐらい、もしだったら観光協会で開放してくれるとか、そのぐら

いの配慮があるのかなと思って私も見て回ったのだけれども、観光客がかわいそうでした。せっかく長

へ来て。これから地域整備観光課として、観光協会にどんな指導をしていくのか伺いたいと思います。

それから、ゆるキャラの作成については今中畝課長が言うとおりです。上田知事も、Ｂ級グルメ大会を

やるときに、全市町村、ゆるキャラを出してもらって、埼玉県を「超」観光宣言の県としてＰＲをするの

に、全市町村出てもらう、ゆるキャラとＢ級グルメを出してやる大会を、イベントをやりたいという宣言

というか、出しているのはもうご承知だと思うのです。その上田知事が埼玉県を超観光立県にしようとい

う話をしていて、埼玉県を代表する観光地長がゆるキャラがない、ちょっと私からすると、観光協会、

どこを見ているんだんべと思うのです。

ゆるキャラは、前課長が多分出したのだと思うのだけれども、ホームページに、前の議会の始まる前に

だれか投稿したのを覚えていると思うのだけれども、あのゆるキャラは、あの回答文を見ればすぐでも手

をつけるような話になっていますよね、つくりたい、そのときには応募してくださいまで載っているので
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す。今の答弁は、ことしはもうやりません、だから、やらないのならやらないのでもいいです。でも、法

人化をした観光協会がこういうことでは、我々、税金を払って、その税金が観光協会にもいって、私は観

光協会法人化の審議のときに、日本一の観光協会にするのだという心意気を持っている観光協会の意見だ

ったから通したのです。通したら、今度は、あの北桜通りは長の本当にメーンの観光ではないですか。

よく、長のポスターを見ると、あの北桜通りではないですか。いろんな方が名刺をつくって、長のあ

の名刺に出てくるスポットは北桜通りの桜のトンネルなのです。そこは全然手をつけず、新しいところを

追っかけていってしまうような観光協会に対して、町も強く指導しないとわからないのだと思います。

再質問のお答えをお願いしたいと思います。

〇議長（齊藤 實君） 地域整備観光課長。

〇地域整備観光課長（中畝健一君） それでは、関口議員の再質問にお答えします。

先ほど観光協会へいろいろな事業に関しましてどんな指導をされているかとの再質問でございますけれ

、 、 、ども 本年度におきましても 観光協会と主要な事業を行う場合には必ず打ち合わせをさせていただいて

事業を進めさせていただくようにさせてもらっております。先ほど駐車場の開放等、具体的なお話もござ

いましたので、こういう具体的なことについてはまた協会とも改めて打ち合わせをさせていただきたいと

いうふうに考えております。

もう一つ、ゆるキャラについてのご質問ですが、すぐにでも手をつけるというような長町のホームペ

ージの「交流広場」の回答でありました。先ほどご説明させていただいたとおり、補助金を使いまして、

ゆるキャラを設定していきたいというふうに考えておりますので、今回はやむなく延期させていただいた

ということでご理解いただきたいと思います。

以上でございます。

〇議長（齊藤 實君） １番、関口雅敬君。

〇１番（関口雅敬君） これ以上ここで言ってもあれなので、課長、このゆるキャラについては、本当にこ

れをつくると効果が出るのです。実際に私、なぜこのゆるキャラを以前から言っているかというと、11月

、 。14日の県民の日に商工会青年部がお祭り広場でイベントをやるときに うちは太鼓を頼まれて行くのです

その日に、私は、どうせ県民の日に太鼓だけ子供が行くのでは、その子供を使って街頭募金をやろうよと

いうことで、白鳥睦会の若い人に歌舞伎の格好をさせて一緒に共同募金をやると、それはゆるキャラとは

言わないけれども、ああいう何か変わった格好をしたのが行くと、桃太郎さんでも大仏様でも、その年に

よって違うのだけれども、そういうのが行くとお客さんが物珍しがって集まって、何をやっているのだろ

うということで人がすごく集まるのです。だから、長町の観光協会、長の観光につながるゆるキャラ

は必要なのだから、ほかのものをちょっと我慢してでも先にゆるキャラをつくったほうがいいということ

で言っているので、なるべく早くつくったほうがいいです。ビラを配るのでは、大宮駅で長の観光パン

、 、 。フレットを配っていたら お客さんがみんなさあっとよけて通っていく その状況を私は見ているのです

私が埼玉県から依頼されて、太鼓をこっちでやってくれといって太鼓をやったら、そこは大宮の警察署か

ら交通整理が出るほど人が集まってしまう、そういう効果があるので、ぜひやってください、ゆるキャラ

については。

観光協会の事業についても、本当に新しいものにわあっといくだけで、本当にそういう、昔ながらの長

のいいところが全然手薄になっているので、よく、観光協会法人化のために税金投入もして、３年間と

いう時限を区切っているのだから、監督官庁としてもっと監督してやってください。観光協会の事務局の
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中は一生懸命、４人だか５人でやっているのだと思うけれども、その取り巻きがちょっと意識が薄過ぎる

、 、 。 、のかもしれないので そういうのだったらそういうので 町がきちんと言うべきところは言う やっぱり

これを言うと嫌われるだんべなではなくて、言うことは言ったほうがいいと思います。この町をよくする

ために、私も本当に言いにくいけれども、言っているのであって、本当は私の生まれ育った気性ではこん

なに強いことは言えないのです。だけれども、町のために私は言っているので、だれかれ攻撃するわけで

はないのです。言ってやってください、税金を使っているのだから。

今回、事業で、例えばトイレだとかいろいろあるでしょう。５月11日かな、そのぐらいの埼玉新聞に出

ていたのだけれども、実際に私もその後飯能に行ってきました。そうしたら、飯能の商店街は、トイレは

のぼりが立っています。トイレ貸します、ご自由にお使いください、どの店でも立っています。だから、

長だって観光協会員が商売しているのだから、お客さんには自分のうちのトイレを貸してやれば、あん

なにあっちこっちに小さいトイレがぽつんぽつん、あればあったでいいのだけれども、そんなにトイレ、

トイレと騒がなくたって、受益者負担で貸せばいいのです。例えば井戸でドライブへ来たお客さんが、う

ちに店だからって入ってきて、トイレ貸してくださいと来る、貸しませんよとは言わないのだから、そう

やってみんなが貸せばお客さんだって喜ぶのだから、ちょっと観光協会に、もっと監督官庁としての強い

指導をお願いして１番の質問を終わりたいと思うので、最後に中畝課長が強い意思表明をしていただいて

終わりにしましょう。

〇議長（齊藤 實君） 地域整備観光課長。

〇地域整備観光課長（中畝健一君） それでは、関口議員の再質問にお答えします。

観光協会を監督する立場にある担当としての強い指導をというご要望のお話を承りました。これからい

ろいろなやりとりをさせていただく場合がありますので、関口議員のご指摘をよく覚えておいて指導に当

たってまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

以上でございます。

〇議長（齊藤 實君） １番、関口雅敬君。

〇１番（関口雅敬君） では、２番目にいきます。

きょう、何か、まだ中畝課長しか出てこないけれども、ちょっと議長も上がっている雰囲気なので、こ

れから今度、総務課のほうへいきますけれども、私、枝野さんや蓮舫さんと違って余り強くないので、ち

ょっと気分をリフレッシュでもして、町のために簡単に報告してもらうようにお願いします。

では、災害時に必要な備蓄品の配布方法や保管場所はどのようになっているのか伺います。

また、避難場所の指定や自主防災組織への連絡方法などについて、区長会などの意見を取り入れている

のか伺います。

〇議長（齊藤 實君） 総務課長。

〇総務課長（大澤彰一君） それでは、災害時に必要な備蓄品の配布方法や保管場所についてのご質問にお

答えいたします。

備蓄品の配布方法につきましては、平成20年３月に改定いたしました地域防災計画に基づき、非常食、

飲料水、毛布などの物資を、役場職員を初め自主防災組織や日赤奉仕団等の協力によりまして、災害の規

模や災害状況を勘案し、被災された方々に配慮しつつ配布を行いたいと考えております。

、 、 、 、 、それから 備蓄品類の保管場所でございますが 非常食につきましては 役場２階 旧町長室に636食

１分団３部消防団詰所に220食、飲料水につきましては、役場２階、旧秘書室に600本、非常用浄水装置に
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つきましては、１分団３部消防団詰所に１台、毛布につきましては、役場２階、旧町長室に50枚、旧秘書

室に130枚、３階休憩室に70枚の計250枚、ブルーシートにつきましては、役場２階、旧秘書室に50枚を備

蓄しております。今後につきましても、毎年の予算の中から購入していきたいと考えております。

次に、避難場所の指定や自主防災組織への連絡方法などについて区長会などの意見を取り入れているか

というご質問でございますが、平成９年11月に策定いたしました地域防災計画で各地区の避難所を指定い

たしました。その後、20年３月に改定した同計画においてもほぼ同じところとなっておりますが、特に区

長会からの意見は伺っていないようでございます。

なお、毎年「広報ながとろ」９月号で防災の特集を組み、避難所の周知を初め災害への備えについて掲

載しておりますし、昨年毎戸配布したハザードマップにも避難場所や日常の蓄え品等について載せて周知

を行っております。

、 、 、また 自主防災組織への連絡方法につきまして 特に連絡網等を作成しているわけではございませんが

行政区への連絡先は把握しております。避難場所や連絡方法につきましては、今後、区長会等の会合を通

じてさらに周知したり、ご意見をお聞きしたいと考えておりますが、地震や水害等の災害発生時には電話

線の切断や道路の分断などさまざまな状況が想定されます。そのすべてに対応できる連絡方法といいます

と、やはり防災行政無線や広報車等を使用して、できる限り広範囲に正確な情報を迅速に広報できる体制

を整えることが重要ではないかと思います。現在はいろいろな通信手段が発達しておりますので、発生し

た災害の状況に最も合う方法によりまして、正確な情報を迅速に広報してまいりたいと考えております。

以上でございます。

〇議長（齊藤 實君） １番、関口雅敬君。

〇１番（関口雅敬君） 今、総務課長の答弁も、私、けさ、前回の議事録を読んできたのですけれども、引

用して答えているのがよくわかりました。同じ文言を言っているだけであって、これは解決になっていっ

ていないのです。

、 、 、以前からも私 例えば備蓄品は役場の旧町長室に置いてありますというのはもうわかっている だから

もう役場の職員は全員わかっていて当たり前になっているのです。この前の議会では、ちゃんとやってく

ださいとお願いして、やりますということだったので。事前に私が調べると、役場職員の回覧板と言わな

いのかもしれないのだけれども、そういうので、備蓄品はあそこに置いてありますよという話で知ってい

る職員が、みんな知っていると聞きました。だけれども、まだ見たことがないというのも中にはいるので

す。この間、私が実際に連れていってもらったときも、これは何だいと言って、一回ふたをあけないとわ

からないような状況になっているので、備蓄品に関しては、一歩進んだのは、町長がこの前、分散備蓄は

、 。 、 、 、やると言ったのが 進んでいる町長が言ってくれてできてきた これは本当に 井戸 岩田区にとっては

川を渡る世話なく、町長、もうみんな、ああ、よかったねと、これは発表した時点でもみんな思います。

井戸、岩田は。川を渡ってくることは、多分、大災害が来たときには金尾峠がつぶれ、井戸、葉暮のトン

ネルがつぶれ、橋が渡れなくなったら孤島になってしまう、それが備蓄品が向こうにもできてきていると

いうことで、すごくいいと思います。

地域防災隊にそういう連絡網がいっていないという今話で、区長さんにはいっているという話なのだけ

れども、各行政区でこの防災隊をつくるのであれば区長さんでもいいと思うけれども、実際に区長だと、

ちゃんと申し送りができていればこんな騒ぎしていないのだと思うのです。さっき、区長会で意見をどう

取り入れているのだろうなと思って聞いていたら、区長会ではそういう避難所についてはなかったようで
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ありますという、大澤さん、出ていなかったのかさと思ったのです、区長会へ。大澤課長は区長会へ出て

いなかったのかなと私は思ったのです。もっと徹底して、災害っていつ来るかわからないのです。今の大

澤さんの話だと、今後、こういうのは対処するようにやっていきますという話なのだけれども、あした来

るかもわからないのです。だから、できるだけ早く、長にはこんな分厚い、いい長町地域防災計画書

ができているのだから、あれを読んでいれば本当に安心します。こういうふうにする、ああいうふうにす

ると書いてあるのだから。だから、それをなるべく早くやってください。

私も、一般質問、今度はちょっと変えて、２番議員ではないけれども、２番議員はよく行財政改革の進

捗状況についてと毎回やるけれども、今度、僕も長町地域防災計画書に書いてある進捗状況を毎回聞き

たいなと思ったぐらいです。いつも足踏みの話なのだから。言うと、はい、今後、後でこういうふうにし

ますということがあるので。では、具体的にちょっと私も縮めてやりたいと思います。

きょう、こう見ると、新しい課長で答弁が、後ろであるのかもわからないのだけれども、では町民課長

にちょっと関連で聞きます。これは防災計画書にも載っていることだから、通告しなくてもわかると思う

のだけれども、お年寄りや体の不自由な人を助ける支援プランをつくっている、できているという発表が

あったので、例えば支援隊とか区長にどうやって連絡をしてやれるようにこの支援プランができているの

か、ちょっとそこを発表してください。

、 、 、 、 、総務課長には もうちょっと縮めて このデジタル化 さっき言った 電話線は途切れるかもしれない

防災無線が唯一の頼りだという話の中で私が聞きますけれども、例えば、私も以前から、これは長町全

体、圏外にならないように、そういう電波が届かないところがないように、ＮＴＴドコモとやりとりをし

ながら来てもらって、実際に電波を、コンピューターを向こうは持ってきますから、コンピューターを使

、 、 、って どこどこのアンテナからここへ0.幾つ電波をとってくださいと言って これはドコモですけれども

エーユーでもソフトバンクでも、そういう電話会社に町として力を入れて、どこもエリア内になっている

ようにしておけばいいのだと思うのです。それがまず１つ。

それから、緊急連絡網といいましょうか、緊急連絡網、これはどういうふうになっているのか。今言う

ように、区長さんにはこっちからいきますよという話はしていただきました。だが、逆に向こうからこっ

ちに連絡が来るときにどういう連絡網になっているか。実際に私、大澤課長にこの前電話で話しましたよ

ね。５時半に私が用があって電話をしたら、本日は終了しました、明日朝８時半から開始になります、あ

す電話をかけ直してください。そうすると、私が何か緊急で町に報告するときにできないのです。大澤課

長の答弁は、近所の職員に電話してくれといったって、近所の職員に私が、緊急事態発生、では例えばだ

れか、Ａさんに近所だからといって電話して、Ａさんが大澤課長のところに行って、町がやるのかもしれ

ないけれども、そうなると、前から言っている、避難訓練をしたほうがいいですよといったときに、我々

この議会のメンバーは全然関係ないということですよね。ないのだから、実際に、連絡網は聞いていない

のだし。私も大澤さんに言ったけれども、一町民ではなく、私も間違ってでもバッジをつけているので、

、 、 、 、申しわけないけれども そうではない連絡をしたときに ５時半過ぎてしまうともうだめ それでは訓練

やっぱり必要なのです。大澤さんのさっきの最後の３行ぐらいの答弁をよく読んでもらえば、避難訓練と

いうものは必要なのです。もうこれは不可欠なのです。それをしていない。しなくてはならないのではな

いですか。では、その数点。

１点、町民課長、申しわけないです。きょうは準備運動のために、その支援プランだけ町民課長として

お答えください。次からの答弁がうんと楽になると思います。
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〇議長（齊藤 實君） 町民課長。

〇町民課長（福島 勉君） 関口議員のご質問にお答えしたいと思います。

避難支援プランの内容等のお話かと思うのですけれども、全体計画といたしまして、本年３月に総務課

防災担当のほうでつくらせていただいております。その当時、私、総務課におりまして、かかわっており

ましたので、ちょっと席に立たせていただきました。

、 。 、全体計画になっていますので やはり大まかなアウトラインということの内容でございます 対象者は

高齢者ですとか障害のある方、また小さい子を抱えている方等が対象になっておりまして、今後、個別プ

ランといたしまして、民生委員さん等のご協力をいただきながら、また横断的な組織の中で、現在民生委

員さん等に投げかけをしているという話は福祉担当者のほうから伺っておりますが、家族がいるから大丈

夫とかという、それぞれのご事情の方もいらっしゃいますので、手挙げ方式にするか、こちらから、おひ

とり暮らしの方はぜひそういういろんな情報を町に提供いただきたいという形になるか、はっきりわから

ないところはございますが、その個別プラン等も作成していく中で、今後また内部で、防災担当、福祉担

当等と協力しながら避難の体制等を進めてまいるようになるかと思います。

構成といたしましては、役場内部では福祉担当、私、町民課のほうなので、直接の担当ではないのです

が、ご指名いただきまして、ちょっとわかる範囲の答えになりますが、福祉担当のほうが平常時中心にな

ろうかと思います。また、災害時も同様に、福祉担当、他の職員等の協力で対応していくようになろうと

思います。業務につきましては、現在、全体計画ができたところでございますので、今後、個別の避難支

援プラン、またその辺ができましたら、当然、地域の自主防災組織、行政区の方にもご協力いただかなく

てはなりませんので、その辺とまた連携を図ってまいりたいと考えております。

以上でございます。

〇議長（齊藤 實君） 総務課長。

〇総務課長（大澤彰一君） それでは、関口議員のご質問、２点だったと思いますが、お答えさせていただ

きます。

まず、デジタル化の対応、ドコモ等々の通信の、町としてエリアにどこでもなっているのかというご質

問でございますが、多分いろいろなところで塔ができていますので、そのエリアにはなっているのかなと

は思うのですが、細かいところまではちょっと把握してございません。後ほどまた調べてみたいと思いま

す。

それから、緊急のときの連絡、特に区長さん等から、町民の方から役場という形の連絡網はどうなって

いるかというご質問でございますが、緊急時等によりましては、その規模にもよるとは思いますが、警察

とか消防等に連絡していただければ、そちらの連絡網で、私のところや消防署を通じまして、町長、また

各課長等に連絡するようなことになってございます。また、予測できるような台風等の場合、役場に連絡

いただければ、消防主任が持つ携帯電話等に転送されます。なお、夜間等でどうしてもということであれ

ば、先ほど、この間もお答えいたしましたが、最寄りの役場職員等に直接電話していただいてもと思いま

す。

それから、５時45分以降留守電になった後ぐらいでございますが、きょう、席の上に、机の上に置かせ

ていただいてございます配置図、こちらに直通電話というのもございますので、そこにかけていただけれ

ば、いれば出られるとは思います。

以上でございます。



- 16 -

〇議長（齊藤 實君） １番、関口雅敬君。

〇１番（関口雅敬君） いれば出るのはわかるのだけれども、いなかった場合、本当に困ったときに、役場

ってそんなのですか。ちょっとがっかりしました。

では、まず町民課長に答えてもらった支援プラン、本当にこれはお年寄りの方へ、体の不自由な方は、

隣にいる健康福祉課長、この支援プランはそっちだそうなので、しっかり、全体はやってあるけれども、

もっと狭めてはまだ考えていないではなくて、すぐ考えてもらわないと、災害っていつ来るかわからない

ので、何月何日の何時に来ますよという予定が立って災害が来るのなら大丈夫なのだけれども、それがな

いから。今までも大きな災害があるところって、うちのほうは絶対なかったところにこういうふうに来て

しまったという、ニュースなんかであるので、本当にしっかりとこういう人たちを守れる支援プランを立

てておいてください。

それから、ちょっと大澤課長、勘弁してくださいよ、それ。今の答弁では全然、役場は考えていないの

ではないですか、はっきり言って。本当に考えるのであれば、災害、何かあったら警察へ言えば、警察が

町長のところへ言ってくるのではなくて、連絡網なんかつくれないのですか。言うと、個人情報だの何だ

のと言うけれども、本当に町民の財産と生命を守るといいながら、個人情報ではないのです、災害のとき

に。５時半に電話を実際にかけているのだから、私が。５時半にかけたら、もうテープなのだから。だか

ら、あのとき、町の用で緊急の用だったら、どこへ電話していいのだか、いいやと思ってなってしまいま

す。そうすると、みんな動かないではないかと言われるのだから、しっかり、もう一回、両参事がいるの

だから、ちょっと連絡網を考えてやってください。

町長、最後に、今のこの連絡網のことで、災害が起きたときに役場の連絡網、例えば私は井戸だから、

井戸にいる役場の職員に電話をして、そこから役場へ動き出す、そういうのでいいかどうか、町長、最後

に答えて、この２番を終わりにしたいと思います。

〇議長（齊藤 實君） 町長。

〇町長（大澤芳夫君） お答えいたします。

いろいろご提案、ご指導いただいておりますことに感謝申し上げますが、例えば今まで特別な大きな災

害というのが、長町、幸いにして起きてはおりませんが、台風とかそういうことが時々ありまして、１

年に１回か２回、そのときは地域整備観光課の職員が中心になって、役場に残って連絡網を張るというこ

とを基本的に考えて、私もその中に残り、参事も残って役場にいて、皆さんと連絡をとり合うということ

をやっております。それを具体的に皆さんにお諮りするように、これからもしっかりした整備をして皆さ

んにご連絡をしていきたい。それから、きょう、区長さんが大勢お見えになっておりますが、やっぱり地

域の中心になる方は、区長さんを初め区の役員だというふうに考えておりますので、その辺も含めて総合

的なものを早急に立案をして、皆さんにお諮りをした上で積極的に行動していきたいというふうに考えて

います。

いずれにしても、今までの台風とかそういうものについては、多少の災害があっても、それはすぐ処理

ができたというのは、町の職員が中に泊まったとか、そういうようなことをやってきておりますので、そ

の延長線という言葉が当てはまるかどうかわかりませんが、そのことについてはしっかりしたものを、そ

の計画をもう一回立て直して、皆さんの信頼にこたえるようにやっていきたいと思いますので、もうちょ

っと時間を下さい。台風の時期、梅雨どきがもう間近ですから、それに合うような、すぐ行動がとれるよ

うなことを指示して職員のほうにまとめさせていきたいと思います。
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〇議長（齊藤 實君） １番、関口雅敬君。

〇１番（関口雅敬君） それでは、最後の３つ目の質問にいきたいと思います。

スポーツ少年団の補助金について教育次長にお伺いをいたします。長町では７つのスポーツ少年団が

結成されており、各種大会への参加など、それぞれ団が活発に活動しています。このスポーツ少年団に対

し、町では補助金を交付していますが、平成21年度は平成20年度と同額の予算が計上されているにもかか

わらず、各団が減額されて補助金が交付されています。その減額された理由を伺います。

〇議長（齊藤 實君） 教育次長。

〇教育次長（大澤珠子君） それでは、関口議員のスポーツ少年団の補助金についてのご質問にお答え申し

上げます。

長町スポーツ少年団は、７種目の単位団体が加盟し、平成21年度の実績で申し上げますと、指導者

64名、団員198名の総数262名から成る団体でございます。単位団体の内訳は、順不同でございますが、野

球の長ジャイアンツ、ミニバスの長ミニバスケットボールクラブ、ソフトボールの長スターズソフ

トボール、バレーの長ＪＶＣ、サッカーのＦＣ長、剣道の修身館剣道、空手の長空手道の７団体で

ございます。

ご質問の長町からの補助金でございますが、直接個々の単位団体へ交付しているのではなく、長町

スポーツ少年団へ交付しているもので、町からの補助金額については平成20年度、21年度と同額の18万

5,000円でございます。21年度において、各、先ほど言いました７つの単位団体への助成金が減額となり

ましたのは、昨年の９月に開催されました北部地区少年軟式野球大会におきまして、昨年度は長町が会

場地でした。具体的には、長総合グラウンド、長中学校校庭、皆野町の田野グラウンドを使用したも

のでございますが、そのための諸経費について当初に見込んでいなかったため、経費を捻出するために、

通常各団へ交付している助成金、これは内訳で申しますと、均等割分が１団２万円プラス団員数割分、こ

れは団員１名につき200円を掛けたものでございますが、その合算した額を助成金として交付していまし

たが、そのうちの団員数割分について昨年度は減額にしたものでございます。額にして約４万円分でござ

います。それを先ほど申し上げました北部地区大会の諸経費に充てようということでございます。結果的

には、北部地区大会の諸経費は約２万1,000円の支出でございました。

去る５月24日、今年度のスポーツ少年団の総会が開かれまして、平成21年度決算、平成22年度予算の承

認を得られたとの報告を受けました。その中で、各単位団体への助成金につきましては、昨年度に減額し

た分についても今年度のやりくりで対応できる範囲ということで、総会前の役員会で話し合い、総会で承

認を得て今年度に対応するということに決まったとの報告も受けております。

以上でございます。

〇議長（齊藤 實君） １番、関口雅敬君。

〇１番（関口雅敬君） 今次長が言うように、私もスポーツ少年団は長くかかわってきておりました。こう

いう事態が発生しているのは、初めてこの話を、こういうことを聞いて、監督する、今言うように、スポ

ーツ少年団に全部渡してしまったから関係ないような言い方だけれども、それではおかしいのではないで

すか。教育委員会からスポーツ少年団にお金を渡すけれども、その渡したお金の使い道、最後まで監督す

。 、 、 、る責任があるのではないですか それは 野球大会が急に回ってきたから お金がかかってしまったから

１人頭200円ずつは渡せないから、次年度にやりましょうはいいです。いいけれども、そういうお金の使

い方をしていて、ではまずいのではないですか。ちゃんと予算を組んで、お金、補助金で出していくのだ
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から、それをその団体が急に野球大会が入ってお金を使ってしまったから、１人200円ずつはみんなに渡

れないから、ことしはよして、来年度、新しい予算でそれを何とかできるだけでやるという話なのだと思

うのだけれども、これは私から言わせてもらうと監督責任を果たしていないのではないですか。これでは

使い込んだってわからないです、悪い言葉で言えば。

館長も、前から職員が悪いだの、職員が悪いだのという話は私も聞いていて、中央公民館は、子供や一

生懸命納税する若い人があそこを利用するのだから、本当に町の窓口だから、対応をうまくやってくださ

いねという話をもう何回もしました。この年度がわりに出た話がこの話なのです。別に私もここに突っ込

みたくて言うわけではなくて、こういう使い方を見逃していてずっとやったのではちっとも、予算審議も

何も、決算も何もないのではないですか。だから、職員が悪くて、職員配置転換して少し風通しがよくな

って、町民の方は利用するにもよくなったかもしれないけれども、今公民館長になった方も責任があるの

ではないですか、どうですか。

〇議長（齊藤 實君） 教育次長。

〇教育次長（大澤珠子君） それでは、関口議員の再質問にお答え申し上げます。

職員の不行き届きあるいは上司である館長の監督不行き届きではないか、また教育委員会が会計事務に

関してのそんなことでいいのかという、そういったご質問であろうかと思います。スポーツ少年団の事務

局はご案内のように公民館内にあり、担当は社会体育の担当者になります。21年度につきましては、ご案

内のように、担当者はかわりましたが、スポ少の事務局担当として、職員の一存で何か特別なことをした

ということではないととらえております。先ほども申し上げましたが、事務局と本部長、役員とで話し合

いまして、対応について決めたことについて、事務局がその事務を執行していると理解しております。

また、上司である館長の監督不行き届きというようなお言葉をいただきましたが、社会体育の担当者が

スポ少の事務局を担当していますが、その運営については、先ほど言いましたけれども、総会での決定事

項に基づいて執行しており、昨年度のように当初予算に見込まれなかった事項への対応につきましては、

本部長に相談すると、決して事務局の一存で決めて、またそれを独断で実行するということはございませ

ん。特に会計事務におきましては、事務局の判断のみで予定を変更するということはありませんので、と

いうより、むしろできないようになっておるものと理解しております。必ずや本部長の承認なくしては実

施できないと理解しておりますので、つけ加えさせていただきます。

また、町からのスポ少、先ほどご案内しましたが、18万5,000円、ちなみに平成21年度におきましても

同額でございますが、それらの増額、減額、これからほかの議員さんからもそういったご質問をいただい

ておりますが、そういう問題ではなく、今回のご質問は、各団へ出している、先ほど言いました構成して

いる７団体への助成金についてのご質問ですので、それにつきましては、スポ少内でご審議いただく事項

ではないかと私もとらえております。限られた予算ですので、それほど大きな変動もなく、毎年行われて

いる事業を基盤に、それに基づいた予算執行がなされております。もとよりそういったことは、繰り返し

になりますが、スポ少内で話し合い、決定していくべき事項であると理解しております。

以上でございます。

〇議長（齊藤 實君） １番、関口雅敬君。

〇１番（関口雅敬君） では、時間が来たようなので、言いますけれども、今の次長の答弁は、質問の内容

が違いますよという言い方をするけれども、はっきり言えば監督不行き届きではないですかというのが言

。 、 、 、いたいのだよ それを 各団のスポ少内のことだから 使い道の通告と違うという言い方をするけれども
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そういう使い方をしているからおかしいのではないですかとこの通告文を出しているのです。だから、公

民館長の監督不行き届きというのはイコール教育次長の監督不行き届きなのです。ちゃんと、幾らスポ少

内のことだって、スポ少が計画することは見ているわけでしょう、判こを押しているわけでしょう。だか

ら、最終的には教育次長の監督不行き届きだと言いたいのが私の言い分です。

後でも関連でする質問があるから、またそういう方が質問するだろうから、私の場合は時間が来ました

ので、議長、終わりにします。

〇議長（齊藤 實君） 暫時休憩いたします。

休憩 午前１０時１６分

再開 午前１０時３０分

〇議長（齊藤 實君） 休憩前に引き続き会議を開きます。

〇議長（齊藤 實君） 次に、６番、新井利朗君の質問を許します。

６番、新井利朗君。

〇６番（新井利朗君） ２点につきましてご質問させていただきます。

１番、公共施設へのＬＥＤの使用について総務課長にお尋ねいたします。ＬＥＤ、発光ダイオードは、

次世代のエコ照明として、寿命は蛍光灯の約40倍、消費電力は８分の１で、価格的にも廉価になりつつあ

ります。照明時間の長い部屋や教室などから順次かえていくだけでも効果が得られますが、使用について

の考えをお伺いいたします。

〇議長（齊藤 實君） 総務課長。

〇総務課長（大澤彰一君） それでは、エコ照明の活用についてのご質問にお答えさせていただきます。

ＬＥＤを使った照明器具については、次世代の明かりとして、また省エネやＣＯ 削減の担い手として２

期待されております。役場庁舎の照明においては、スターターの機能を安定器に組み込んでいるラピッド

、 。スタート方式の蛍光灯が取りつけられており 町の公共施設の多くがこの方式の蛍光灯となっております

この方式はＬＥＤ蛍光灯を直接取りつけることが可能なものもあるため、購入してすぐに交換することが

できますが、中には既存の蛍光灯器具内部にあります安定器を外す必要があるものもございます。

ＬＥＤ蛍光灯につきましては、価格はまだまだ高く、現在のところ交換に至っていない現状にございま

す。ＮＰＯ法人ＬＥＤ照明推進協議会のホームページでは、ＬＥＤ照明の課題といたしまして、本格的な

普及には、発光効率の向上などの技術的な課題、価格の問題、寿命や製品としての機能評価など克服すべ

き課題もあるとのことでございます。今後は、新製品の改良の動向や費用対効果、環境問題にも配慮しつ

つ、非常灯などから検証しながらの導入について検討してまいりたいと考えております。

以上でございます。

〇議長（齊藤 實君） ６番、新井利朗君。

〇６番（新井利朗君） お答えありがとうございました。検証しながらということであるし、いろんな問題
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点も確かに出てきております。価格につきましても、幾らか安定といいますか、安くなってきております

けれども、今からいろんな面で、長所、短所、よくよく検討しておいていただいて、早い時期に導入の方

向にいっていただければいいかなと考えています。

それと同時に、白熱球でロビー等によくつけっ放しの状態のがありますので、ああいう場につきまして

の白熱球からの切りかえ、そういうものが非常に電力使用量や何かの変動になっていくし、そんなに問題

点を指摘するものにもならないと思うので、それは全部かえてみないとわからないかもしれませんけれど

も、そういうふうな意味から、うたい文句はいろいろと書いてあります。ですから、そういうふうなこと

で検討しながらも、幾つか、１階とか２階とかで、結局、非常に使っている、点灯しっ放しでいるような

白熱球のところや何かは導入を少ししてみても消費電力の減少につながったりするのではないかと思いま

す。

蛍光灯の長い管につきましては、今ちょうど新製品ができつつある、まだできたというふうな状態のよ

うであります。もう少したちますと、あと二、三年もすると結構普及してくるような状況になるかと思い

ますので、その節には速やかな導入ができるような、長所、短所を含めた検討をしておいていただきたい

というふうに思い、今検証しながら考えていきたいというふうな回答をいただきましたので、この件につ

きましてはそういうふうな提案ということで終わらせていただきたいと思います。よろしくお願いいたし

ます。

続いて、２番にいかせていただきます。県道上長停車場線の踏切拡幅について、地域整備観光課長に

お尋ねいたします。昨年１月10日付で、町長及び秩父県土整備事務所長あてに、上長区長、副区長の連

名で踏切拡幅についての要望書が提出されています。これに紹介議員として私も名を連ねさせていただき

ました。具体的な動きがあってもよい時期となりましたけれども、進捗状況が見受けられませんので、そ

の状況と工事の着手時期についてお伺いしたいと思います。地域整備観光課長、よろしくお願いいたしま

す。

〇議長（齊藤 實君） 地域整備観光課長。

〇地域整備観光課長（中畝健一君） それでは、新井議員のご質問にお答えいたします。

平成21年１月10日付で、上長区からの要望書につきましては、早急に行政措置が取り計らえるよう、

埼玉県秩父県土整備事務所及び秩父警察署に進達いたしております。その結果、要望事項の３点のうち、

踏切から町道幹線９号線への右折禁止につきましては、地域住民等、皆さんのご協力により、昨年６月に

禁止規制は解除となっております。

また、２点目の町道幹線９号線の駐車禁止標識の設置につきましては、駐車禁止とする方向で現在秩父

警察署で公安委員会と協議を進めているとのことで、しばらくお時間をいただきたいと思います。

３点目の県道上長停車場線の踏切部の土地収用と早期拡幅化につきましては、町としても、秩父県土

整備事務所に対し、再三にわたり工事の早期着手を要望しているところでございますが、新井議員もご承

知のとおり、一部地権者と秩父県土整備事務所との用地交渉が難航しておりまして、用地買収が困難なた

め、工事に着手できない状況にあります。今後も秩父県土整備事務所と連携をとりながら、早期に改良が

図られるよう協力してまいりたいと思います。

以上でございます。

〇議長（齊藤 實君） ６番、新井利朗君。

〇６番（新井利朗君） 今回直接質問に上げなかった部分の要望事項についてもお答えいただきまして、あ
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りがとうございました。大体問題点は解決しつつある中で、駐車禁止に関しましてはまだ表示されていな

くて、この夏の混乱がちょっと心配な部分はありますけれども、早急な設置等ができるように秩父警察署

のほうには改めてお願いしておいていただきたいと思います。

それで、停車場線の拡幅につきましては全然進んでいない状況のようでありますけれども、実際のとこ

ろ、もう長い間の懸案となっているわけであります。現場に行ってきますと、秩父鉄道の善意といいます

か、踏切を少し拡幅、部分を少しだけでも広げておきたいという、安全を図りたいということからでしょ

うか、１メートルほど川寄り、いわゆる皆野寄りのほうにまくら木を加えたり、舗装をしたりしながら踏

切部分が広げてあったりして、幾らかそれを安全に渡れるような状況は考えられていますけれども、完全

な拡幅を実施していただきたい上から要望書を出しているわけであります。

それで、なかなか地権者が応じてくれないときや何かに関しましては、昭和26年に制定されました土地

収用法というのがあるわけであります 「この法律は、公共の利益となる事業に必要な土地等の収用又は。

使用に関し、その要件、手続及び効果並びにこれに伴う損失の補償等について規定し、公共の利益の増進

と私有財産との調整を図り、もつて国土の適正且つ合理的な利用に寄与することを目的とする 」という。

ふうなことがきちんと書いてあるわけです。これらの土地使用に関しましては、地権者との交渉というの

は非常に難航しているのは、何年もたっているわけであります。もうこの段階は過ぎていますので、実際

のところ、土地使用に向けて動いていただきたいということを１年半前に要望も出してあるのです。もっ

と前にもあったのかもしれないですけれども、改めて上長の区長さんからそういうふうな要望書を出し

ていただきました。

土地の収用に関しましては、収用とか使用の手続、調書の作成、裁決の手続、補償金、それから裁決と

か、いろいろな段取りを踏まなくてはならないのですけれども、これもまだどの段階にもいっていないの

でしょうか。実際のところ、土地収用といったってすぐすぐにできるわけではありませんけれども、もう

要件は満たしていると思うのです。確かにいろんな問題があるのかもしれませんけれども、あそこに関し

ては何も問題なく、その気になれば秩父県土整備事務所の所長名で対応はしていけるのではないかという

ふうに思わせていただきますので、課長または参事並びに町長、お答えいただきたいと思うのですが、よ

ろしくお願いいたします。

〇議長（齊藤 實君） 参事。

〇参事（平 健司君） 新井議員のご質問にお答えをさせていただきます。

土地収用法の関係なのですが、１路線を、例えば１キロあれば、１キロを勘案して、一部分がなかなか

用地の交渉ができない、取得ができないというときに初めて収用法にかけることができまして、上長停

車場線につきましては、一部の地権者だけではなくて、ほかの地権者の土地もまだ買えていなくて工事が

できていませんので、県土整備事務所のほうとしては、そちらができてから収用法、あるいは、もちろん

今地権者と交渉しているのですけれども、そちらと交渉したいと、そういうことを言われております。

それから、何年たってもできないというお話、非常に頭が痛いのですけれども、平成16年から町長を先

頭に私たちも交渉しているのですけれども、１回握手しますと、次にまた違う条件が出まして、なかなか

次に進んでいけないというような事情がありまして、もうしばらく時間をいただきたいと思うのですが、

それこそ、今議員がおっしゃった収用法の手続をとらなくても、前後の道路の改良ができればその地権者

も協力してくれると私は考えておりますので、もうしばらく時間はいただきたいと思います。

それから、駐車禁止の関係につきましては、今課長が申し上げたとおり、秩父警察署と公安委員会でい
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ろいろ詰めているところですので、もうしばらく時間をいただきまして、ご心配されている路上駐車、夏

になると今以上に多分、近くの人気のある店がありますから、多くなると思いますけれども、昨年も町の

ほうからちょっと声をかけましたら、交通整理員を出して駐車をさせないような方法等、店側でとってく

れておりますので、ことしもまたそのような方法を町のほうからも要望させていただきたいと思います。

以上でございます。

〇議長（齊藤 實君） ６番、新井利朗君。

〇６番（新井利朗君） 今、平参事にお答えいただきました状況ですけれども、他の土地の購入が済んでい

ないとか、そちらが済んでからならできるとかいうふうなことであるし、またそういうふうな状況になっ

、 、てくればできるのではないかというふうなことですけれども なかなか地権者はしっかりした人のようで

平参事のような物わかりのいい人とまた違うかと思うので、その辺のところも踏まえて、せっかくの法律

でありますので、ぜひ使っていただきたい。

でも、その前に、ほかのところというのは多分、石材店並びに茶店ですか、お茶屋さん等の関係の部分

、 。 、 、 、かと思いますけれども そこのところは進んでいない また それが進んでいない 進めてもいないのに

そこができてからで間に合うようなことを言っていますけれども、全然そちらに手をつけないでいて、そ

して踏切のほうもしない理由はないのです。実際にあそこでまだ事故は発生していないですけれども、非

常に危険なのはだれもがわかることなのです。そういうふうな意味で、そんな建前ばかり言っているので

はなくて、県土整備事務所は確かになかなか言いにくいかと思いますけれども、やはりその辺のところを

しっかりと詰めていただきたいと思うし、場合によったらば、議員の懇談会といいますか、秩父谷の議員

が県の役人とか職員等と話し合う場がありますので、そういう場で、前もって事前に出すようによく言わ

れますけれども、緊急質問でも何でもして、秩父県土事務所長に答えさせるとか県の土木部長に答えさせ

るとかいうふうなことも必要かと思うのです。実際、去年、永田県土部長に相談したら、どんどん収用法

なんかかけたっていいのだと、必要なら、そういうふうな意味合いのお答えはいただいているのです。ぜ

ひそういうふうなことで、県土の所長がかわったか、かわらないか知らないですけれども、何もしないで

ただ３年たったらかわっていくのではなくて、ぜひ３年間、腰を据えてやっていただきたいし、仕上げて

もらいたい。だれがやってもいいから、とにかく仕上げてもらいたい、やり切ってもらいたいという思い

があるわけであります。ひとつお答えをお願いいたします。

〇議長（齊藤 實君） 参事。

〇参事（平 健司君） 新井議員にお答えいたします。

、 。 、県土整備事務所に対して 言いにくいとかそういうことは全くございません 強く要望もしていますし

県の事業に対しても町は協力しております。

それから、私が物わかりがいいように聞こえますけれども、割にこれで頑固者なので、ここでお答えし

ておきますけれども。

それから、新井議員がおっしゃった法的ステップは、収用法に入ってからのステップを先ほど言ってい

たと思うのですけれども、それに入るまでのやっぱりステップというのがあるらしいのです、私も詳しく

は聞いていませんけれども。だから、そこを今やっている最中ですから、もうしばらく時間を下さいとい

うお話を申し上げているのと、県土整備事務所としては、この件は重要案件の一つと考えて、副所長が先

頭になって、事務のほうの副所長だったですか、用地が絡みますので、が先頭になって交渉を一生懸命や

ってもらっていますので、もうしばらく時間をいただきたいと思います。
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ただ、新井議員がもっとスピーディーにということですから、また町のほうとしても、町長と私なり、

県のほうへ行って、課長と、もっと早めてくれと、こういうお願いはまたしてきます。ただ、自分のとこ

ろのことではないので、なかなか歯がゆい部分もあるのですけれども、一生懸命しりのほうはたたかせて

いただいて、協力をしながら何とか早急に解決できるように頑張っていきたいと思いますので、よろしく

お願いします。

〔何事か言う人あり〕

〇参事（平 健司君） 町長が答えればいいのですけれども、地権者がなかなかだめなので、踏切を逆に切

って、プラットホームですか、プラットホームを切ってもいいよと鉄道のほうからは話しされまして、プ

ラットホームを切って踏切を広げようかなという話も一時的にあったのですけれども、道路構造上からち

ょっとなかなか難しいだろうと、そういうことで、それは中止した経緯があります。そのかわりに、新井

議員が踏切は危険だ、危険だと先ほどからおっしゃっているのですけれども、障害物探知機というの、何

、 、 、百メートル先だとか そこで感知をしまして 障害物がここにありますよというのを電車のほうにですか

感知させるようなシステムをしてもらいまして、右折禁止だとかそういう解除の、なったような経緯がご

ざいますので、その辺もご承知をいただきたいと思います。

〇議長（齊藤 實君） 町長。

〇町長（大澤芳夫君） 補足説明をさせていただきます。

、 。先ほど平参事が最後に申し上げた ホームを切って道を広げたいというのは私たちの提案でありました

素人の提案だというふうに、半分笑われて半分本気なのだということでありましたが、鉄道のほうの社長

は、５メートルでも10メートルでも、町の必要な部分だけ協力させてもらいますというありがたいお言葉

をいただいたわけであります。しかし、先ほど平参事のお話のように、構造上の問題があって、カーブの

問題等々、それから道路の接続部分の不整合、そういうものがあって、ちょっと使用法も含めたことを、

最後の手段がだめな場合にはということを、しばらく様子を見ようということで、ホームを切ることにつ

いてはしばらく休止をし、先ほどの何かライトを当てるとか、そういうようなことで対応したいというこ

とになっておりまして、地元の人には非常にご迷惑をおかけしているわけでございますが、そういうふう

、 、に 鉄道としてはできるだけ協力をしますというお言葉をいただいて非常にありがたく思っておりますが

その対応については素人発想だったというようなことがあります。しかし、そこまで私たちも、地元の人

たち、それから観光地長としての大きなあそこの道路の重要性を考えれば、当然長、上長が一体化

した観光エリアでなければいけないということから考えると、あの踏切を拡幅するということは大きなテ

ーマでありますから、これからも県土整備にお願いして、しっかり頑張っていくようにお約束をしたいと

思います。

〇議長（齊藤 實君） ６番、新井利朗君。

〇６番（新井利朗君） 前向きに取り組んでいただく姿勢はわかりました。でも、結局、要は結果が伴いま

すので、ぜひよろしくといいますか、平参事が先ほど物わかりがいいよと、私は頑固者だと、その頑固を

大いに生かして秩父県土事務所を動かしていただきたいと思うので、よろしくお願いいたします。

あと、ちょっと補足になりますけれども、上長でちょうどあそこに国道上にアーチがかかっておりま

して、非常に危険な状況というのが言われておりました。昨年の10月にやはり撤去または強力な補強をお

願いいたしましたところ、いろいろ観光協会が関係機関等と協議したり何かを重ねまして、この５月に完

、 。 。全撤去がされましたので 一応報告とお礼をしておきたいと思います どうぞよろしくお願いいたします
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ありがとうございました。

〇議長（齊藤 實君） 次に、７番、大澤タキ江君の質問を許します。

大澤タキ江君。

〇７番（大澤タキ江君） それでは、通告に沿って一般質問をさせていただきます。

まず初めに、長町観光協会について地域整備観光課長にお伺いいたします。長町観光協会が法人化

されて１年が経過いたしましたが、この間の観光協会の活動を町ではどのように評価しているのか伺いま

す。１年間の検証をしていただきたいと思います。

また、現在町が実施している観光関連事業について、今後どこまで観光協会に移行していくのか伺いま

す。この区分がはっきりわかっておりませんで、桜の伐採ですとか、そういうものを町のほうにお話しし

ましたらば、これは観光協会の事業だよとか、いろいろがちょっとごちゃまぜになっているような感じが

いたしますので、どこまでが観光協会の仕事であるのかがはっきりいたしませんので、そのところをお伺

いしたいと思います。

〇議長（齊藤 實君） 地域整備観光課長。

〇地域整備観光課長（中畝健一君） それでは、大澤議員のご質問にお答えいたします。

長年の懸案でありました長町観光協会が平成21年４月１日に法人化され、それまで役場内に置かれて

いました観光協会の事務局を遅滞なく引き継ぐ体制をいかに構築し、各種の事業や業務を支障なく実施で

きるかが一番の課題でありましたが、幸いにして新しい事務局の人材に恵まれ、初年度としては町の予想

を上回る成果を上げていただいたと考えております。

具体的に申し上げますと、まず法人化に伴って、協会の事務所を観光案内所内に併設したことにより職

員体制が強化され、観光案内業務が飛躍的に向上いたしました。これまで案内所における案内業務は職員

１人で対応しておりましたので、接客時に電話がかかってきても出ることができなかったり、その逆もあ

りました。現在では、人員はもちろん、電話回線もふえ、同時に３から４件の案内にも丁寧に対応ができ

るようになり、観光客からも対応がすばらしいとのお褒めの言葉やお礼状も多数いただいております。

また、平成20年度まで町が観光協会へ委託しておりました観光案内所運営業務、長駅前モニュメント

運営業務に加えて、平成21年度からは観光トイレ清掃業務、桜管理業務、観光ポスター作成業務を新たに

委託するとともに、埼玉県緊急雇用創出基金事業並びにふるさと雇用再生基金事業を活用し、魅力ある観

光基盤整備事業、外国人観光客調査事業、長観光ＰＲ事業、長観光振興支援事業などの新規事業につ

いても委託するなど、長観光に関するソフト面の事業の大部分を協会に担当していただき、観光関係業

務の一元的な執行が可能となりました。このため、観光協会の法人化初年度としては総体的に期待を上回

る成果を上げていただいたと考えております。

次に、町が実施している観光関連事業の移行につきましては、観光協会も法人化したばかりで、事務局

の体制が完全に整っておらない部分も見受けられますので、できる限りの支援をしていこうというふうに

考えております。将来的には、観光基盤整備などのハード面については町が、観光宣伝や情報提供などの

ソフト面については協会という役割分担をさせていただき、その都度協議をさせていただきながら、効率

的で効果のある観光関連事業の移行が図られるよう努めてまいりたいと考えております。
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以上でございます。

〇議長（齊藤 實君） ７番、大澤タキ江君。

〇７番（大澤タキ江君） 今お答えいただいたのも、昨年３月議会の法人化に伴う説明と同じようなお答え

をいただいたわけですけれども、そんな中で、町と観光協会はイコールパートナーとして共同していくの

だというお答えもいただきました。その中に商工会という言葉が全く出てこなかったのですけれども、例

えばボランティアでやっていただいておりますえんでんべえですとか商工会でやっていただいております

花の里事業ですとか、こういうものの事務所が商工会にあるのです。こういうものはもう完全に観光協会

のほうに移行してもよいのではないかなという思いがしている中で、ことしの秋ごろには観光協会もまた

改めて立派な建物ができることになっておりますので、そのときにこういうものもまた移されるのかなと

いう思いがしておりますけれども、そんな点は町としてはどのように考えているのか。

また、観光協会が３年間という、町のほうの期限を切って補助を出しますよというお話をしております

中で、もうことしが２年目に入ってまいりました。あと来年度ということで、あっという間の３年間にな

ってしまうわけですけれども、その中で、昨年の６月議会の中で町長も業者の一体化がおくれているとい

うようなお答えをいただいております。そういった中で、観光業者、観光に携わる人たちの意識改革です

か、観光協会が法人化されたことによって、自分たちもこれから一生懸命観光協会を盛り立てて、自分た

ちが一生懸命これからやっていくのだというような機運が高まっているかどうか、そういった点を町のほ

うとしてどのように評価しているか、その点もお伺いしたいと思います。

それから、船玉まつりの実行委員会がこれからあるわけですけれども、そういった中で、またことし、

今年度も８月15日に船玉まつりが開催されると思います。そのときに、この日だけは町の駐車料金が値段

が上がるのです。これは非常に、おいでいただくお客さんに対して私は失礼なことだなと思って、毎年思

っているのですけれども、この点につきまして、町のほうで多分指導はしていただいていると思います。

過去にも私も一般質問でさせていただいたこともございますので、これにつきまして、多分毎年指導はし

ていただいているのだと思いますけれども、もし今年度こういうようなことが行われるようなことになっ

た場合、この指導は観光協会でやっていただけるのか、また町のほうでやっていただくのか、こんなとこ

ろもちょっとお聞きしてみたいと思います。

それから、ハード面は町で、ソフト面は観光協会でというお話ですけれども、信号が見えないから、桜

の木を切ってくださいというお話を役場にしたらば、それは観光協会の仕事だからということで、今度は

観光協会のほうに振られたということですけれども、観光協会も、少ない人数の中で、桜の木が、あそこ

が信号が見えないから、ちょっと行って切ってくれよと言われても、ちょっと体制的に動けないのではな

いかと私も本当に心配しているのです。実際、あそこは多分すぐ切らなかったのではないかと思うのです

けれども、お聞きしますと、町のほうではそういうことに対して、町のほうにお話しすると、はい、すぐ

やりますというような体制がとれているというようなお話も伺っていますので、この桜の管理については

観光協会でやるのだよということではなくて、町のほうにお話があったときには、そちらに振らないで即

町のほうでやっていただけたらありがたいなと思っています。そういった点からも、どこまでが観光協会

でやる仕事で、どこまでが町のほうの仕事なのだかがわからないねというような町民の声も大分聞いてお

りますので、今いろいろ申し上げましたけれども、ちょっとまとまらない質問になりますけれども、再質

問のお答えをしていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

〇議長（齊藤 實君） 地域整備観光課長。
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〇地域整備観光課長（中畝健一君） それでは、大澤議員の再質問にかかわります答弁をさせていただきま

す。

初めに、商工会さんですとかえんでんべえさんの活動の状況がわかりづらいというようなお話だったと

思いますが、過日、長町観光担当と商工会さんの観光部ですか、それと観光協会の打ち合わせを行わせ

ていただきました。その中で、事業に協力していきましょうというような申し合わせができたことが１つ

と、具体的にえんでんべえの事業についてどうしましょうかというふうなお話が出まして、平成22年度中

に商工会の事務局から観光協会へ移行していこうというような話が出ておりました。具体的には、観光協

会が受け入れる時期については決めていくようになるかと思いますので、その辺はご了承していただきた

いと思います。

続きまして、観光協会への補助事業と、もう一つは観光協会が法人化されまして、会員の意識や機運が

高まっているかとのご質問ですけれども、先に会員さんの機運について話をさせていただきたいと思いま

すけれども、５月の中旬に観光協会の総会がありまして、その席に参加させていただきましたけれども、

会員さんといろいろ話をさせていただくと、出席された会員さんには、いろいろご提案もありますし、積

極的な意見も聞いておりますので、その辺は法人化されたことによりましてある程度そういう話が出てい

るのではないかというふうにこちらでも考えているところです。

観光協会への補助につきましては、現在、埼玉県の緊急雇用対策事業を活用させていただきまして、事

業をお願いしながら人件費等に充てさせていただいている状況があります。この事業、期限は決められて

いるのですけれども、決められている期間、補助の割合が10割全額出るというような有利な交付金となっ

ておりますので、できるだけ活用して観光協会の基礎的な基盤が固められればというふうに考えておりま

す。

あと、船玉まつりの際の駐車場につきまして、料金が当日高目の設定がされるというようなご質問だっ

たかと思いますけれども、船玉まつりにつきましては、例年実行委員会制をとらせていただいて実施して

いる状況です。こういう中で、具体的に駐車場の話ができるかどうかわからないところもあるのですけれ

ども、要望してあるのだというふうなことでご提案させていただくというような方法が１つと、もう一つ

は、観光協会が法人化されたことによりまして、ある程度要望ですとか苦情を協会でまとめるような方向

に向いておりますので、そういう中で申し合わせができるのではないかというふうに今のところ考えてお

ります。

それと、桜の木の維持管理についてですけれども、先ほどご説明させていただきましたとおり、幹線５

号線、北桜通りですか、それと南桜通りほかの桜管理については観光協会にお願いしまして、肥料を上げ

るとか枝が折れたとか、そういう場合の処理をお願いしているところです。町に連絡があった場合にはと

いうふうなお問い合わせですけれども、町が行くというような方法もありますけれども、現在は協会にお

願いしている都合上、協会に頼むのがいいかなというふうに考えます。ただ、人員がいないということも

ありますので、連絡した内容ですとか現場の状況によりまして、安全確保する意味から早く対応したほう

がいいというような場合には、改めて協会にお願いすることなく、町で対応することも必要ではないかと

いうふうに考えます。

以上です。

〇議長（齊藤 實君） ７番、大澤タキ江君。

（ ） 。〇７番 大澤タキ江君 観光協会の会員さんの機運が大分高まってきているというお話をいただきました
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３年間という補助金が決められている中で、４年目にはしっかりとした観光協会をつくっていただかない

、 、 、 、と困るなという思いがしておりますけれども そういった中で 埼玉県の雇用創出 緊急雇用事業ですか

３年間いただけるというようなお話ですけれども、もしもこれがちょっと無理だなというようなときに、

この補助事業、補助金がまた４年目にもらえるのかどうか、そういった非常に私たちも不安を持っており

ます。観光協会応援団の一人として、何とかしっかりとした基礎をつくってもらって、本当に長町の観

光協会がすばらしい観光協会だと言えるようなものに、３年間では大変なのではないかと思いますけれど

も、やってほしいなと思っております。

、 、 。 、 、 、そういった中で 北桜通り 南桜通りのお話が出ました 実は 桜の咲く前でしたから ３月でしたか

４月の初めでしたか、北桜通りのガードレールを観光客が来る前に何としても、汚いからボランティアで

清掃しようというお話をする方がおりまして、そういう方たちが一生懸命になってあのガードレールをき

れいに掃除していただきました。そのときに、道路の枯れ枝がすごくいっぱい落ちていたのです。これも

、 、 、結局 私たちで何とかできればよかったのですけれども とても女性だけの力では無理だなと思いまして

。 、 、観光協会のほうにお話をしました 観光協会も非常に 専務も気にしているところなのだよというお話で

お手伝いできることがあればやるから、一緒にやりましょうというわけだったのですけれども、やっぱり

観光協会のほうはお忙しかったようで、できないまま桜の時期を迎え、また過ぎてしまいました。

今見ていただきますと、北桜通り、端っこに木の、車が乗りますので、自然ごみになってしまいますけ

れども、非常に汚れております。ああいったものも、でき得れば、本当、きょう、区長さんがいっぱいお

見えになっているので、行政区のほうで本当はきれいにしていただけるとありがたいなと思うのですけれ

ども、それぞれ行政区の事情もあると思いますので、そういったところにやはり、観光協会が独立して観

光協会に任せたのだからということではなくて、道路パトロールもやられているのでしょうから、そうい

うところも観光シーズンになる前にしっかりと清掃なりをしていただけたらよかったなと思っておりま

す。来年度はぜひそんなことで、そういったことに向けて目を向けていただけたらと思っております。い

ろいろ細かいところに目を配りながら、観光客が気分よく訪れ、帰っていただけるような町にするという

ことが長町の観光にとっての一番の仕事だと思っておりますので、そういったことでぜひお願いをいた

します。

それと、昨年３月に、皆さんからいろいろな意見が出た中で、組織としての管理体制と責任の所在が明

確になるというお話もいただきました。また、その中に税金も納めてもらえるのだというお話もいただき

ました。そこで、こちらからまだまだ補助をしている状態ですので、法人になったからといって、これか

らすぐすぐ法人税を払っていただけるような状況ではないのかなと思うのですけれども、そういったよう

なめどは立ってきているのか。

それから、今、観光協会の専務さんが事務局の中に入っているわけですけれども、これは募集をしたけ

れども、全然集まらなかったという、求人をしたけれども、希望者がいなかったということで、暫定的な

措置として、専務さんがあの中、事務局をやって取り仕切っていらっしゃるのだと思いますけれども、い

つまでもこのままの状態というわけにはいかないと思います。そういった中で、観光協会と町との話し合

いはできているのでしょうか。職員のフットワークが大変よくて、対応も本当によいというお話を町長は

よくされますけれども、私も行くたびに本当にすばらしい事務局だなとつくづく思っております。非常に

皆さん明るいし、てきぱきとしていて非常にいい印象をいただいているわけですけれども、しかし、いつ

までもやはり専務さんがあそこに事務局として居座っているというのも、やはり町民の目から見ておかし
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いかなという思いもしております。そういった中で、こういったものに対して町と観光協会での話という

のはされているのでしょうか。その点もお伺いしたいと思います。

〇議長（齊藤 實君） 地域整備観光課長。

〇地域整備観光課長（中畝健一君） それでは、大澤議員の再質問にお答えいたします。

法人になってから税金が払われているかどうかの内容があったかと思いますけれども、昨日、22年度の

総会がございまして、その資料を参考にしていただきますと、事務局費の中に租税公課という欄がありま

して、17万9,000円の支払いがされております。

もう一点、事務局長が採用のときに、事務局長さんの採用期間の関係でよろしいでしょうか。採用の際

の期間については、今順調に滑り出したところですので、いつまでというようなところはないのですけれ

ども、そのようなお話はさせていただいているところです。ただ、今法人化されてちょうど１年終わった

ところで、これから軌道に乗せるには時間がかかるというようなことがありまして、その辺もご了解いた

だければというふうに考えます。

以上です。

〇議長（齊藤 實君） ７番、大澤タキ江君。

〇７番（大澤タキ江君） なかなか、始まったばかりですので、軌道に乗せるまでというのは、能力も必要

になってくるわけですので、どなたでもというわけにもいきませんので、今の状況で当分いくのかなと思

いますけれども、やはりそういうこともこれから考えていきながらやっていただくように、町としても指

導していただけたらありがたいと思います。

それから、船玉まつりにつきましては、実行委員会でやるというのは、当然これは私たちも承知をして

いることですけれども、実行委員会はあくまでもお祭りのほうの実行委員会でありまして、駐車場ですと

かそういうものに対しての指導するとか、そういう立場には多分なっていないと思います。これはあくま

でもやはり観光協会並びに役場のほうのお仕事かなと思いますので、こちらのほうも毎年言っていること

なのですけれども、なかなか改められない。そういう状況の中で、確かに駐車場を持っていられる方の気

持ちはわかります。１年に１度、それこそ書き入れどきで稼ぎ日のわけですから、これはわかるのですけ

れども、やはりそういうことがこれからの長観光のイメージを悪くするということにもつながるわけで

すから、ここのところはしっかり自覚していただいて、その旨をそういった業者にお話をいただけるとあ

りがたいなと思っております。そういうところで、これは回答は要りません。

ということで、いろいろお願いをしながら、２番目の岩根山つつじ園について、これも地域整備観光課

長にお伺いいたします。岩根山つつじ園は私有地にあるため、その管理運営には町が介入することは難し

いと思います。しかし、訪れた人々に不快感を与えるようなことが起これば、当然に町の観光にとって悪

い結果となってはね返ってきます。今年度は特にたくさんのトラブルが生じたという話が聞こえてきまし

たが、対応策として町ではどのような行動をされたのか伺います。よろしくお願いいたします。

〇議長（齊藤 實君） 地域整備観光課長。

〇地域整備観光課長（中畝健一君） それでは、大澤議員のご質問にお答えいたします。

岩根山つつじ園につきましては、大澤議員のご指摘のとおり、園地が私有地となっているため、その所

有者が自己の責任において管理運営を行っております。そのため、町が強く指導することは難しい状況に

あります。

しかし、来園者のほとんどは町が園を管理運営しているものと思っており、苦情のほとんどが町や観光
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協会に寄せられたことも事実でございます。町に苦情があった場合の対応でございますが、直ちに地権者

と連絡をとり、苦情の内容を報告するとともに事実関係の調査を依頼し、必要があれば改善を要請するな

どの対応をとってまいりましたが、改善されないまま閉園になってしまったという事案もあります。町と

しましては、今後も観光地長のイメージを損なうような行為については、観光協会や関係者が連絡をと

り、観光に来ていただいたお客様に喜んでお帰りいただけるよう努めてまいりたいと考えております。

以上でございます。

〇議長（齊藤 實君） ７番、大澤タキ江君。

〇７番（大澤タキ江君） 何か、どういったトラブルがあったという細かいお話をしていただけませんでし

たので、具体的にどういったトラブルがあったのかなというような思いがしております。そんなところも

ぜひお聞かせいただけるとありがたいなと思っておりますけれども。

そういった中で、実は私、きのう、葉原をずっと通ってみたのです。風布へ抜けてみました、寄居の風

。 、 、布です そちらのほうへずっと抜けてみたのですけれども それほど広い道ではなくてもしっかり舗装も

以前は舗装されていなかったので、あれではちょっと通り抜けも大変だなと思ったのですけれども、昨日

しっかり見てまいりましたらば、きれいに舗装もされています。それとあと、辺地債を利用して、井戸の

風布、それの植平の道がたしか24年度には完成になるのだと思います。

そこで、いろいろ抜け道ができて、そこにたまってしまうのではなくて、あっちにこっちに分散される

と私はすごくいいのではないかと思うのです。あそこで立ちどまらなくても、通りながらすっと見られる

。 、 、 、 、場所もありますので ですので そういったことも 私も地元ですので その場所もわかっていますので

そういったことも勘案しながら、町としては、そこまで行かなくても見える場所もありますよ、ビューポ

イントがありますよというようなものをマップにでも提示して、そうすれば中にわざわざ入らなくてもす

ばらしいものが見えるわけですから、そういった中で、植平の道と葉原の道、24年度に植平のほうが完成

をした暁には、今度は葉原に抜ける道をぜひ町のほうで辺地債でも利用してつくっていただいて、そうし

ますと、葉原からずっと植平を抜けて千葉亭さんのほうに出られる道ができるわけですから、そういった

ような行動も起こしていただいて、国のほうにでも話していただいて、道をつくっていただくと非常にあ

りがたいなと思うのですけれども、そういった構想を町のほうでお持ちなのかどうか、ちょっとお伺いし

たいと思います。

それと、具体的に、先ほど申し上げましたけれども、どのような苦情が多かったのかとか、そういった

ものもぜひお聞かせいただけたらありがたいのですけれども、よろしくお願いいたします。

〇議長（齊藤 實君） 地域整備観光課長。

〇地域整備観光課長（中畝健一君） それでは、大澤議員の再質問にお答えいたします。

初めに、岩根山つつじ園周辺の車の滞留がなく、周遊ができるような道路の予定がないかというような

ご質問だと思います。今のところ、具体的に道路を開設するという計画はございません。ただ、ご提案い

ただいたように、車が周遊できるような道路があるということは岩根山周辺にとっても必要なことだと思

いますので、費用もかかりますし、いろいろ検討させていただいて、補助金があるかどうかとか、どうい

う道路が必要なのかというふうなことをちょっと検討させていただければというふうに考えます。

２つ目の岩根山についての具体的な苦情の内容がどうであったかとのご質問かと思いますけれども、こ

ちらでお聞きしているのは何点かございまして、１つは入園料が高いのではないかというような内容です

とか、受付ですか、接客の対応が悪いというようなことも聞いておりますし、あと写真を撮る際の対応に
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ついても何か話があったというふうにお伺いしております。先ほどもお話しさせていただいたとおり、苦

情があった際には岩根山の関係者の方に内容はお伝えしているというような状況がありますので、できる

ところとできないところがあると思いますので、ご了解いただきたいと思います。

以上です。

〇議長（齊藤 實君） ７番、大澤タキ江君。

〇７番（大澤タキ江君） 内容を伝えても、その園主が改善を図らなかったということで理解してもよろし

いのでしょうか。そういうことですね。はい、わかりました。

私も、地元民の一人として非常に恥ずかしいことだなと思うのです。今、オープンガーデンというのが

非常にはやっていまして、各家庭でいろいろすてきな庭をいっぱいどこでもつくって、何かお聞きすると

、 、 、 、ころによりますと 横瀬あたりは何十軒 60軒といいましたっけ ちょっと忘れてしまいましたけれども

非常に自分のうちの庭がきれいだから、ぜひ見に来てくださいというような形で見せているところが、皆

さんご承知でしょうけれども、たくさんあるのです。そういった中で、要するに山の中ですね、山の中の

景観のいいところをお金を取って、それで見せるなんていうのはちょっと恥ずかしいことだなという思い

がしています。昔は非常に私たちも自由に出入りができて、あそこに子供たちと行ってお昼を食べたり、

歌を歌ったりということをさんざんしてまいりました中で、最近になって急にお金に執着し出したという

のにちょっと非常に残念だなという思いがしているわけですけれども。

そういった中で、そういう周遊する道をいろいろ何本もつくりますと、その中であっちこっちに皆さん

分散しますので、ぜひこれは私やってもらいたいなと思うのですけれども、生活に必要な道路ですと、そ

の地域地域で要望書を出してやるということになるわけですけれども、その要望書に沿って行政にお願い

をして、その要望書の中でやっていただくわけですけれども、この植平から葉原へ抜ける道というのは、

歩く道は多分あるのだと思います。昔、過去にそういう計画がされたこともあるのですから。それが途中

で切れてしまったということで、多分これはできて、あるのでは、平参事、知らないですか。植平から葉

、 。 、原へ抜ける道が過去 それを植平から葉原へ抜ける自動車道路をつくるという話があったのです だから

これを観光に結びつけるためにぜひ私はやっていただきたいなと思うのです。せっかく植平のほうにいい

道ができても、なかなか、植平でまたおりてきてしまうというような状況になるわけですから、あそこの

道を生かすためにも、ぜひこれはお願いをしておきます。

そういった中で、来年度もまたこういうような事態が生じるのであろうという思いの中で、事前によく

地権者と協議をしながらやっていただけたらありがたいと思うのですけれども、そのような予定で町と観

光協会はいるのかどうか、来年度開園前にしっかりと話し合いをしましょうというようなことが、話し合

いができているかどうか、そのところをもう一点お伺いしたいと思います。

〇議長（齊藤 實君） 参事。

〇参事（平 健司君） 大澤議員さんの質問にお答えをさせていただきます。

一番最初に結論から申し上げますと、話し合いはまだできておりません。課長が答えたとおり、個人で

経営しているものですから、大澤議員さんの中では、山の中にあるのにお金がどうのこうのというお話が

ありましたけれども、一応、経営している人は営業として経営していますので、ただ、料金設定だとか風

致、景観に合う幕というのですか、をしているかどうかというのが問題であって、通常的に皆さんが納得

できる費用は当然取ってしかるべきだと思うのです、維持管理に当然お金がかかるわけですから。ただ、

その辺が若干逸脱しているから、その辺を観光協会、町、経営者、よく話し合いをさせてもらって、皆さ
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んが納得できるような料金になればそれでよろしいかなということを思っています。

それから、葉原から植平へ抜ける道路、これにつきましては、当時計画があったのですけれども、地権

者の同意が最優先で、地権者の承諾が得られなかったと、それが一番の問題だったわけですから、今果た

してその地権者がすぐ同意してくれるかどうかというのはちょっとわからない状況でございます。

それから、先ほど辺地債というお話が出ましたけれども、辺地債はもう風布では使えませんので、今計

画してある５年分が最終的な辺地計画ということでお願いしたいと思います。人口がもう50人を切ったの

かな、最低でも50人いないと辺地債の採用になりませんので、その辺ご承知おき願いたいと思います。

以上でございます。

〇議長（齊藤 實君） ７番、大澤タキ江君。

〇７番（大澤タキ江君） ありがとうございます。来年またことしのような事態を生じないように、なるた

け早くから早急に対応策を講じていただければありがたいと思っております。

それから、植平から葉原へ抜ける道の話ですけれども、地権者というお話、これは私も承知をしており

ます。ただ、その地権者がもう大分年をとりまして、時代が変わったと申しますか、そういった中でまた

変わってきているのではないかと思います。植平の道路もできないでいたのが、その地権者が心変わりし

、 、 、 、たわけですから そういった中で 地権者も高齢になって 今ちょっとというような状態でおりますので

多分変わっていると思いますので、ぜひ頭の中に入れていただいて、予算編成のときにでも少しずつでも

やっていただけるとありがたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

、 。 。続きまして ３番目にいきたいと思います 広報への死亡欄掲載について総務課長にお伺いいたします

町広報への死亡欄の掲載については前向きに検討されているようですが、これにつきましては６月広報に

掲載していただきました。ありがとうございます。何回も言ってお願いをしたわけですけれども、そうい

った中で６月から掲載していただいたことに敬意を表します。

死亡されたご遺族に対する意向調査は行っているのでしょうか。

また、そのご遺族の反応はいかがであるのかお伺いをしたいと思います。

〇議長（齊藤 實君） 総務課長。

〇総務課長（大澤彰一君） 町広報への死亡欄の掲載についてのご質問にお答えいたします。

死亡者情報の掲載は、平成17年７月号の広報紙からご家族などのプライバシーを考慮して休止しており

ましたが、近隣の状況等も勘案した結果 「広報ながとろ」４月号で周知を図り、６月号から再開いたし、

ました。

ご遺族の意向確認の方法につきましてでございますが、４月１日以降、死亡届け出受け付けの際に記載

に係る説明を記載した通知文及び返信用はがきをご遺族の方にお渡しし、または届け出者にご遺族の方に

渡してもらうよう依頼しております。後日、掲載に同意するか否かを返信用はがきで回答いただき、ご遺

族の同意の得られた方のみを掲載させていただくものでございます。

その反応でございますが、５月末時点での状況は、死亡届受け付け時に通知文と返信用はがきを配布し

た方が20人、回答いただいた方が９人、そのうち掲載に同意された方が７人、同意されない方が２人とな

ってございます。

以上でございます。

〇議長（齊藤 實君） ７番、大澤タキ江君。

〇７番（大澤タキ江君） ご遺族の方も余り関心がないのかなという思いがいたしましたけれども、私も６
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月号を見てびっくりいたしました。６月号に載っておりましたのが、14名、４月に亡くなられて、それで

その中で４名でしたね、たしか掲載されたのが。関心がないというか、５年間の空白期間があったという

ことが皆さんが余り興味を示さなかった原因かなと思います。初回が14名中４名しかなかったから、これ

からよしましょうということではなく、これからもこれは継続をしていただきたいと思います。

少子高齢化という話がありますけれども、本当に、私は死亡欄だけでいいなという思いがしていますけ

れども、前、10番議員でしたね、やはり両方載せてもらいたいというお話をされていましたけれども、そ

の中で、やはりこの少子化の中で生まれる子供さんが少ない、そういった中で、どこどこに子供さんが生

まれた、ああ、よかったなというような、みんな、そういううれしい知らせというのは非常に皆さんの欲

するところだと思うのです。ぜひ、子供の誕生したことを町民一人一人が祝福するという意味からも、私

はこういうこともぜひ必要なのではないかと思っております。

また 死亡につきましても 実は 個人名を申し上げていいのかどうかわかりませんけれども 昨年10月、 、 、 、

に日赤奉仕団委員長の梅沢シゲさんが亡くなられました。あの方も本当に、藍綬褒章までいただいた立派

な方で、県でも非常に貢献をされた方、町でも当然そうですけれども、そういった方が、結局、そういう

、 。 、 、死亡欄の掲載がなかったものですから 意外と町民の方が知らないのです 最近になって 梅沢シゲさん

元気ですかというお話を２人お聞きしました。もう本当にびっくりしたのです。あれほどの方でも、やは

り皆さん知らない方が大勢いらっしゃるということで。昨年10月に亡くなったのですよというお話をいた

しましたら、ええっと皆さんびっくりしていましたけれども、やはりこういった人たちも、非常にいろい

ろの人と交流があったわけですから、多分聞かれた人も梅沢さんと交流があったのだと思います。お葬式

に話がなかったか、それほどの関係でないこともあると思います。そういった中で、やはり、もしこうい

う広報に載せていただければ、ああ、この方が亡くなったのだ、残念だったね、寂しいねとか、そういう

ことも町民で共有できる部分もあると思うのです。それですので、ぜひこれは、今回少なかったからとい

うことではなくて、載せていただきたいと思っております。

ただいまの課長の答弁ですと、20人中９名しか回答がなかったという、これにつきまして、課長さん、

どう思われますか。半分以下ですよ、回答しなかったという。手紙、はがきをちょっとポストに入れてい

ただければいいことですので、なぜ半分の人が出さなかったのかなという思いがしていますけれども、こ

れにつきましてどういった点が考えられるか、ちょっとこれをお聞かせいただければありがたいです。

〇議長（齊藤 實君） 総務課長。

〇総務課長（大澤彰一君） 大澤議員の質問にお答えさせていただきます。

20人中９人の方が回答いただいて、残り11人が未回答ということで、どんなことが考えられるかという

ご質問だったかと思います。確かに数は２分の１未満でございます。出されていない方の意向等はちょっ

と聞いておりませんので、はっきりした形ではございませんが、考えられる一つのものといたしますと、

やはり死亡等でご家族の方が忙しい時期にはがきとそれから通知文をお渡ししているということ、どこか

にしまい忘れて回答できていないのかどうかというのも一つあるかと思います。それから、面倒くさくて

出さないでよそうとか、そういうことも考えられるのではないかと思っております。

以上でございます。

〇議長（齊藤 實君） ７番、大澤タキ江君。

〇７番（大澤タキ江君） 突然ということで取り込んでいるということもわかりますけれども、亡くなられ

てすぐ出すわけではなくて、１週間なり10日なり20日なり、そのあれはあるわけでしょうから、そういっ
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た中で、余り関心がないというのですか、どうでもいいやというような方もいらっしゃるのでしょう、多

分。

いずれにいたしましても、だんだん継続をしていきますとこの徹底も図れると思いますので、今後もぜ

、 、 、 、ひ掲載していただいて その推移を見守っていただきながら 余り少ないようでしたら これは私が幾ら

私の周りの人たちが載せてほしい、ほしいと言っても、町民はそれほどに思っていないということになり

ますから、結果が伴うわけですから、これに対して。それまでは何年か続けていただきたいと思っており

ますので、そこのところを希望しておきながら、質問を終わらせていただきます。ありがとうございまし

た。

〇議長（齊藤 實君） 次に、10番、渡辺君の質問を許します。

10番、渡辺君。

〇10番（渡辺 君） 今、11時45分ですから、よく聞いてください。

まず初めに、行政組織の活性化について。町では、町民全体の奉仕者である職員に明るく生き生き働い

てもらうような工夫をしているのかを伺います。

また、職員が組織について意見を述べる場や機構改革を提案する場を設けるなど、組織の活性化を図っ

てほしいが、その考えを伺います。よろしくお願いします。

〇議長（齊藤 實君） 町長。

〇町長（大澤芳夫君） お答えいたします。

今２つの大別したご質問がありましたが、統括してお答えいたしますと、２つとも現実の問題として取

り組んでおります。細かいことを申し上げますと、職員のあり方については、私も最初から、職員という

のは住民に対する奉仕員なのだ、住民サービスマンなのですよという話をしています。わかってくれてい

る人とわかってくれない人がいるなというのは非常に残念だというふうに思います。

そういう中で、住民の意向をいかに町政に反映させるかというのが、一番最前線にいる職員が肌で感じ

て、それを町に持ち帰り、いろんなところに発揮するということが大きなテーマであり、職員の責任だと

思います。その職員は、住民の方の血税をいただいて給与にしています。そして、その給与はまだ私は一

般の住民の人たちの報酬よりも高いのではないか、そういう思いをずっと持ち続けています。これは公務

、 、 、員が保護されているということの裏づけでもありますが しかし 一生懸命働くという前提から考えれば

私は飛び抜けて高いとは思いません。ただ、国家公務員や県の職員から見れば高いというふうに考えてお

りまして、そういう中でお互いに努力をし合う、小さな町には小さな町の職員としての資質を磨く場所と

いうのはいっぱいありますし、そういうものを発揮する努力をすることは職員に課せられた大きな使命だ

というふうに考えています。

いずれにしても、職員が一生懸命働くように工夫はしていただいております。そのために、課もふやし

たり減らしたりというようなことをやって模索をしておりますが、これもなかなか最善のものというのが

見つかりません。このことについても職員にご迷惑をかけておりますが、そういう中で一生懸命働いてい

ただきたい。資質の問題、先ほど申し上げましたように千差万別であります。そういう中で、すべて同じ

ような状況のサービスができないことはまことに残念ですが、これはご容赦をいただきたい、そういうふ
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うに思っております。

それから、職員の意見につきましては、年に１回、自己申告による報告というのを主幹以下の人たちが

提出をすることになっておりまして、それを私は毎年見させていただいておりますが、長くなると画一化

されたというか、余り変化がないな、新しいものをことしあたりから取り入れなければいけないな、そん

な思いを持ったところであります。

いずれにしても、生き生きと働く、それは先ほどから何回も申し上げましたような、住民サービスの原

点を忘れないでほしいという大きなテーマの中でやっております。それから、町の人口も多少減少傾向に

ありまして、職員の数もだんだん減らすような形の状況にならざるを得ないだろうということは皆さんも

ご理解いただけると思います。そういう中で、少数精鋭を強いられる、これも少子高齢化が進んでおりま

す中で、福祉だとかそういうものについての仕事はどんどん国、県からおりてまいります。仕事の量が必

ずしも減っているわけではない、いずれも調整をしながら、中で上手に職員の働き場所を活性化するため

の努力は私たちもしているつもりでございます。そういうことで、働きやすい環境をつくることと、それ

から皆さんのご意見を取り入れた町の活性化を図ること、そういうようなことをやっているところでござ

いまして、これからも皆さんのご意見、ご指導をいただきながら私たちも頑張っていきたいと考えており

ますので、よろしくお願いを申し上げます。

先ほどから何回も申し上げますように、そういう自覚を持つということが前提でありますから、これは

職員に対しても常日ごろから申し上げているところでございます。それから、いろんな問題が、町民から

私のところにも問題提起がございます。そのときには、各職員にメールで担当の課長から送っていただい

て、自覚をしていただくようにということは日常茶飯事やっているところでございます。以上、大別して

お話を申し上げました。

以上でございます。

〇議長（齊藤 實君） 10番、渡辺君。

〇10番（渡辺 君） 最近の、今度の４月１日から長町の職員は88人になりまして、聞くところにより

ますと、本当にごく最近、役場へ来たら職員が見えないのだけれども、どうしたと思ったら、やめたと、

３人やめたのです。ですから、88人の人員で精いっぱい、我々の全体の奉仕者として職員に働いてほしい

し、また暗い顔をして不満をぶつけているような人もいるわけです。しかし、私は思うのには、何だかん

だいって、町長がよく言う、役場職員の解雇権はないのだからということで首にできないというの、それ

は当たり前です、生活がありますから。

そういう中で生き生きして働くためには、やはりみんなが生き生きするのについては、例えば今度の人

、 、 、 、事異動で １年 名前は言いませんけれども 広域から帰ってきた途端に教育委員会に行ったと思ったら

あら、今度は違うところへ行ってしまったと、こういうような人事異動というのは、我々見てからは、私

。 、 、も大倉電気へいて働いた中で大変いじめられました 労働組合の問題やら 労働条件などを言ったりして

ストもやったり、いろいろしましたけれども、その中でやっぱりそういう、自分たちの会社の社長なんか

についてちゃんと文句を言う人は左遷されてしまうのです。

それで、私が言いたいのは、町長が、参事方式についていろいろ難点があると言ったら、議会の答弁で

だれが言ったと言ったのですね。だれが言ったと言うということは、結局その人は表へ出られません。私

はよく役場職員に意見を聞くと、必ず、こういう意見がありますけれども、では、あなたどんどん発表し

なさいよ、そうすると、私が言ったって絶対に言わないでくれと言われるのです。そうすると、渡辺さん
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に言うともう公表になってしまうと言うから。

この問題については、二、三年前、２年たつかな、長町財政健全化委員会というのが出て、１年間か

けて長の町の財政問題について、いろんな区長さんやらいろいろ代表の人たちが話ししてきていたので

す。それで、こんな分厚くて、何をどうすればいいかということを書いて、小菅、東洋パーツの社長さん

が会長で答申しました。そうしたら、意外と役場職員のことについては不満があるのです。なぜかという

と、いろんな意見を出して、町の全体の仕事としてやっているのだから、意見を出してほしいという意見

が随分出たのです。後ろにもいっぱい財政健全化委員会の人がいて、そういう意見を出した人がいますけ

、 、 、 、 、 、れども 皆さん やはり役場職員が生き生きしてやるというのは 若い人なら特に 今 これから長の

定年までいるとしても、いろんなことを知って、そして町の活性化のために頑張れるような人材をつくっ

ていかなくてはならない。そのためには、町長、そういう人たちをどういうふうに育てるかということを

考えて、人事異動をなるたけ３年ぐらいでして、いろんな部門を勉強してもらいたいのですけれども、と

りあえずこのことについて答えてください。

〇議長（齊藤 實君） 町長。

〇町長（大澤芳夫君） 意見を言ってくることについては、私たちは拒むつもりは全くございませんし、聞

く耳を持たないなんて言われたらとんでもないわけです。

ただ、議員に自分の不満を言って、それを議会や何かで取り上げられるということがいいのかどうかと

いう問題があります。だから、それはだれですかと私が聞いたのは、答えを欲しくて言ったわけではあり

ません。そういう制度がちゃんとできていて、自己申告でその意見を、町のほうに課長や主幹を通して意

見が上へ上げられるようにできて、もうずっとやっています。その中で書けばいいではないですか。それ

を書かないで、外の人に話、議員に話せば議会のときに執行部をいじめられるから、それを見てそっと手

ばたきをしていればいいやというような気持ちが私は間違っているということを申し上げたかったわけで

あります。堂々と言ってきていただけば、私たちも聞く耳を持たないわけではありません。

そして、１年で異動したということは、今お話がありましたよね。それはそれなりの理由があります。

言えない部分と言える部分があります。ですから、やっぱりそこに不適格者ということが、大きな私たち

は異動の対象になります。職員でも１年で動かしたということは、そういう部分がある職員もいます。そ

ういうことをご理解、それは私たちから見れば大きな目算違いだったというふうに言いたいわけでござい

、 、 。 、ますが それは私たちの責任ですから そういうことを皆さんに申し上げるつもりはありません しかし

そこの職員がそこにいて、適格者でないという判断ができれば、それは１年でも半年でも違うところに行

っていただくということが大切なことではないかというふうに思っております。異動させることがいいと

いうことではなくて、それは結果論でありますから、ご理解をいただきたいと思います。

〇議長（齊藤 實君） 10番、渡辺君。

（ ） 、 、 、〇10番 渡辺 君 私は町長の答弁でいいと思うのですけれども だけれども 私も議員をやっていて

前の町長とかいろいろ聞いていると、職員が何を言うかというと、時の町長に反するような意見、合わな

いような意見を言えば左遷されてしまうと、中央公民館にやられる、第二小にやられるというようなこと

を言う職員がいたのです。

だけれども、私が思うのに、やっぱりその人の職員の能力とか適材適所がありますから、それはいいの

ですけれども、やっぱりこれから町の職員を育てるというのは、いろんなところの部門にいて、10年も同

じ場所にいられて、それで異動すると、違ったことを覚えていないから、移れないのです、職員が。そう
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いう問題でも、ある程度の基準は設けてほしいのです。そうすることによって、町は、我々の大変な血税

を給与として払っているわけですから、それを結局育てていくという姿勢も欲しいのです。

確かに民間は今、文句なんか言っていたらやめろです。そういう若い人たちは、今ひどい労働条件で長

時間働いて大変な状況の中で、やはり育てることもしないとならないと思って、私は、町長が役場職員を

減らせというのはどこの自治体でも言われています。今、人員を減らしてなるたけ効率、能率という時代

ですから、確かに全部は間違いではないですけれども、育てるということも考えていかないと、首を切ら

、 、 。 。 、れないのだから そういう人たちを育てるほかないではないですか 適材適所で そうでしょう だから

そういう意味で私はこの質問を出したのです。

そこでもう一度聞きますけれども、参事方式をやって、これは私は参事方式や課の分割、統合が悪いと

は言っていないですけれども、では、参事方式は最初３人いたですね。今２人です。２人でやるというこ

とも、参事方式についてはやはり分担で競争とかいろんな問題があるし、手当の問題もあるし、どういう

ふうに今参事方式を２人でやっていくことについて考えているのか。

あと、課の分割なのですけれども、この間の３月議会で町民福祉課を町民課と健康福祉課に分割しまし

て、４課から５課になりました。そういう問題が出て、今町民課と健康福祉課が別々なのですけれども、

私は思っているのは、地域整備観光課で、やはり仕事の中身が土木と衛生から観光からみんなで、この地

域整備観光課を２つに分けるという案も考えられるのではないかと思うのですけれども、この点について

質問します。よろしくお願いします。

〇議長（齊藤 實君） 町長。

〇町長（大澤芳夫君） 今のことにつきましては、私たちも真剣に考えております。

その一つとして、観光協会を法人化して独立してやっていただくということが大きなテーマになりまし

た。でも、100％、観光協会が全部やっていただくわけではなくて、町のほうでも観光地長と言われて

いる大きなテーマをしょっているわけですから、それは３年間という補助の期限を切りましたのは、その

中で一本立ちしてくださいというお話を申し上げて、それを努力目標にしてやっていただくということが

一つのテーマとしてやりました。

地域整備観光課というのは、確かに皆さんの質問の中でも総務課長と地域整備観光課長が圧倒的に答弁

が多いということはその裏返しでもあると思いますので、その辺もこれから、観光協会が２年目に入りま

して、かなりの仕事についてはお任せできるような状況になって非常にうれしく思っておりますので、こ

の辺についても、またことしの後半あたり、この地域整備観光課というものの名前については、どういう

ふうに方向性を持っていけばいいのかについては今年度後半の一つの私たちの大きな検討材料となると思

いますので、またお知恵をおかりすることがあると思いますので、よろしくお願い申し上げます。

〔 答えていないんだけど」と言う人あり〕「

〇町長（大澤芳夫君） 何を。

〔 若い人を育てるために、いろんな種目を、定年までいるとしてね、そ「

の問題と参事方式」と言う人あり〕

〇町長（大澤芳夫君） 参事方式につきましては、事業担当と事務担当と２つに大別をしております。参事

方式が、皆さんにいろんなご意見があります。それは、長町はこういう状況で、財政が厳しい中で人件

、 、費をカットせざるを得なかったという部分がありまして これは皆さんにご理解いただけたのではないか

職員も我慢をしていただいております。
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そういう中で、助役を置かないという条例をつくりました。これは、助役はしばらく置かないのだよと

いう皆さんに対するメッセージであります。それで、参事にいわゆる副町長の職務の大部分を２人で分担

してやっていただくということが私の基本的な考えで、これはお願いでございます。よく２人もやってい

ただいておりまして、新井参事がおやめになり、今度、齊藤総務課長が参事になりました。これも非常に

よくやっていただいて、中をまとめていただいておりまして、そういう状況で、例えば具体的に言えば、

参事の手当が3,000円ということは、２人で6,000円ですから、年間で７万2,000円で助役の仕事をやって

いただくわけであります。助役を置けば700万円以上の年間の出費があるわけでございまして、お金のこ

とだけではありませんが、そういうことから考えるとかなり合理化、効率化、いろんな意見があると思い

ますが、これはしばらく、私がお世話になっている間はこの制度は続けていきたいというふうに考えてお

ります。

それから、職員の……

〔 10年間いるとか、そういう職員の問題」と言う人あり〕「

〇町長 大澤芳夫君 意識の問題等は これは本人のやる気がなければいかにしてもだめであります 100％（ ） 、 。

の人間が、私たちの期待以上の働いていただけるというような職員でないことは議員もおわかりだと思い

ます。そういう人ほど不満があります。これが大きな私たちにとっては重荷になっております、はっきり

申し上げると。こういう人たちの処遇をどういうふうにしようかというのは、毎年その異動については苦

。 、 。慮しております そういうこともぜひご理解をいただいて ご協力をいただければありがたいと思います

〇議長（齊藤 實君） 暫時休憩いたします。

休憩 午後零時０４分

再開 午後１時００分

〇議長（齊藤 實君） 休憩前に引き続き会議を開きます。

10番、渡辺君。

〇10番（渡辺 君） では、２番目の質問に入りたいと思います。

秩父鉄道との定期協議について。秩父鉄道は、秩父地域の交通、観光、産業、雇用など大きな影響力を

持っています。長町では、道路や観光客の誘致など、秩父鉄道と協力して進めなければならない事業が

たくさんあることから、定期的な協議により事業を推進することが重要であると思いますが、その考えを

お伺いいたします。よろしくお願いします。

〇議長（齊藤 實君） 町長。

〇町長（大澤芳夫君） お答えいたします。

秩父鉄道と当町との定期的な協議は、平成４年６月10日に締結の長町と秩父鉄道株式会社との連絡会

議に関する覚書というのがありまして、これに基づきまして相互の事業円滑化を図るため、事業調整連絡

会議を毎年１回開催し、平成18年まで17回続けてまいりました。この会議では、主に踏切事故防止対策、

道路整備、その他、そして観光などの案件につきまして町と秩父鉄道双方の要望を協議してまいりました

が、協議が長年にわたり、新たな案件もなく、内容に変化がなくなってきていることや、個別案件につき

ましては、両者で連絡をとり合いながら担当課で協議を行っていることなどから、現在では休止状況にな
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っております。しかしながら、道路整備や観光振興、公共交通、そして雇用などにおいても町と秩父鉄道

のつながりは重要でありますので、今後も連絡を密にして町の発展につなげていきたいというふうに考え

ているところであります。

また、これとはほかに、秩父鉄道沿線の市町村で構成いたします秩父鉄道整備促進協議会というのがあ

りまして、これでは秩父鉄道の実施する利用促進や安全対策事業に対して支援を行っているところでござ

います。ちなみに、関係市町は、羽生市、行田市、熊谷市、寄居町、長町、皆野町、秩父市、４市３町

で行って、先日この会議を終了したところでございます。

以上でございます。

〇議長（齊藤 實君） 10番、渡辺君。

〇10番（渡辺 君） 再質問したいと思います。

私は、今度の一般質問についてはなぜ出したかといいますと、今、長の現状におきましては、道路や

観光や町の公衆トイレの問題など、いろいろ秩父鉄道に関係することがたくさんあるわけです。そこで、

やはり定期的に話し合っていくということは大変重要だし、ましてや今、長の観光協会が法人化、21年

にしましたけれども、これは長だけの問題ではないですけれども、進めなくてはならないと思います。

１つは、人口が減少して、長町も7,821人、8,000台を切りまして、人口が減って少子化であります。

高齢化です。そういう中で、秩父鉄道は石灰を取っている秩父鉄道の太平洋セメントの運搬を中止すると

いうことで、これから秩父鉄道に乗る人が、また製品を運ぶのも少なくなってくるのではないかという、

大変危惧されております。そういう中で、先ほど３月議会の中で、秩父地域の大きな問題の、町の発展と

して、南桜通りの問題ですけれども、秩父鉄道の所有する道路であるため、町道認定はしていないと、し

かし、長駅と上長駅の間の町民の生活道路、南桜通りの問題が、どうしてもこの町の発展については

大事な観光の問題だと思うのです。

そこで、もう一つは、１月、２月ごろになると臘梅で観光宣伝されまして、相当の人が長を訪れてい

るのです。しかし、やはり観光地域である特に宝登山参道と長駅前の問題は結局秩父鉄道と協力して進

めなくてはならない、そういう問題もあります。また、公衆トイレでも相当の、17カ所、この前、昨年の

12月議会で長の公衆トイレ17カ所、そこでのお金の町の持ち出しや県の補助の持ち出しとかいろいろで

大変な金額がされております。しかし、きちんとそういう問題について話す場がないということで、県の

指導や町の指導で公衆トイレの修理や新しい公衆トイレをつくっているわけですけれども、こういう問題

についても、私は今まで、公衆トイレはできることはいいのですが、結局は我々の町民全体の税金が使わ

れるということではやはりもっと公平にしてもらいたいと思うわけですけれども、何せ秩父鉄道が持って

いる用地がこの観光の問題としては大変な場所にあるわけで、そのために余り、歴代の町長は結局町の持

ち出しでやってきた状態です。うちの町長は、そういう意味では、今までの町長と違って、革新的にいろ

いろ言っているということは私も認めます。しかし、やっぱり具体的に、年に１回やっていればいいとい

うのではなくて、やはり部門できちんと鉄道さんに声を出していく必要があると思うのです。

町の実情といいましても、税収が前年度より、税収入が8,000万近いお金が前より、決算では低くなっ

ているような状況の中では、やはり企業が栄えているだけではだめで、企業が栄えて町が滅びるのではな

くて、企業がいろいろ、秩父鉄道が両方発展させることを考えていかなくてはならないと思います。そう

いう意味で、具体的にもっと進める必要があると思うのですけれども、そういう点でもう一度答えていた

だきたいと思います。
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具体的には、南桜通りについては町の所有ではなくて秩父鉄道の所有でありますから、結局はちょっと

の修繕ぐらいで済んでいる。具体的には、この問題については、一町長が、一町が言ってもだめだという

、 、ことではなくて いろいろ国や県の力もかりて進めなくてはならないのではないかと思うのですけれども

そういうことを含めて再度質問します。

〇議長（齊藤 實君） 町長。

〇町長（大澤芳夫君） いろいろなご質問があったようでありまして、整理ができるかどうかわかりません

が、最初、南桜通りの問題につきましては、秩父鉄道の用地を、形としては道路、軌道敷だという話であ

りますが、それを使っているわけであります。この桜並木も高齢化が進みまして、90年を過ぎているとい

う話でありまして、この辺につきましても鉄道との話し合いは行いました。鉄道は基本的には、町で買い

上げていただけるのなら、いつでもお答えはイエスというお話をいただきましたが、町のほうにもいろん

な条件がございまして、優先的には学校の耐震工事、それから大規模改修等々がありましたために、その

ことにつきましてはまだ手がついておりませんが、大規模改修も今度、きょう、中学の工事につきまして

ご提案を申し上げました。これがお認めいただければ、あとは第一小学校の体育館と第二小学校の校舎と

いうことになりますので、中学のほうの形がつき始めれば、将来的には来年の夏休みごろで全部の工事が

完了するのではないかというふうに考えて、前向きに進んでいきたいというふうに考えておりますので、

南桜通りにつきましても皆さんのご意見をいただき、これは検討委員会みたいなものを立ち上げてご意見

をいただいて、どういうふうに道路にした場合の考え方の基本というのを持っていくかについては、こと

しの末か来年の初めごろまでに立ち上げていきたいというふうに考えております。

それから、観光で連携をとっておるということにつきましても、観光協会にもお力をいただいておりま

して、今度、宝登山の奥宮の下に県造林を伐採した後に臘梅を植えなさいという、県のこれは基本的なお

話をいただき、ことしの10月に臘梅を植えることになっておりますが、このことにつきましても、鉄道で

はいろいろお考えをいただいてご支援をいただくというようなことを考えていただいているという話を社

長の発言のニュアンスの中からかぎ取ったわけでありまして、またこれは議会が終了次第、平参事、それ

から担当の課長と一緒に鉄道にごあいさつに行って、この計画についてご報告を申し上げておきたいとい

うふうに考えております。

個々の案件につきましては、即刻、鉄道との電話連絡等々があり、こちらからお伺いしようと思います

と、鉄道のほうから来てくれるというようなことが頻繁にありまして、実はこの間も５月の自動車税の収

納につきましても、540万円という大金を社長みずからお持ちをいただいたというようなことがあって、

まことにありがたく、感謝を申し上げているところであります。

それから、トイレのお話もありましたが、トイレのことにつきましても、駅の近くにトイレをつくると

いうことにつきましては、鉄道の用地をお借りして、鉄道の財政的な問題もありますので、町の観光行政

の一端としてトイレをつくったわけでありまして、多分、前の人、その前の人もそういうお考えでこの仕

事を始めてやっていただいたのだというふうに考えているところでございます。今度、長駅のトイレに

つきましても改修の予算を計上したところでありまして、皆さんが便利で清潔なトイレを観光客がご利用

いただけるように頑張っていきたいというふうに考えているところであります。

それから、植栽につきましても、例えば権田山、野土山等々につきましても鉄道の用地がかなりありま

して、そういう土地を無償でお貸しをいただき、そこに植栽をする。言ってみれば、長町と秩父鉄道は

運命共同体というようなことを申し上げて、全くそのとおりだと、お互いにできる協力はやりましょうと
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いう信頼関係の上に立っていろんな事業を進めているところであります。

少子高齢化ということで、乗降客が年々減少傾向にあるようでありますが、それとセメントの輸送が皆

無になるということで、この辺につきましても億の単位の減少だというお話をこの間聞きました。それを

いかにクリアするかということは、観光客の誘致ということに尽きるのではないかなと思いますが、この

辺につきましてもいろんなことを考え、東上線、それから西武線の乗り入れ等々も含めたことについての

案件も検討を始めたところでございます。具体的になれば、また皆さんにご相談を申し上げたいと思いま

す。

以上でございます。

〇議長（齊藤 實君） 10番、渡辺君。

〇10番（渡辺 君） 今、定住自立圏構想ということで、いろんな部門で秩父市との協定を結ぶことが進

んでいるわけですけれども、私が思うには、秩父鉄道は本当に今まで、秩父鉄道に勤めていてこの町に住

んでいる人がかなりいるわけです。やっぱり、企業が栄えれば我々人口もふえるし、いろいろ生活も豊か

になるわけですけれども、今考えられるのは、太平洋セメントが撤退ということで石灰を運ばないとなる

と、今度、今の問題としては、秩父鉄道の第三セクターとか、もうやっていけないというような問題が出

てくる可能性もあるわけです。そういうためにも、やはり鉄道さんにはいろいろ助言していただいて、そ

して人口減、そして高齢化の秩父地域をやっぱり守っていくためには、秩父鉄道がうまく回転していかな

くてはならないと思うのです。ですから、年１回やっているとかいろいろ言っていますけれども、もう少

し何かうまい、広域で考えられることができないかと思っているわけですけれども、今後の問題としてこ

ういう問題についてどう思っているか、町長、お願いします。

〇議長（齊藤 實君） 町長。

（ ） 、 、 、〇町長 大澤芳夫君 そのことにつきましては 先ほど一番最後に 最初の答弁で申し上げましたように

秩父鉄道沿線の市町村で構成する秩父鉄道整備促進協議会、４市３町、羽生、行田、熊谷、寄居、長、

皆野、秩父、これで沿線の市町村で構成をし、列車を新しくするとか路線の組みかえを新しくするとか、

そういうようなときに応分の負担をしているところでございまして、この間、熊谷の会場で会議がござい

まして、ずっと熊谷の市長の富岡さんに会長をやっていただき、私は副会長をやらせていただいておりま

して、会議をやってまいりました。これも具体的には、そんなに特別資金を援助するということにはなり

ませんが、年間で500万円から1,000万円程度の予算を組んで、その中から鉄道の必要なものについて負担

をしていこうということで予算を組んでやっているところであります。そのほかにもいろんなことがある

と思いますが、主体的には、そういう市町村の連携としては今申し上げたことが主な組織の一つでござい

ます。

〇議長（齊藤 實君） 次に、２番、村田正弘君の質問を許します。

２番、村田正弘君。

〇２番（村田正弘君） 質問をいたします。

１番目に、行政改革についてお伺いをいたします。総務課長。当町では、行政改革大綱実施計画を策定

し、行政改革に取り組んでいますが、３月議会において、実施計画75項目中、着手が20項目で26.7％と説
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明がありました。この26.7は、着手はしたけれども、まだ進むところですというふうに私は解釈をしてい

ます。それで、この項目の中で実施が不可能な、うまくいかないのではないかという項目があるのかお伺

いをいたします。

なぜこんなことを聞くかというと、この計画の終了年度がもう近づいて、22年度で終わりになるわけで

す。それで、４分の１が余り進んでいないよということは、100％できないのではないかという懸念があ

るわけです。その辺でお伺いをいたします。

〇議長（齊藤 實君） 総務課長。

〇総務課長（大澤彰一君） 行政改革についてのご質問にお答えさせていただきます。

行政改革実施計画の現在の進捗状況でございますが、75項目中、未実施がゼロ項目、着手が16項目、実

施済みが59項目、実施率にいたしまして78.7％となってございます。行政改革は平成18年度から平成22年

度までの５カ年となっておりますので、先ほど言われたように今年度末で終了いたします。そのため、今

年度末までに実施に向けて努力してまいりたいと考えているところでございます。

ご質問の今年度中の実施が不可能と思われる項目でございますが、現在のところ４項目について実施が

難しいと思われる項目がございます。その項目でございますが、防犯灯の球切れ交換、給食センター民間

委託の検討、弔電の廃止の検討、広告入りコミュニティ掲示板の作成でございます。

初めに、防犯灯の球切れ交換についてでございますが、こちらの事業は電球の球切れについて地元住民

の方々に交換をお願いできないかと考えて項目に上げておりますが、防犯灯が電柱の高所に取りつけてあ

ること、電球の交換には十分な装備、つまり漏電防止の装備を整えたりした上で取りかえを行うことが必

要であると指導を受けております。また、球切れだけでなく、防犯灯の中にある安定器などの機器が故障

しているときには、専門の資格を持った方でなければ修繕することができません。このように、危険であ

るし、道具もないこと、さらには資格を持った人でないと対応ができないこともあることから、避けたほ

うがよい、外したほうがよい趣旨から実施不可能と区分させていただいております。

次に、給食センター民間委託の検討についてでございますが、民間委託が現状では難しいと伺っており

ます。

次に、弔電の廃止の検討でございますが、総務課内で廃止に向けた検討を行っておりますが、亡くなら

れたご遺族に対して町からの誠意を示すことの必要性や土地柄などを考慮した上で引き続き実施していく

ことが望ましいと考えております。

次に、広告入りコミュニティ掲示板の作成でございますが、掲示板の設置は、長町コミュニティ協議

会が作成し、地元行政区で管理いただいております。このような状況から、町の所有物でないコミュニテ

ィ掲示板に広告を掲載し、町が広告料をいただくことは難しいのではないかと考えております。

なお、現在着手の事業、16事業のうち実施不可能と見込んでおります５事業、これにつきましては、給

食センター民間委託の検討が２カ所に位置づけられておりますので、５事業となっておりますが、それを

除いた11事業の現在の取り組みの状況でございます。１つ目の審議会、委員会等の公開の実施につきまし

ては、現在公開基準を策定いたしましたので、法令に基づき、公開できる会議等につきましては公開して

まいりたいと考えております。

２つ目の行政評価システムの評価研究につきましては、現在各市町村の導入状況を調査しております。

近隣においては、秩父市と横瀬町で行われております。これらを踏まえて、22年度が行革最後の年であり

ますので、導入に向け検討し、総合振興計画の見直しまでには導入したいと考えております。
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３つ目の一部事務組合の要請につきましては、一過性のものではなく、継続的に進めていかなくてはな

らない事柄でありますので、各種一部事務組合等の会議において現在も引き続き負担金の見直しの要望を

進めているところでございます。

４つ目の町特別会計への繰出金についてでありますが、こちらについても一過性のことではなく、継続

的に進めていかなくてはならない事柄でありますので、今後とも繰出金の抑制に努めてまいります。

５つ目の町勢要覧の見直しについてでございますが、担当において作成しない方向で検討しているとこ

ろでございます。

６つ目の刊行物販売促進につきましては、現在教育委員会において「持田鹿之助日記 第８集」を１冊

500円で販売してございますが、現時点で完売していない状況でございます。そのため、引き続き販売し

ていくものでございます。

７つ目の公共施設等の有料広告掲示等についての検討についてでございますが、ホームページのバナー

広告などについて、今年度中の実施に向け検討しているところでございます。

８つ目の各種団体の事務移管の統一基準の策定でございますが、こちらについては、役場内においてさ

まざまな団体の事務局を持っております統一基準の策定に向け、検討を開始しております。

９つ目の職員提案制度の充実につきましては、現在も随時で職員の提案制度を実施しております。今後

もよりよい制度を充実させるために、現在においても調査研究を行っているところでございます。

10個目の目標による管理するシステムの研究と11個目の勤務評定自己申告制度の充実につきましては、

来年度実施に向けて研究しているところでございます。

以上でございます。

〇議長（齊藤 實君） ２番、村田正弘君。

〇２番（村田正弘君） いろいろ、幾つもご丁寧なお答えをいただいてありがとうございました。

それで、最初に言われた４項目、これはどうも不可能ではないかということなのですけれども、防犯灯

の球切れ交換については、特殊な技術というか資格、その云々ということを言っておりましたが、２つ目

に言われた給食の民間委託というお話がありましたけれども、これも何でだめなのか、その辺をよく研究

してお答えをいただくと非常にいいのです。

それから、弔電の廃止ということですが、これは人の生き死にで、一生に１回しかないことだから、お

金もそんなにかからないでしょうから、やめるのもどうかなと思うのですが、一番、差し当たり、これか

ら、今、政権がかわって子ども手当の振り方が変わってきて、給食にお金が回ってくるのかなということ

、 、も推測はされるわけですが 民間委託ということをやればそれなりに民間の人の働くところができるとか

町の人が働くとは決まっていないでしょうけれども、そこら辺はなぜできないのだということをよく勉強

してもらって、我々にも教えていただいて、ぜひ、この４つできませんよということを１つでも減らすと

いうこと、それを何とか考えていただけないのかなというふうに思います。

それから、ほかに数多くのことをおっしゃっていましたけれども、その辺は可能なことかなというふう

なことで、それで、これはぜひご努力をお願いしたいというふうに思いますが、あえて再質問で申し上げ

る、給食の民間委託ということを検討してどうなのかということをご説明ください。

〇議長（齊藤 實君） 教育次長。

〇教育次長（大澤珠子君） それでは、村田議員の再質問にお答え申し上げます。

給食センターの民間委託、なぜできないのかということでございますが、当初予算の際に説明させてい
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ただいたと思うのですが、業務の民間委託につきましては、すべてを委託することを視野に入れ、一部の

委託をしておりました。しかしながら、昨年度問題になりました偽装請負問題にその雇用形態が抵触する

というご指摘を受けまして、そこで一部委託をしていたものを中止せざるを得ない経緯に至りました。そ

れは、繰り返し申し上げますが、全部委託するか、直接雇用に切りかえてしまうかの選択に迫られたわけ

です。もちろん直接雇用のほうに選択したわけですけれども、民間委託の場合には一気にすべてを委託し

ないと実現できない、実現のためには現状いる町職で採用しております職員の対応問題をクリアしなけれ

ばならないという壁が一つございます。他市町の事例では職場の異動等で対応しているということも伺っ

ておりますが、当町におきましては技術職での職場が限られていることから、かなり難しい状況になって

いるということです。

ただ、平成15年から私も教育委員会に着任しましたが、その当時から、給食センターにおきましては、

施設整備の面では大変充実してまいりましたので、委託する条件は、業務委託をできる条件は整えつつ、

今後も大きな意味での民間委託を視野に入れた検討は続けていきたいのですが、少なからずも今年度にそ

れが実現できるということは不可能でございます。そういうことでございます。

以上でございます。

〇議長（齊藤 實君） ２番、村田正弘君。

〇２番（村田正弘君） 今聞いていますと、答弁の中で人の話が出てきました。人の話が出てくると、一回

雇った人を、町の職員として雇った人をやめてもらうわけにはいきませんという、この制度が邪魔してい

るというふうにも聞き取れます。ですから、その人たちが要するに、先ほどお話があった、一つの一部事

務組合の出し金の話がちょろっとありましたけれども、こいつと同じで、将来その人が定年になってから

もらうであろう年金、こういうものに関係してくるわけです。それで、その人に、例えば委託をしたとき

に民間の人に人を引き取ってもらってというだけでは解決できないというようなニュアンスが聞こえてく

るわけです。

ですから、この辺を、それは法的にできないということでしょうけれども、それの中には町でやってお

る退職金の上積みとか、そういうことはやっているわけですから、制度はまるっきりないわけではないの

で、その辺のことをよくお考え願えれば、ただし、ランニングコストがどっちがどうなのだという計算は

してもらわないとだめですけれども、民間委託したら逆に高くなったなんて話だとこれは困るのですが、

、 、 、そこら辺をもう一回 そのお考えが どういうふうに振ったらいいのかということをお考えなのかどうか

これは教育委員会より町のトップであります町長の考え方を伺います。よろしくお願いします。

〇議長（齊藤 實君） 町長。

〇町長（大澤芳夫君） お答えいたします。

今、学校給食の職員は３名いるというふうに伺っておりまして、非常によく頑張ってやっていただいて

おりまして、食の安心、安全を守るということから考えますと、食材を含め衛生問題等々についても頑張

ってやっていただいて、ある意味では子供の安心が保てていけるというふうな安心感を私たちは持ってい

るわけでございます。そういうことから考えまして、先ほど次長が答弁されましたように、しばらくの間

これを様子を見ながら、民間委託をした場合の損益についても当然考えていかなければいけない、先ほど

議員がおっしゃったもろもろの問題についても私たちも考えているわけでございまして、総合的に結論を

出すということにつきましてはもうしばらく時間をいただきたいというふうに思っておりますので、よろ

しくお願い申し上げます。
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〇議長（齊藤 實君） ２番、村田正弘君。

〇２番（村田正弘君） わかりました。いずれにしても、残り少ない時間ですので、ほかの項目についてご

努力を願いたいというふうに思います。よろしくお願いします。

次に、教育内容の変更と教育委員会の関係について教育長にお伺いをいたします。今、新聞等による報

道によりますと、小中学校の教育の時間がふえるというふうなことが言われています。そんな中で、時間

数がふえてきて、今までの土曜日は休みだよということをやっていますと、それをどこで吸収するのかと

いうふうな問題が一つあると思います。

それから２つ目には、教育委員会と教育長の役割というか、教育長さんは教育委員の中から出ていると

いうことでございまして、教育長というのはまた別建てにいると。ですから、どっちがどうという言い方

はおかしいのですけれども、教育委員会が上で、教育長さんはその中の事務方かなという解釈でいいのか

どうか。何か聞くところによりますと、項目によっては教育長さんの判断ではできないものもあるという

ようなことをお聞きいたしました。その辺のことをご説明願いたいと思います。よろしくお願いします。

〇議長（齊藤 實君） 教育長。

〇教育長（新井祐一君） ただいまの村田議員さんのご質問にお答えいたします。

小中学校の教育内容が変更になるというお話でございますが、実は平成18年に教育基本法が改正されま

した。それに伴いまして関連法案が改正されまして、平成20年の３月に学習指導要領というのが改正にな

りました。新学習指導要領という言い方をする場合もあるのですけれども、その中で授業時数がふえると

いうことになっております。

小学校で申しますと、平成20年度、以前の学習指導要領でいいますと、４年生から６年生までは945時

間、１、２年生は、１年生が782、２年生が840、３年生が910というふうに基準があったわけですけれど

も、これがふえます。１、２年生は、各種、毎週の授業時数にして２こま、２時間ふえるということにな

ります。３年生から６年生までは１こまふえます。現在、６年生ですと、１週間で27こまの授業をしてい

たわけですけれども、21年度から少しずつふえておりまして、22年度、今年度は28こまの既に変更になっ

ております。ですから、授業時数が現実にふえております。中学校につきましては、24年度からの実施に

なりますので、24年度から中学生は28こまから29こまにこま数をふやさないと規定の授業時数が確保でき

ないという状況になっております。ですから、小学校では既に、３、４、５、６年生につきましては１こ

ま増、そして来年度、さらに１、２年生は１こま増、その次の24年度で中学生が１こま増というふうに順

次増加する方向になっております。

そのこま数をふやすのは、中学生でいいますと今28こま、つまり５日間の授業で毎日６時間やりますと

30こまとれるわけですが、５時間の日が２日間ございます。その２日間のうちの１つを６時間にして29こ

まというふうに予定をしております。小学校のほうも既に28こまということは、今まで週３日、５時間の

授業があったのが週２日、５時間というふうな形で既に実施されております。これが授業時数の変更にか

かわるものでございます。これに関連しまして、東京都教育委員会のほうで意見、通達が出ましたので、

その辺もお耳に入っているのかなというふうに思います。

それから、２つ目の教育委員会と教育長と教育委員長と、この辺が非常に混乱してわかりにくい部分が

あるのですが、こんなふうにお考えいただければというふうに思います。教育委員会というのは、５名の

教育委員から成る合議制の組織でございます。その５名の中に教育委員長がおります。そして、教育長も

教育委員の中の１名で、教育委員長を除いた中から教育長が選ばれております。教育委員長が教育委員会
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を主宰して、さまざまな会議を開いたり決定事項等をしていただいております。そういった教育委員会で

決定したことを受けて、その実務を担当するのが教育長でございます。ですから、教育委員会の決定を受

けて、その仕事をさせてもらっていますのが教育長というふうにご理解いただければというふうに思いま

すが、よろしくお願いいたします。

以上でございます。

〇議長（齊藤 實君） ２番、村田正弘君。

〇２番（村田正弘君） 再質問いたします。

ただいま聞きまして、１週間に１時間ぐらいふえていってというふうなお話で、何とか解決できるので

はないかというようなニュアンスのお答えがありましたけれども、これは時間数の話であって、内容が相

。 、当変わってくるのだというふうに聞き及んでいるわけです 例えば円周率は３でいいのが3.14になるとか

あるいは台形の面積の求め方はやるのだとかやらないのだとか、分数の割り算はいいだとかなんとか、い

ろいろなことがあるわけですけれども、やはりそういう基本的な教育をきちんとやっていかないと、これ

から将来、日本が何で生計を立てていくのかということを考えるときに、日本は持っている資源がほとん

ど皆無に近いというのは皆さんご承知のとおりだと思います。そうすると、日本、１億人の人間が何人に

少なくなるかはわかりませんが、日本国の存続をさせるためには、頭で物を考え、知恵で飯を食うという

、 。 、ふうな考え方がないと これからこの国が大変になるのではないかというふうに私は思います しからば

教育というのは非常に基本的なことをやって覚えて、それが実践に使えるようにするということが非常に

。 、 。大切だというふうに私は思っています ですから あえてこういう質問をさせていただいているわけです

過日、学校の校長先生と話をさせていただく機会があって、ちょっと話をしましたら、中学校の校長先

生だったですけれども、非常に中学校は今落ちついて、みんな成績も非常によろしいというふうなことを

おっしゃっておりましたが、いいときには問題がないわけですけれども、そのいいときをいかに持続させ

て将来につなげていくか、あるいは、学校だけ出るのがいいわけではないですけれども、いかに高等学校

あるいは大学に行って知恵を学び、知恵というか、知識を習得して、そして知恵も加えて、将来の、国全

体の話というか、ひいては町がよくなる話になるわけです。高額の所得者が出てくるとか、あるいは国会

議員の先生が出るとか、そういう立派な方がいろいろ生まれてくるためには一番最初は教育であるという

ことですから、そこら辺の考え方から伺っているわけなので、中学の今非常に生徒が落ちついている、よ

ろしい、こういうことをいかに継続させていくかということのお考えは、教育長に伺うよりは教育委員会

の委員長に聞いたほうがいいかもしれませんけれども、委員長は本日はおりませんので、教育長に伺って

おきたいと思います。よろしくお願いします。

〇議長（齊藤 實君） 教育長。

〇教育長（新井祐一君） 再質問にお答えしたいと思いますが、つかみどころがなかなか難しいところなの

ですけれども、ただいま議員さんのほうからも現在の中学校の状態がいいというお話をしていただきまし

た。子供たちの生活ぶりを見ていきますと、非常に地域の方々に支えられながら、多くのボランティアの

方たち等に、やはりそういった働きかけも大きな原因もあろうかとは思うのですけれども、子供たちの生

活の様子、非常に落ちついて、あいさつはよくできるという話をあちこちでしていただきます。私の同級

、 、 、生も時々話しすることがあるのですけれども よそへ行っても こちらがすればしてくれるのだけれども

長の子は違うよねという話をしてくれました。自分からあいさつをしてくれるのだという話をして、非

常に感心しておりました。それも、今までの長い積み重ねの中でそういった成果が上がってきたのではな
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いかなというふうに考えております。

いいときこそ、やはり校長が考えているのは、いいときに何をやっておこうかという、いいと気があれ

ば必ずその裏返しのことも予想しながら、そこに備えて子供たちを指導していく、そういったものが必要

だろうというふうに考えております。その点は今でも校長とも時々話をしておりますけれども、今何をや

っておこうか、次に何を備えようか、先を見ながら、中学校のほうでも子供たちに目標を与えながら指導

しております。

今、中学校の様子の中で、多分皆さんには目にとまらないわけなのですけれども、すばらしいなと思う

ことが１つありますので、紹介したいと思います。火曜日の朝に全校朝会を中学校はやっております。全

校朝会のときに集合するのに、大体の学校ですと、チャイムが鳴ってからばらばら入ってくる生徒が必ず

いるものです。あるいは、集まってもおしゃべりがやまないというのが多いのが実情です。ところが、長

中は、集合時間の前に既に生徒が全部集まって、黙ってきちんと座って開始を待っている、待っていら

れるというのでしょうか、そういう状態になっております。これは一つの学校生活のバロメーターになる

かと思うのですけれども、そういった状態がとれるということは、非常に全体が落ちついていて、当然成

果も上がっているというふうに考えております。ですから、こういった状態を長く続けながら、町の人た

ちにも愛される中学生、そして実力も備えた中学生であってほしいな、そんなことをいつも願っておりま

す。現在の長中学校の教育体制、非常に充実しておりますので、これがさらに発展することを期待しな

がら支援していきたいな、そういうふうに考えております。

〇議長（齊藤 實君） ２番、村田正弘君。

〇２番（村田正弘君） 今教育長からいろいろお答えがありましたけれども、非常に今落ちついておって、

よそと比較すると非常にいいというふうなお話でありました。非常に結構なことだと思います。

それで、今、要するに教育はどうなっていくのよというお話の中で、親の所得によって子供の教育レベ

。 、ルが変わっていくということがよく言われています 親の所得が多い人は立派な教育を受けられるのだが

親の所得の少ない人はちょっと立派な教育というか、なかなか受けにくいというような状態になっている

のが昨今だと思います。そこら辺で、長町として、奨学金とかそういうものを、多少あるわけですけれ

ども、この辺の充実ということのお考えは町長お持ちなのでしょうか、お答えを願います。

〇議長（齊藤 實君） 町長。

〇町長（大澤芳夫君） 今、非常に所得の格差というのが大きくなったというお話の中の教育に問題が波及

するのではないかということだと思いますが、まさにそのとおりだと思います。町のほうも非常に一時大

変な財政状況の中で、奨学金のことにつきましても減額をしてまいりました。これは最低の線にまで落ち

込んでいるなというふうに思っておりまして、まだ具体的なそのことについて相談を教育委員会と申し上

げているわけではございませんが、これ以上下げることはできない、下げることができなければそのまま

でいいのかというご指摘だと思います。重く受けとめさせていただいて、来年度に向けて、その辺につい

て増額はできるかどうか。

先ほどだれかの人の、渡辺さんか、のときに、耐震の工事がうまくいけば来年度末あたりで終わりにな

るだろうと、そういう思いを持って、財政的にも基金の残高が多少ふえつつあります。私は一番心配した

のは、学校の耐震と大規模改修が終わったときに基金がほとんど１億円ぐらいしかないだろうと、そうい

う思いを持って緊張してきたわけでございますが、その逆になっている、５億円を超えるような状況が目

前に迫っておりまして、そういうことから考えますと、やはり人の教育につきまして、やはり基本的な考
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え方の方向転換というのは大切なことだろうと、今ご指摘のとおりだというふうに私も考えておりますの

で、これは来年度に向けての一つの検討課題として、金額をどういうふうにしたらいいのか、それからそ

の対象になる人間、それから必要と思われる人たちの応募に対してどういうふうにこたえるかということ

について真剣に検討してまいりたいと考えております。教育委員会が主体でございますが、私たちからも

いろんな意見を言わせていただいて結論を出していきたいというふうに考えているところでございます。

〇議長（齊藤 實君） ２番、村田正弘君。

〇２番（村田正弘君） 前向きなお答えをいただいてありがとうございました。ぜひ、お金は有効に使って

やらないとかわいそうなのです。ただ銀行に預けておいて貯金だけしておいたのではかわいそうなので、

お金が有効にうれしい顔で働けるようにご努力を願いたいと思います。

３番目に移ります。３番目は、先ほど来観光協会の云々というふうなお話を聞いてきましたけれども、

観光案内所が今あるわけです。平成22年度予算に観光案内所というか、観光協会の事務所の建設費用が計

上されていますが、建設の規模、いつごろやっていつできるのか、それからまた現在の案内所をどう活用

するのか、この２点を地域整備観光課長に伺います。

〇議長（齊藤 實君） 地域整備観光課長。

〇地域整備観光課長（中畝健一君） それでは、村田議員のご質問にお答えします。

本年度建設を予定しております観光案内所につきましては、去る５月26日に建築設計業務委託の指名競

争入札が執行され、６月１日に業務に係る委託契約の締結がなされたところです。設計に要する期間は、

８月末までの３カ月を見込んでおります。このため、詳細な設計についてはまだ始まっていない段階にあ

ります。今後、現場の状況等により若干の見直しが予想されますが、埼玉県観光資源魅力アップ事業補助

金申請時における予定規模は、木造２階建て、１階が約20坪、２階が約10坪で申請を行っております。参

考までに申し上げますと、現在の観光案内所は木造平家建て、延べ面積が約８坪でございます。

次に、現在の観光案内所についてのご質問ですが、地権者であります秩父鉄道と協議した結果、秩父鉄

道より、長駅前広場を有効的に活用を図りたいとの観点から、更地にして返してほしい旨の回答をいた

だいております。建物は、施設の移築や取り壊した後の資材の保管などが考えられます。これらは解体に

係る費用がかさむことなどが予想されることから、町といたしましては現在の観光案内所は取り壊すこと

を予定しております。

以上でございます。

〇議長（齊藤 實君） ２番、村田正弘君。

〇２番（村田正弘君） 大きさとかこれからの予定についてはまだはっきりしないということですが、大き

さはこのくらいということはわかりました。

、 、現在の案内所は取り壊してというお話ですが 古いものをどこかへ持っていってまたつくるというのは

経費的には大した差はないと思いますけれども、ああいったものを、そんなに大きなものではないですか

ら、よく町の中で文化展とかそういうものがあるときに、そういう展示場には狭いといえば狭いのですけ

れども、そういうところに何か使えないかと。例えば新井家住宅のあるところあたりなんかは、あのくら

いなものを持っていっても、そんなに狭くなってしまって困るというふうなことでもないですから、そう

いったものを有効活用するお考えはあるのかないのか、再度お聞きをしておきます。

〇議長（齊藤 實君） 参事。

〇参事（平 健司君） 村田議員の質問にお答えをさせていただきます。
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今までは、旧案内所の活用につきましては、取り壊しにお金もかかりますし、あれを欲しいなんていう

話も事前に来たものですから、そういう方向でしか検討しなかったのですけれども、今村田議員が新井家

の近辺に展示場だとか、そのほか町として利用できるようなことが、いわゆる有効利用できるのではない

かというようなお話がありましたので、ぜひ町のほうで検討させていただきます。検討した結果が、それ

が使えるようであればぜひ利用したいなと今考えているところです。

以上でございます。

〇議長（齊藤 實君） ２番、村田正弘君。

〇２番（村田正弘君） 今参事から前向きなお考えということでございますので、ぜひ、確かに一回分解し

、 、てどこかへ持っていくというのは大変は大変なのですけれども あれは大きさが余り大きくないですから

そっくり持っていって、そっくりぽんと置くという簡単な考えが割合成り立ちやすいはずです。トラック

に乗っかるぐらいの大きさですから、上がちょっと高くなるかもしれませんけれども、それだけはちょっ

と所管庁にお願いをすれば許可は出るわけですから、高さの制限は出ますから、横幅の制限はなかなか出

ないのですけれども、高さ制限は出ますから、上に障害物がなければ通れるということになっていますの

で、何か、余りお金をかけないで、どこかに持っていって有効活用するということをぜひ、長町に要す

るに展示場というのは割合ないのです。ですから、ギャラリーがあるのは町の中の、役場の１階にありま

すけれども、あのくらいなので、やっぱりその辺はお考えをいただいて、そうして、文化展、結構開かれ

ているわけですけれども、そういうものの展示場あるいはいろんなことに使える展示場所を確保されれば

非常にいいと思います。そんなことを希望いたしまして、これは町長に結論は求めませんが、参事は助役

さんですから、それなりのお考えが立派な方ですから、ぜひ実行されることを祈念をいたしまして、私の

質問は終わります。ありがとうございました。

〇議長（齊藤 實君） 次に、大島瑠美子君の質問を許します。

〇３番（大島瑠美子君） それでは、スポーツ振興について教育長にお伺いいたします。

スポーツは、体力向上や健康維持、メタボリック対策などに効果があり、児童の基礎体力の低下を防止

するなど、その必要性は大きなものがあります。長町はスポーツ振興宣言の町として社会体育や青少年

スポーツの推進に取り組んでいますが、体育協会や各種のスポーツ団体への支援を充実させ、さらに町の

スポーツ振興を図るべきと考えますが、いかがか伺います。よろしくお願いします。

〇議長（齊藤 實君） 教育長。

〇教育長（新井祐一君） ただいまのスポーツ振興についての質問にお答えします。

ただいま議員のほうからお話をしていただきましたように、本当にスポーツの大切さというのは私も実

感をしているところでありますし、また町のいろいろなスポーツ団体等、総会やら大会やら参加させてい

ただきまして、それぞれのスポーツの大会等の様子等をいつも見させてもらっておりますし、各団体の役

員さんですとか指導者の方ですとか、非常に毎日毎日苦労して努力してもらっているという、そういうこ

とに対していつも感謝をしているところでございます。スポーツの振興を図って、町民の健康維持、それ

から体力向上あるいは生涯学習の場として、町民の活動の充実面からも重要な事項というふうに考えてお

ります。
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しかし、町が取り組んできました行財政改革の中で、いわゆる団体への補助金の交付、これが見直され

まして、一律に減額対象、減額をしてまいったところでございます。現在は、体育協会への補助が年間で

130万円、スポーツ少年団への補助が年間で18万5,000円というふうに、多分もうこれ以上は減額が無理と

いうことを、ここ何年かこの状態が続いているのではないかなというふうに思います。こういった中なの

ですけれども、現在、教育委員会のほうは、特に学校の耐震補強問題、大規模改修等、そちらのほうの非

常に大きな予算がかかる事業に取り組んでおりまして、そちらのほうが最優先という形で優先的に取り組

んでおります。そんな中で、社会教育施設あるいは社会教育面での充実というのも今後の課題かなという

ふうに考えております。予算的な余裕ができてまいりましたら、こういったことについてはやはり考えて

いきたいというふうに考えておりますが、現在のところ、予算的にすぐすぐというわけにはいかないわけ

ですが、今後の課題として取り組んでいきたいというふうに考えております。そういった点でご理解いた

だければというふうに思いますが、よろしくお願いいたします。

〇議長（齊藤 實君） ３番、大島瑠美子君。

〇３番（大島瑠美子君） 随分前向きではないような答弁だったのですけれども、耐震とか一番、すぐに人

間のほうにかかわる問題だから、事業中のこともありますしということで、そちらに重点を置かれている

ということはよくわかります。

しかし、子供たちの遊びが今、屋外からの、いろいろ、駆けっことか鬼ごっこから室内でのテレビゲー

ムが主流となっている、体力を使ったり、それから体を動かす機会が減少しているのが現状です。そのた

、 、 、め 児童の基礎体力の低下などの問題が生じてきておりますけれども それがスポーツすることによって

持久力とか瞬発力とか機敏性は日ごろからの鍛練とか練習のたまものであるかとも思います。それの主に

なってもらっていただいているのが長町のスポーツ少年団の指導者の方と、それから入っている人たち

なのですけれども、そのスポーツ少年団に入っている方たちが小中学校合わせて658名中198名ということ

で、約33％の方がスポ少に入っています。それで、できましたら、スポ少の、こういう議会の場で言った

、 、 、 、 、 、りとか あと それからパンフレットに書くとかといいますと あれ スポ少 こういうのもあるのだね

うちの子も入れてみようかなということで、せめて、50％までもいかなくても、10ポイントぐらいはすぐ

に上がるかと思います。そして、ですから、そのことについて、パンフレットをつくったり、それからあ

とは広報に載せたり、小中学校へ頼んでスポ少もありますよというようなことも、言ったり紙に書くこと

でしたら大したお金はかからないと思いますので、そのことについてお伺いいたします。

それから、１番議員の関口議員が言いましたように、スポーツ少年団の補助金が21年度は少なかったと

いうのですけれども、要するに、何かの手違いで補助金が少なくなったということは、それでそれで置き

まして、要するに少年団に補助金が少なくなったということです。悪く言えば、町がスポ少の人たちに対

して滞納しているわけです。だから、滞納、滞りなくすぐに支払うのがいいかとも思いますので、22年度

分に払いますという教育次長の答弁がありましたけれども、その答弁を、22年度にその分のお金、200円

の分を払って、そのほか遅滞している前年度分につきましては、９月の補正でも何でもいいではないです

か、それにすぐに計上してもらって、そちらのほうに支払うべきと考えております。老人クラブ連合会の

補助金と、それからスポーツ少年団の補助金、比較とかなんとかということは、老人クラブのほうにつき

ましては、この長町の、一生懸命、戦後の人たちが長町を守ってきてくださったわけですから、これ

はこれでいいと思うのですけれども、スポ少はこれから長町を背負っていく人たちのことですので、ぜ

ひ、事務上のミスはミスとしても、すぐに補助金を払って、そしてやってほしいなということであります
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ので、そのことについてお伺いいたします。

〇議長（齊藤 實君） 教育長。

（ ） 、〇教育長 新井祐一君 ただいまのスポ少の21年度の団員数掛ける200円という件でございますけれども

今年度分の町からスポーツ少年団に対する補助金の支給、交付が多分６月ぐらいになるだろうと思うので

すけれども、それが出ましたらば、昨年度、21年度分については支給をしたいというような形で前回の総

会のところでご了解をいただいているかなというふうに聞いております。したがいまして、22年度分につ

きましては例年どおり年度末にお支払いという形になろうかというふうに思いますので、そういった点で

ご了解いただければというふうに思います。

それから、先ほど議員さんでスポーツ少年団の所属の数の関係ですけれども、中学生を含めた人数でさ

っきお話をしていらっしゃいましたけれども、中学生はスポ少のほうには多分入ってないのではないかと

思いますので、小学生だけですと、現在426名の小学生でございます。そのうちの198名が昨年度団体に所

属していたということでございまして、半数いかないのですけれども、50％になかなか近いぐらいの人数

が入っておりますし、それから、これは長町のスポ少ですけれども、長町以外のスポ少に入っている

子供たちもいらっしゃいますので、その数を含めますと200名を超える、半数を超えるぐらいの小学生が

スポ少の活動に参加しているというふうに考えられるかなというふうに思っております。

以上でございます。

〇議長（齊藤 實君） ３番、大島瑠美子君。

〇３番（大島瑠美子君） では、くどいようですけれども、予算は、22年度の予算書を見ますと、スポーツ

少年団補助金というのが18万5,000円、それを、だから、今月末にお支払いをするということですね、そ

の200円の分の。そうすると、そこからそれがなくなってしまいましたのは、それで14万とか何かになる

わけでしょう。また、だから、補正か何かとらなくては払えないということになりますよね。違います。

今、教育長と私のあれかな、食い違いではなくて。ですから、そういうふうだと思うのですけれども、ぜ

ひそういうふうに、予算でも何でもどんどん、必要なものは予算をとるということでして、なるべく、そ

れで、いつでも年度末、補助金というのは年度末が当然かとも思いますけれども、スポーツというのは秋

が主流がすごく多いので、その前あたりに、８月末あたりにそのお金は、補助金を出してもらって、あと

は実績報告を出してもらえばいいではないですか。そういうふうなシステムに変えたらいかがかと思いま

すけれども、また、済みません、くどいようですけれども、再度お願いいたします。

〇議長（齊藤 實君） 教育長。

〇教育長（新井祐一君） 今年度のスポ少の総会に、私、出席をさせていただきました。その中で、21年度

の決算、それから22年度の予算と審議をしていただきまして、先ほどお話の形で処理をするということを

スポ少の総会の場にいて伺ってきたところでございます。21年度の団員数分のお金につきましては、今年

度の町からの補助金が出ましたらばお支払いをしますという形でお話をしておりました。22年度分につき

ましては例年どおりという話をしておりましたけれども、今お話しのように、また体協のほうへ、本部長

のほうへ、こういう意見がございましたけれどもという形でお伝えはしておきたいと思います。本部長の

ほうでまた対処してまいるかなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。

〇議長（齊藤 實君） ３番、大島瑠美子君。

（ ） 、 、 。〇３番 大島瑠美子君 ぜひ 教育長さんが責任を持って その件についてはよろしくお願いいたします

以上で終わります。
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〇議長（齊藤 實君） 暫時休憩いたします。

休憩 午後２時１６分

再開 午後２時３０分

〇議長（齊藤 實君） 休憩前に引き続き会議を開きます。

〇議長（齊藤 實君） 次に、８番、梅村務君の質問を許します。

８番、梅村務君。

（ ） 、 。〇８番 梅村 務君 最初に 19年度に計画を立てた第４次長町総合振興計画について質問いたします

町では、まちづくりの基本指針となる第４次総合振興計画を平成19年度に策定し、まちづくりを進めて

いますが、前期基本計画の実現見通しについて伺います。よろしくお願いいたします。

〇議長（齊藤 實君） 町長。

〇町長（大澤芳夫君） お答えいたします。

総合振興計画の前期基本計画の実現見通しについてというご質問でございますが、総合振興計画で方向

づけられました施策を効果的かつ具体的に実行するために短期計画として実施計画を策定しているところ

でございます。実施計画は、町の財政状況を勘案しながら、毎年度ローリング方式により改定をしており

ます。

前期基本計画の施策体系のうち、今年度までに事業を行うか予算化された主な内容は、心豊かな人をは

ぐくむまちづくりとして、教育環境の充実のための小中学校の耐震化、大規模改修や太陽光発電施設の整

備、子供たちの食の安全のための給食センターの設備の充実、幼稚園、保育園で実施する国際理解教育費

の補助、快適な環境と安心して暮らせるまちづくりでは、定住人口の増加を図るため、若者定住促進対策

宅地分譲、危機管理対策のための防災行政無線デジタル化、地球温暖化対策のための住宅用太陽光発電シ

ステム設置費補助、金石水管橋の塗りかえ、消防車両の整備、町内７部中の６部の消防車両を新車といた

しました。

健康で生きがいのあるまちづくりでは、子どもと高齢者の世代間の交流を推進するため、長町世代間

交流支援センターの整備、子育て環境の充実ためのたけのこ保育園、高砂保育園の改修費補助及び子供医

療費対象者の中学校卒業まで拡大、保健づくりの拠点としての保健センターの施設改修、活力ある産業を

育てるまちづくりでは、花による観光客誘致のための花の里、四季の丘の整備、観光客受け入れ態勢の充

実のための観光案内所公衆トイレ等の整備や観光協会の法人化など、前期基本計画の着実な実現のため多

。 、 。くの事業を実施してまいりました 今後も 住民のニーズに即したさまざまな事業を実施してまいります

また、前期基本計画は平成23年度までの計画でありますので、後期基本計画の策定に当たりましては、

住民アンケートやインターネット等を活用し、多くの住民の方々からご意見をいただき、計画に反映した

いと考えているところでございます。

以上でございます。



- 52 -

〇議長（齊藤 實君） ８番、梅村務君。

〇８番（梅村 務君） 私はこの質問をしたのは、今すごく羅列して、早口で羅列されたので、半分ぐらい

しか頭に入っていないのですけれども、これを全部知るためには恐らく数時間という時間がかかるだろう

と思います。

ピックアップ的にひとつ質問したいと思います。１番議員あるいは10番議員とリンクする、いわゆるダ

、 。 、ブるところもあるかと思いますけれども ご容赦をお願いしたいと思います 私はこの質問を出したのは

町長の施政方針の中にこの文言が出ているのです。第４次総合計画、行政大綱、２番議員のシリーズでや

っている改革大綱、実施計画等というふうな文言が入っているわけです。それで、今５年間の施政方針を

ずっと読んでみたのですけれども、22年度に初めてその言葉が入っている、あれっと思って質問を出した

わけですけれども、それは前置きとして。

それで、今、政権がこれだけかわって、まさに政変といいますか、民主党の新しい内閣もできたようで

ありますけれども、何かもう既につまずいているような感じがいたします。発足して１日目につまずいて

いるという感じで。きょう、昼休みに行ってこれをプリントアウトしてきました。これは余談ですから、

ちょっと聞いておいてください。それは施策の中で必要なものですから。蓮舫さんと川端文科大臣、これ

の事務所疑惑が出てきたと、これは昼に今プリントアウトしてきたのですから、間違いないと思います。

自民党が追及するようであります。

それは余談といたしまして、今、町長がいろんなことについて、確かにこういうふうな施策をやってま

いりましたということを言われたのですけれども、幾つかをピックアップしてひとつ質問をしたいと思い

ます。まず、これは何回も私が質問していることでございますけれども、先ほど10番議員も話ししました

ように職員の問題であります。私がもう数回、そのことで質問したときに、町長は常に、常にですよ、き

ょう、10番議員、渡辺さんに答弁したようなことを、もっと何か職員に対してのネガティブな考え方で私

には答弁しているのです。このことについてはまた後ほどということであれいたしますけれども、その資

質の問題で、もうどうにもならないよというふうに私は聞こえてしまうのです。非常に苦労している、ど

。 。 、うにもならないよというような感じを受けてしまう 私はそれではだめだと思うのです なぜかというと

町長が先頭に立って、参事がこういう教育をしますということをはっきり言っているのです。だから、研

修会にしても何にしても、八木橋に行っているということで、前回も３月のときも質問させていただいた

のですが、八木橋へ行くことが本当に研修になるのですかということを聞いているわけです。そういうも

のが何か改良されていないのです、ここ数年。何か、前年踏襲、前年踏襲というような形ですべてが終わ

っている。そうではなくて、もっと斬新的なことができないか、もっとこれを、知能というものをかき立

てるような研修方法はないのか、まずそれが１つ。

それと、今、観光協会のことを言っても、３人から質問がありましたけれども、来年で一応補助金につ

いては終わるわけです、500万弱ですけれども。そういうものが来年終わったときにどうなるのか、それ

に対して収入が見込めるのか。独自の事業をやって、何かいろいろやっていますね、商工会とタイアップ

しながら。それが経営していくための、例えば会館を建てる、今度はランニングコストも随分かかるわけ

です、今の案内所とは違って。そういうものまで全部含めてそういう予測は立っているのか、あるいは３

年間で本当に打ち切るという約束を予算審議のときに、去年ですか、確かに打ち切りますとはっきり何か

答弁したような記憶はあるのですけれども。

そのときに、それと今、国の政策として確かに観光振興、観光振興ということを言っています、これは
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県もそうでしょうけれども。そういう中で、その観光振興のために補助金が出るからつくるのだという感

覚、あるいは大盤振る舞いをしますよ。何だかんだと１億いってしまうのですよ、下手すると、委託金も

含めるけれども、町から出る金が。だから、そういうものが、ではその補助金が国の施策が終わったとき

にどうなるのかということ、またもとのようにぽしゃんとなるのか。そうすると、それをやっていけるか

どうかというところに立ち向かうだけの財政的ないわゆる何か根拠があるのかどうかということです。

私、ずっと長い間、ここに書いてありますけれども、総合計画の中に、観光業者の意識改革をしなくて

はいかんということを、先ほども出ましたね。そういう中で、本当に、では長町の人たちは観光で立町

できるのか。これは、なぜ私がこれを言いますということは、前回のときに町長ははっきり観光立町とい

う、初めて使ったのです。私は聞いていないのです。初めて観光立町という言葉を使った。それで、その

観光立町ということについて、では長町は観光立町で行政が成り立つのかということになるわけです。

立町というのは、それで食べていきますよということなのです、立町というのは。立つという意味ですか

ら、町が。だから、そういうことで、それは観光、規模が小さいですから、これはやむを得ない。やむを

得ないけれども、それに対して町がどのような施策を講じるかということがまず１つ。

それと、先ほど出ましたけれども、適切な人事管理ということもこれはうたっています、適正な定員管

理 定員管理はこの後でちょっと ２番目の質問でちょっと出ますけれども 定員管理というのは 今88人。 、 。 、

、 。 、 。 、 、 、ですか 先ほどの話ですと そうすると 90人から２名しか減っていない それで 確かに 分限という

よく言葉は私も使うのですけれども、そういうことによってどうしても整理ができない、職員の。それは

もうやむを得ないと思います、今の法規制の中では。だから、そうではなくて、私は何回でも言っている

言葉は、65人体制でやる体制を整えてしまってほしいのです。何回も言っています、これは。それで、そ

。 、 。こに余った人たちがいます その人たちを有効に使う方法というのを考えたことがあるかどうか 町長は

65人体制でできますから、間違いなく。私はできると思います。町長も多分そう考えていると思います。

それでなかったら、そういう言葉は出ないわけですから。まず、その３点についてひとつ町長の答弁をお

願いします。

〇議長（齊藤 實君） 町長。

〇町長（大澤芳夫君） 質問の要旨がよくわかりかねておりまして、３点といっても実は十ぐらいの質問が

あるように感じます。私がちょっとメモしたことだけをお答えして、また足りなかったところは補足をし

たいと思います。

職員の資質の問題につきましては、もうずっと前から言っているように、大きなばらつきがあるという

問題がありまして、これは指導すればどうにかなるという前提で議員はおっしゃっているのだと思います

が、指導してもどうにもならない職員がいるということも事実であります。これはもう、それを、だから

、 。あきらめるというわけにはいかない その苦しみというのをおわかりいただければありがたいと思います

でも、それを解雇するということができないというのが非常に苦しい、これは本当のことを言って、こん

なことは言いたくありません。しかし、事実ですから、これはご理解をいただくしかない、そういう思い

を持ってあえて申し上げさせていただきます。

それから、観光振興というのは観光立町なのだということもそうであります。しかし、長町は観光が

主体であるということを含めた観光立町ということを私は申し上げているわけで、それだけで食べていこ

うということを考えているわけではない。非常に厳しい小泉内閣の構造改革路線によりまして、交付税が

減額になったという事実があります。そのとき、一番少ないときはたしか７億8,000万円ぐらいまで下が
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った。そのときに何を対応したかというのは、私は職員に非常にご迷惑をかけたなというふうに今思って

おりますが、職員の調整手当を全額カットしたり、それから管理職手当をカットしたり、固定費を減らす

ことを考えました。それは結果的には間違っていませんでしたが、職員に大きな痛手を負わせたことは事

実であります。しかし、これはいずれの時期にか、職員にお返しをしなければいけない時期が必ず来ると

いうふうに思っています。先ほども質問の中でお答えしましたように、町の基金も今年度末で多分５億円

を超えるような状況になるだろうということが予測をされるわけでありまして、そういう中で、私は遅ま

きながらそういう体制をしっかりやっていかなければいけない。

65人ということは、私は就任した日に、65人でやらなければこの町は大変なのだよというのは、固定費

を減らそうという大きな意味を持って申し上げたつもりでございます。しかし、現在88人、私は就任した

ときに調べたら104人の職員がいました。それを88まで減らしたわけでありますが、減らすことはいいと

いう考えではありません。しかし、人件費は非常に高いという、先ほど申し上げましたようなことがあり

ますから、できればもう少し、80を割る状況をやっていけるかということを今真剣に考えておりますが、

先ほど申し上げましたような資質のばらつきによりまして非常に難しい状況に直面をしております。１年

で異動したとか、いろんなご指摘をいただきましたが、それもこれも喜んでやったわけではありません。

やむを得ず配置がえをしたという事実は、議員の方、たしか、町のほうに大きくご指導いただいている方

たちから見ればご理解をいただいた上の発言だろうなというふうに私は思います。そういう中で、職員の

資質を高めるということにつきましては、非常に大きな努力、そして実らないような努力を重ねていかざ

るを得ない、非常に苦しい状況であることもご理解いただけるのではないか、そんな思いを持ちました。

それから、違った職員の育て方があるのではないか、八木橋に２週間出せばそれでいいということを私

たちも考えているわけではありません。ある程度の年数がたちましたし、人づくり広域連合の私も議員を

やらせていただいておりまして、そういう中でのいろんなご意見があります。そういうことを踏まえた上

で、これからもこの先どういうふうにしたらいいかということは真剣に考えていきます。ただ、八木橋へ

、 、 、行くということは 八木橋の中で２週間 その仕事をしたことだけがプラスになるということではなくて

大勢の人と接触をすること、それからいろんな意見を聞くこと、そして民間の会社の基本的な働く姿勢、

、 、そういうものを見ていただく そしてその上で友達ができるということが大きな将来の資産になるだろう

そういう思いを持って八木橋には出しておりますが、これも検討する時期に来たというお話でございます

ので、それも私たちも検討していきたいというふうに考えております。

それから、緊急雇用の問題だというふうに思いますが、これも民主党の政権がいつまで続くかによって

、 、 、非常に変わってくると思いますので 今ここでとやかく言うべきではないと思いますが いずれにしても

国でそういう制度がある以上は、私たちはそれを積極的に使っていきたいというふうに考えているところ

であります。

いずれにしても、学校の耐震、大規模改修にいたしましても、早く手を挙げるところが勝ちということ

があります。ソーラーパネルの問題も、村田議員からご指摘がありましたが、補助金が出るので、補助金

をもらうために手を挙げた、それが学校の、例えば子どもの、将来の地球温暖化やＣＯ の削減にプラス２

になるということのテーマを身をもって、そして自分の校舎の上につけて、地球の温暖化のためにこうい

うことをやるのだよ、ＣＯ の削減のためにこういう施設があるのだよということを見ていただくだけで２

も大きな効果があるのではないか。先ほど中学の生徒が非常に落ちついた生活をしているというお話を聞

き、うれしく思いました。それも、一つの例としては、新井淑則さんという全盲の先生がおいでいただい
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て、その先生の後ろ姿を見て子供が感ずるものがあるというふうになるのではないかという私は思いを持

って、間違っていなかったな、そういう思いを持ちます。

いずれにしても、いい方向にいくのはなかなか難しい、悪い方向にいくのはすぐそういうふうになる。

ある中学のＰＴＡの方の話を聞きましたら、中学生でたばこを吸う子供がいっぱいいると、困ったものだ

という話を聞かされました。それも秩父郡の中での学校であります。非常に危機的な状況だというお話を

聞きましたが、おかげさまで長町はそういう状況にないという話を今教育長から聞き、安したところ

であります。そういう状況を勘案して、私たちも町の振興計画もこれからしっかり考えていく、ある意味

では底をついて３年という私は思いを持っておりまして、このことについてはこれから大きなステップア

ップをする、第一歩が踏み出せるような状況になりつつあるということだけはご理解をいただきたいとい

うふうに思います。

〇議長（齊藤 實君） ８番、梅村務君。

〇８番（梅村 務君） 今の答弁ですと、職員の資質についてはもうどうにもならないというふうに私は感

じ取ったのですが。

なおかつ、これからもよりいい職員にしていくために、さっき斬新的な教育方法はないかと言ったので

すけれども、私ごとでまことに申しわけないのですが、私の仕事、機械のセッティングというのがあるの

です。それで、もう今からですと十数年前に、皆野の中学生だったのですが、登校拒否をして、それで行

かなくなってしまった。当然、夜学にも通信教育も受ける気はない。その親戚の人が、ちょっと使ってく

れないかということで来たのです。普通、仕事を覚えるのに、人によりけりですけれども、二、三年かか

るのです、本当にマスターするには。半年でできる人もいるし、１年かかる人もいるし、それから教えて

。 、 、 、 、 、もだめな人はいる ところが その子供は 中学を卒業したばかりの子は セットさせたのです 教えて

うちの若い衆が。そうしたら、いきなり来て、その機械をセットしてしまったのです。それで、機械が回

るのです。ということは、その人たちが優秀で不登校していたのか、全く勉強が嫌いで不登校していたの

かということについては聞いてもみなかった。だけれども、実際問題としてそういう事実は聞いているわ

けなのです。不登校、ずっと３学期なんかはほとんど行かなかったというような、それで卒業して、それ

でうちへ来たわけですけれども。そういう、これは無理だろうなと思ったけれども、では毎日働いてみな

さいよというので、預けたのです、若い衆に。そうしたら、１日で、それで品物ができるのです。

だから、私が斬新的な教育の仕方、例えば町長がじかに徹底した教育者の立場に立ってやってみたら、

私は、もっとポジティブに物を考えてもらって、どうも、もうだめだ、だめだとネガティブに考えるので

、 、 、 。はなくて そういうふうなあれが 私は以前にポテンシャルという言葉があった 潜在能力というやつで

結構持っているのです、みんな。それもだめだというふうな、結論づけてしまうとすればもうほとんどお

しまいです。だから、その辺もひとつ、ちょっと考えてもらいたい。

それと、さっきから町長も答弁の中で言って、質問の中でも、行政改革大綱。これは、我々、その当時

いただいたのです、この冊子を。それで、こういうのは職員には全部渡るのですか。総務課長にちょっと

お聞きしたいと思います。渡るのか、渡らないのかということで。それで、いや、そんなことないよとい

うふうな否定されることを私は望んでいるのですけれども、もしくは全部渡っていて、全部、新人から何

から、新しく入ってきた人から何からこういうものを読んで、一丸となって、いわゆる職員、今、協働と

いう言葉もあったので、出しますけれども、協働という言葉はそういうふうなことを言っているわけです

から。こういうものを読んで、それでこれに取り組んでいるのかどうか。今２番議員が、どのぐらい達成
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したのか、あるいは実施に入ったのかということを、全部ここにありますけれども、これが果たして、そ

ういう人たちはこれを持って読んで、職員が一丸となってやっているのかどうか、まずそれをひとつお聞

きしたいと思います。

それと、観光協会の話ですけれども、やはり町長が、飯は食えなくてもいいのだよ、観光地として長

という一つのブランドの名前というのは大事にすること、これはいいと思います。確かに必要ですよ、我

がふるさとであるし、確かにこれは非常に貴重な資源ですから、いいのですけれども、一番最初に私が十

数年前に質問の中で聞いたときに、皆さんも含めて税収の80％は勤めている方の税収ですよと、法人税は

別として、そういうふうな話が答弁の中にあったのです。課長さん、だれだったか、ちょっと記憶があり

ませんけれども。

そういう中で、例えば、例えばです、草津といいますと温泉地ですよね、すごい観光地ですよね。あそ

こは不交付団体です、交付税は。それで、あれだけの温泉街で固定資産税がいっぱい入ってきますよね。

塩原という町があって、今合併してしまったのですけれども、西那須何とか市になった、よくわかりませ

、 、 、 、 。んが そういう 塩原町と言っていた ちょうど長と人口が同じぐらいです 8,000ちょっとですから

それで、やっぱり温泉地で、税収が大体30億近いのです。それで、一般会計予算が50億ぐらいいっている

のです。それが本当の観光立町という、私はそういうふうに考えている。別に、知名度の問題もある。

確かに、私ごとで申しわけないのですけれども、うちにもこの間、４月の初めから１週間で４つ電話が

かかってきました。電話を間違えるのです。同じ人が２回かけてきた例もあります。桜はどうですかとい

うふうな話なのです。307と370の違いなのです。必ず年間五、六回はかかってきます、季節になると、秋

口になるとまたかかってくる。それはいいのですけれども、確かにそれだけ有名なのだから、そういうも

のは当然大事にしなくてはいけない。それと今、ジオパークの問題も出ていますから、これは秩父市が中

心になってやっているのでしょうけれども、長はまさにその宝庫ですから、地質学の。そういうものを

十分利用して、それで名実ともに観光立町ということでやっていただきたいと思います。これからも、予

算は、だからふんだんにつけてもらいたいのです。問題が起きると思います、これから後、来年、再来年

には。そのときに、やはり、ふんだんというふうなわけにはいきませんけれども、まあまあ経営が成り立

つぐらいの補助金をつけてほしいと私は今ここで望んでおります。

それで、今、総務課長でも結構です。これの問題についてちょっと答弁してください。

〇議長（齊藤 實君） 町長。

（ ） 、 。〇町長 大澤芳夫君 お答えいたしますが ちょっと早口言葉でよくわからない部分がいっぱいあります

観光立町というお言葉、私もそのとおりだと思うし、ただ、今それができているというふうに思ってい

るわけではありません。観光立町を目指して頑張ろうということ、その大きなテーマの一つとしている、

例えば臘梅一つで観光客が15万、20万人と来るという、そういうありがたい地域であるということ、それ

から県造林の45町歩を伐採して植栽ができるようになったということ、こういうことも将来に向けての大

きなテーマであり、これをやっていく、そのために、例えば45町歩の植栽については、町のほうは基本的

にはお金は一切、一銭も自分たちの、町の税金の皆さんの税金を使っておりません。そういうことを考え

ますと、非常にやり方としてはタイムリーだったなというような思いを持っておりますが、これから先、

頑張ってきれいな山をつくり、大勢の観光客においでいただく、それが人が来ていただくことが大きな第

一歩ということになるのではないかというふうに、長期的な観点に立ってやっていかなければいけない。

それから、先ほどご指摘ありましたように、80％は一般の住民の人たちの税金で町政が賄われていると



- 57 -

いう、事実であります。私が就任したとき、住民税が埼玉県でずっとびりでした、73％という徴収率。そ

れが、国体が終わってから、19年度までもずっとびりでありましたが、20年度、21年度になってびりから

10番目ということになりました。そのとき、県のほうで表彰をいただき、私も表彰状をいただくために知

事公館にお邪魔いたしました。そのとき、一言みんな、各受賞された人がコメントをという話があったの

で、実は職員に、ずっとびりなのだから、ブービーをねらおうと言ったら、どんと10番上がったと、ここ

まで来たらトップをねらいますという話をしたことがあります。そういうようなことがあって、やはり住

民の方の大きな血税によって町が賄われている、その徴収が思うままにならなかったという事実もありま

すので、それもここへ来て90％を超えるような状況になります。そういうことの積み重ね、地味な積み重

ねが町の基本的な財政の基盤の確立につながっていくのではないかというふうに私は確信をしております

ので、これからもこのことについてはしっかりやっていきたいと。そして、地味ではありますが、観光地

が派手にやっていけるというのは財政的な裏づけがあって初めてですから、その状況になるまでは地味に

こつこつと観光客の誘致をしていく、それが臘梅の林の造林であり、45町歩の県造林の植栽であると、そ

んなことを考えております。

この間も、県土整備事務所の職員が長町の岩畳をきれいにしようということでおいでをいただき、活

。 、 、 。動していただきました そういうふうに 各地区の人 公務員も含めて町のためにお力をいただいている

夏になると、荒川の水難事故を守るために県警の秩父警察署の山岳救助隊の人たちが毎日長に詰めてい

、 、 、ただく そういうようなことがあって事故が未然に防げるということ それから交通死亡事故が1,450日

埼玉県で２番目の長期にわたって死亡事故ゼロが続いております。これは越生に続いて２番目であります

が、そういう状況でありまして、事故がないということは本当に町にとってはありがたいこと、これも自

分たちの力だけでできるものではない、大勢のお客様たちが安心、安全のまちづくりに協力していただい

ているということを考えますと、しっかりした基本的なベースの観光地長をこれからも一歩一歩踏み締

めながらやっていくということが私たちの責任だというふうに考えておるところであります。

〇議長（齊藤 實君） 総務課長。

〇総務課長（大澤彰一君） 梅村議員のご質問にお答えいたします。

行革大綱は全員に渡っているのかどうかというご質問でございますが、行革大綱、当初は各課に１部ず

つ出して、そこで回覧等をしていると思います。また、年数回の実施計画の進捗状況を紹介しております

が、そのときにもほとんどの方が見ていると思います。それと、グループウエアに載せてありますし、新

採の者に対しましては１冊ずついっております。現物が全員に渡っているかどうかということははっきり

わかりませんが、目にしているとは思います。

以上でございます。

〇議長（齊藤 實君） ８番、梅村務君。

〇８番（梅村 務君） 今の、この大綱が、なぜ私はこんな質問をしたかというと、全員に渡っているべき

ものだと私は考えていたのです。これは予算の都合、いわゆる逼迫している予算の中でこれだけのものが

印刷できないとすれば話は別です。そうでなければ、全員に渡して、全員がこれを読む、相当ページが多

いのです。数十ページあるのです。そうすると、これを回覧で回したという事実もないだろうし、きょう

は私が読みました、あさってはあなたが見ましたということも多分追跡していない、把握していないと思

うのです。

なぜかというと、これはインターネットで出すのです。そうすると、これを開くと見当たりませんと出
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てきたのです。このページが。この大綱、目録にはあるのです、町のあれに。見当たりません、そこで。

何だ、どういうわけだ。聞いたら、いわゆる19年から見当たらない、18年度から見当たらないのか、途中

でそうなったのかはわかりません。担当者に聞かないと、多分。それで、担当者に言って、とにかくすぐ

開くように、わかるようにしてくれと言ったら、すぐ、朝10時ごろはそれが開けました。ということは、

これを見ない限りはインターネットでは見ていないということなのです、職員も全部。いや、私は見てい

、 。 、 、ましたとなると その時期から後にそういう事件が起きたということですよね だから そういうことで

私は質問したのは、なぜかというと、そういう、住民協働とさっきも言ったように、一丸となって行財政

の改革に取り組もうよという姿勢がここで疑われるわけです。だから、そういうことで言ったので、もし

くは私の言っていることが間違っていれば構いませんが、反省材料としてひとつ頭に皆さん置いておいて

ください。

それでは、次に移ります。よろしいですか、議長。

〇議長（齊藤 實君） ２番にいってください。

〇８番（梅村 務君） ２番……

〔 ちょっと待って、課長がちょっと答弁」と言う人あり〕「

〇議長（齊藤 實君） ２番、お願いします。

〇８番（梅村 務君） いいのですよね。議長さんがお許しをいただいたので。

２番、今一生懸命やっているちちぶ定住自立圏形成協定について。去年の９月に６項目締結して、もう

動き出しているわけでありますけれども、それが、３つについてちょっとお聞きしたいのですが、救急医

療体制の充実、秩父圏域における水道事業、これは町長、いろいろ骨を折ってもらった情報でありますけ

れども、運営の見直し及び人材育成等、この３項目について進捗状況をお願いいたします。

〇議長（齊藤 實君） 総務課長。

〇総務課長（大澤彰一君） 先ほどの関係の、ちょっと職員全員が見ていないのではないかというお話でご

ざいましたが、職員の中で見られるグループウエアというところにそれが載っておりますので、ご了解い

ただければと思います。

それでは、ちちぶ定住自立圏の関係のご質問にお答えさせていただきます。ちちぶ定住自立圏形成協定

の進捗状況についてのご質問にお答えさせていただきます。初めに、救急医療体制の充実及びリハビリテ

ーションの確立につきましては、平成22年、23年度に共生ビジョンで定めている事業について、特別交付

税枠を最大限に活用して重点的に支援を行う予定となっております。今議会で補正予算といたしまして、

救急輪番補助割り増し、救急車の機能向上、初期救急の充実等の実施に向けて秩父広域市町村圏組合への

負担金2,000万円を計上させていただいております。なお、定住自立圏等民間投資促進交付金が、救急医

、 、 、療体制の維持のため秩父病院 皆野病院へ 回復期リハビリテーション体制の整備のため秩父生協病院へ

それぞれ国から県を通じて交付される予定となっております。

次に、水道事業の運営の見直しにつきましては、水道法第５条の２に基づき広域的水道整備計画を策定

するために、１市４町の首長が県知事に対して連名で要請する文書の手続を進めているとのことでござい

ます。また、今後は埼玉県と連携して広域的な水道整備計画を協議していくと聞いております。

、 、 。 、最後に 人材の育成等につきましては 専門家の招聘と研究会を開催しております 専門家の招聘では

医療、公共交通、観光分野で、それぞれの分野の専門家にワーキンググループの職員への助言などを行っ

ております。先日、５月31日に議員合同研修会が開催され、皆さんにも参加していただいていると伺って
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おりますが、秩父市、高橋参事から定住自立圏の基礎知識の説明及び地域医療の専門家である城西大学の

伊関先生から「地域医療再生への処方せん」と題して講演をいただきました。また、昨年も開催いたしま

した明日の秩父を語る会を７月24日に観光をテーマに開催する予定となっております。今後も、地域の課

題について合同で研修会を開催して問題意識を共有してまいりたいと考えております。

以上でございます。

〇議長（齊藤 實君） ８番、梅村務君。

〇８番（梅村 務君） この前、秩父のいわゆる勉強会がありまして、議員のあれで行ってきたのですけれ

ども、ちょっと最後までいられなかったので、この冊子をもらってきました。今のことは全部これに書い

てあります。

それで、ひとつお聞きしたいのは、私は全く個人的なことばかりでは申しわけないのですけれども、十

数年、小鹿野病院にかかっているのです。今の小鹿野病院の医療体制が非常に悪い。常勤の先生が５人、

それで入院患者は百数十人入院できる病床があるのです。でも、それだけのことで、ですから、午前中し

か診察していないのです、受け付けも。それで、では週に１回しか来ない先生もいるから、そうすると、

その先生にかかりますと、１週休みがありますよというと半月行けないのです。それで、違う先生にかか

ると全く違う診断をする、診断というか、指導、それはもう常に、あそこは目まぐるしいほど医者がかわ

るので、常に経験したの、十数年。それで、こういうふうな自立圏構想の中でこういうものを取り上げた

ということは私は非常にいいと思う。非常に小鹿野の住民の方々は心配もしていますし、多いわけですか

ら、確かに、結構、医療、あれもそろっているのです。それで、健康診断やドックなんかは結構あそこへ

行く人は多いですね、長の人たちも。そういう体制の中で、非常に医療体制が悪い。

ということで、私の希望というか、これからの医療体制、秩父谷の医療体制をどうしたらいいかなとい

うことを考えるときに、秩父市立はまたまた違うのです。入院数はそんなに変わらないのです。それで、

いわゆる先生が来ないということなのです。よく町長が医療のチベットだという言葉を使う。余りチベッ

トでも困るのですけれども、医療のチベットだという言葉を使いますけれども、ずっとこれをほうってお

くわけには確かにいかないと思うのです、秩父の医療に対して。

それで、今度の定住自立圏の問題でとりあえず１億2,500万という金を出す、それとあと病院もすぐに

補助金が出るということでございますが、重点的にその地区の医療体制を整えるというような話というの

は首長の会議の中で出ませんでしたか。秩父病院が影森につくるという話は聞きましたけれども、確かに

あそこでは狭過ぎて大変ですよね、神社の裏では。だから、そういう中で、困っている病院、とにかく救

急が、今第１もやめてしまったのですよね。４つですよね、市立と町立と皆野と秩父病院。そうすると、

どうしてもこれだけの広い範囲の中で、人口が少ないにしてもなかなか対応できないというのが現実だろ

うと思います。それについて、自立圏の携わっている職員というのはどういう方なのか、まずそれを１つ

聞かせてください。

それと、首長としてそういう会議はいっぱい持つと思うのです。そういう中で、そういうふうな話とい

うのは非常に大事なことではないかなと思うのです。いや、では、おれのところよりも向こうが先では不

公平ではないかというけれども、そういう一つの連携的な、地域の連携というものがやっぱりとれていな

、 、 。いといろんな不都合が生まれてくるというふうに私は考えるのですが 町長 どんなふうな考えでしょう

〇議長（齊藤 實君） 町長。

〇町長（大澤芳夫君） 最初にご質問のときに答弁をしているものの繰り返しになると思いますが、秩父広
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域市町村圏組合で負担金の各町村2,000万円と秩父市が3,500万円だったと思いますが、それを医療の充実

のために各医療機関に出すと、その中心的なものが秩父病院と皆野病院、それから小鹿野病院と秩父市立

病院ということになって、２次救急輪番制の病院を充実したいということが主なテーマで、それは結論が

出ました。そういうようなことで、町も今度補正で、1,800万円は総務省からの定住自立圏構想の中の補

助金としていただいた金を出して、あとの200万円足りないところを各町村から持ち出してくださいとい

うことでご提案をしている項目がございますので、ご承認いただければ、この２億8,200万円、秩父市、

秩父病院などはもっと多額の助成が出るということで計画を立ててございまして、これは命がけだけれど

も、事業仕分けによって大幅に切られたという事実があるそうでありまして、しかし、命がけで、金仙寺

原といいますか、そこに病院をつくると、平家の大きな病院で、ヘリポートも設置できるような病院をつ

くって、秩父地域の救急医療体制を充実したいという話がありました。

この間、皆野病院に行って山下院長とお話を聞きましたら、ヘリコプター、ヘリコプター、救急医療の

、 、 、ヘリコプターの話が盛んに出るけれども 秩父の場合 ヘリコプターよりも救急車で行ったほうが早いと

医者がいないということから考えると、スタッフを１人とられるということは非常に大きな問題になるの

で、できれば、救急車で行っても30分で行ってしまうということなので、その辺がこれからの問題点にな

るだろうというご指摘をいただきました。これは久喜、秩父の市長も一緒にお話を聞きましたので、また

参考にさせていただきますというお話であります。しかし、救急ヘリの問題は秩父を中心に考えられたこ

とでございますから、これはこのまま引き続いていっていただくということが前提だろうというふうに考

えているところであります。

いずれにしても、秩父地域、先ほど申し上げましたような言葉が出てくるような状況で、医者の定着率

が非常に低いということであります。長町が、実は皆野病院の誘致のときにいろんな問題がありました

が、皆野病院ができて、長の人たちもかなり皆野病院の恩恵に浴しているということがありますので、

これからもそういうことについてはしっかりやっていかなければいけないと思っています。

それから、小鹿野病院が壊滅的な状況だというのは、首長の交代によっていろんな問題が解決しないこ

とが大きな問題点でありまして、うちのほうから、医新会という病院がありまして、その院長先生を私が

お願いして、小鹿野病院に１日半、診療に協力をしていただいておりましたが、３月いっぱいで向こうを

おやめになってこちらへ戻ったと。そういう事実もありまして、医者の過疎化というのか、そういうのが

非常に進んで大変な状況になって、２次救急輪番から辞退、撤退をせざるを得ないということになって、

小鹿野の病院は、ご質問した梅村議員がよくご存じだと思いますが、そういう状況の中にあって、小鹿野

。 、 、 、病院の再生は非常に難しいということを私たちもお話を聞いております ですから 私たちも 皆野病院

それから市立病院等々につきましてはしっかりした援助ができるように、厳しい財政状況の中でも救急輪

番制の指定病院については応援をしたいというのが今度の補正で組ませていただいた2,000万円というこ

とになります。町の持ち出しは200万円であります。そんなことがありまして、いずれにしても、医療と

いうのは命の源泉でございますから、これをおろそかにすることは避けていかなければいけない、そうい

うふうに考えて皆さんのお力をおかりしたいと思います。

〇議長（齊藤 實君） ８番、梅村務君。

〇８番（梅村 務君） いずれにしても、秩父地域全体で医療体制を整えるということがまず第一だろうと

思います。

それとあと、水道のことでちょっとお聞きしたいのですが、上水道の整備という一つの項目があるので
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すけれども、総合振興計画の中で。水道料金の格差の是正、水の安定供給、それから給水区域外の対策、

この３つが上げられているのですけれども、今これに対してはどの程度のあれを、例えば水道料金の格差

是正、これは前と変わっていないですよね。私が水道議員をやったとき、そんなに高くないのです、水道

料金そのものは、埼玉県でいくと高いけれども。

それが１つと、水の安定供給、これは水利権の問題を、一応返上してしまったので、今はこれ、希釈水

の問題も出ていますから、それで間に合うのかどうか、それも１つ、秩父からももらっているし。

それと、給水区域外ということは、過疎地に対する給水の問題だろうと思うので、先ほどでいくと植平

のほうも50世帯をもう割ったという参事の説明ですから、どんどん、どんどん過疎化になっていくという

ことになると、こういうところに対してもなかなか難しいのではないかと思うのですけれども、この対策

はどうでしょうか。

それと、保健課長に、浅見課長にちょっとお伺いしたいのですが、この間のあれの中に小鹿野町の保健

と福祉のまちづくりという項目が出ているのです。皆野町の地域ケア体制ということも出ているのです。

読まれた方はいますか。行った方でないと、これをもらってこないから読めないですね。それで、いわゆ

る小鹿野町は確かに随分前からそういうあれに取り組んでいるのです、私は十何年行っているわけですか

ら、取り組んでいて、まちづくりで健康にあれしましょうということはやっているのです。それと、大き

な病院が長にはないから、それはできないのでしょうけれども、全くボランティアで、住民が病院の案

内をしたりやっているのです、人手が足りないものですから。そういう中でやっているのですけれども、

介護事業で職員の直営でやっているケアマネジャーなんかも６人もいるということ。それとあと皆野町、

80人職員の中で７名が保健師、うち健康づくり担当５名というふうなこともあって、こういう例が載って

いるのですけれども、大きな病院がないから、横瀬と長はこれに載せなかったのか、載らなかったのか

わかりませんけれども、こういう問題についてはどのような対応をしているのか、ちょっと浅見課長にお

願いいたします。

それと、はっきり申し上げまして、町長がよく話をするのですが、政治の中にこういうものを持ってき

てしまうと大変なのですよね、はっきり言って。首長がかわったからどうのこうのという問題よりも、や

っぱりそういうものを持ってきてしまうという住民の資質もあるでしょう、確かに。だけれども、我々は

それには関係ないわけですから、もう長い間行っていて。そういう一つの被害者になるという可能性があ

。 、 、 、 、 。 、るわけですよね だから 一番大事なことは 関口院長 やめていないですよね まだ やっていますね

。 、 。 、 、 、整形で この間 かかってきたばかりなのです それで やっていただいたのですが 張り切っています

すごく、診察でも何でも。すごく張り切ってやってもらっています。それで、そういうふうなものが行政

の中に入ってきてしまうといろんな問題が起きてくる。全く、そういう医療体制というものが、フラット

な気持ちでみんなが向かっていければいいのでしょうけれども、なかなかそれが難しい、それが話題にも

なるし。しかし、それでは困るのだよね。そういうものというのはやはりこれからどんどん排除していく

ような、それはやっぱり首長さんの力というのは一番大事なわけでありますから、それをひとつ心がけて

いただきたいと思います。よろしくお願いします。

〇議長（齊藤 實君） 健康福祉課長。

〇健康福祉課長（浅見初子君） 梅村議員さんのご質問にお答えさせていただきます。

地域ケア体制ということで、小鹿野町さん、それから皆野町さんも力を入れているということですけれ

ども、小鹿野町さんは本当に昔から医療の面、特に地域医療については本当に力を入れていただいている
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と聞いております。長町も、具体的に体制をどうのということにはしておりませんけれども、同じよう

なことはやらせていただいてあります。ただ、きょう、ちょっと、そのとき会議にも私も出させていただ

いたのですけれども、ちょっとその会議の資料を持ってきていないのですが、長町でもケアマネは、今

保健師のほうにも積極的に取ってもらって、今保健師５人中４人が取得しております。実際にケアマネと

して勤務しているのは１名です。包括のほうに配属になっている職員がやっております。ケアマネの資格

だけでしたら、私とか、それから古川のほうもやっております。ですから、ケアマネは今長には６人い

る体制になります。そういう中で、いろんな地域の方々のケアに今当たらせていただいております。今、

主任ケアマネが古川がやっておりまして、保健師１名が地域包括のほうでいろいろなプランから何からや

らせていただいているのですけれども、保健師のほうも、それぞれ今直接部署にはついておりませんけれ

ども、ケアマネの資格を取るように指導しまして、資格を取ってもらっていますので、順次これから異動

などでそれぞれが経験して、それぞれが保健師業務をさらに手厚くというのですか、そういうふうにやっ

ていけるように今体制を考えているところです。

以上でございます。

〇議長（齊藤 實君） 町長。

〇町長（大澤芳夫君） それでは、先ほど私は梅村議員のご質問にお答えをしたことの繰り返しになります

が、水道事業の、これは総務課長が答えました。見直しにつきましては、水道法第５条の２に基づいて広

域的水道整備計画というのを策定するために、１市４町の首長が県知事に対して連名で要請をする手続を

準備しているところだという話に尽きるというふうに思います。

広域水道のことにつきましては、一番問題なのは、小鹿野の水道料金が一番安いということがありまし

て、やはりこれも前の関口さんが、８月の議会が終わった後、議会のほうにご了解をいただいて、私たち

も参加させていただきたいというお約束をいただきましたら、ああいう形になりまして、それがかなわな

かったという事実があって、そのまま今日まで来ているわけであります。小鹿野は一番安いということ。

ただ、広域的な水道をどういうふうにするかという問題の大きなテーマは、水道料金の問題も含めた水

道施設整備のリニューアルにあるというふうに考えています。非常にみんな古くなって、この水道を、例

えば地震があったらどうしようということを考えると、なるべく早く手をつけて、広域的な水道にして、

水源の一体化、それから安定した給水が可能になる。長町の場合は秩父市から年間１億円ぐらいの水を

いただいておりますが、希釈水の問題はまだ具体的に解決をしないで、250トンだけいただいているとい

う状況でございますので、これはとても問題解決の大きなテーマにはならないというふうに考えておりま

すので、しかし、あと500トンですか、500トンの水については非常に大きな価値があるという、5,000万

以上の年間での費用になりますから、大きなテーマになるというふうに考えて、引き続き県議を中心とし

て活動していただいているところであります。

以上でございます。

〇議長（齊藤 實君） 以上で通告のあった一般質問は全部終了いたしました。

これをもって町政に対する一般質問を終結いたします。

◇

◎町長提出議案の報告及び一括上程
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〇議長（齊藤 實君） 日程第４、町長提出議案の報告及び一括上程を行います。

今期定例議会に町長から提出された議案は、議案第16号から議案第26号までの11件でございます。

。 。議案はお手元にご配付してあるとおりでございます 個々の議案内容の報告は省略させていただきます

各議案に対する提案理由、その他の内容の説明等は、個々の議案が議題に供された際に求めることにい

たしますので、ご承知おきいただきたいと思います。

それでは、これより日程に従って議事に入ります。

◇

◎議案第１６号の説明、質疑、討論、採決

〇議長（齊藤 實君） 日程第５、議案第16号 専決処分の承認を求めることについて（長町税条例の一

部を改正する条例）を議題といたします。

提案理由の説明を町長に求めます。

町長。

〇町長（大澤芳夫君） それでは、提案理由を申し上げます。

議案第16号 専決処分の承認を求めることについて（長町税条例の一部を改正する条例）の提案理由

を申し上げます。

、 、地方税法等の一部を改正する法律が平成22年３月31日に公布され ４月１日から施行されたことに伴い

緊急に長町税条例を改正する必要が生じ、３月31日に長町税条例の一部を改正する条例を専決処分い

たしましたので、地方自治法第179条第３項の規定により、この案を提出するものであります。

よろしくご審議のほどお願いいたします。

〇議長（齊藤 實君） 議案の内容等について税務課長の説明を求めます。

税務課長。

〇税務課長（野原寿彦君） それでは、議案第16号 専決処分の承認を求めることについて（長町税条例

の一部を改正する条例）についてご説明申し上げます。

町長の提案理由の説明にありましたとおり、地方税法等の一部を改正する法律が３月31日に公布され、

４月１日から施行されました。これに伴い、緊急に長町税条例の一部を改正する必要が生じましたが、

議会にお諮りするいとまがございませんでしたので、長町税条例の一部を改正する条例を３月31日に専

決処分させていただき、同日、長町条例第５号として公布し、４月１日から施行しているものでござい

ます。今回の地方税法等の一部改正に伴い、町民税の扶養控除の見直しに係る措置、たばこ税の税率の見

直し等、所要の整備を図る必要があるため改正するものでございます。

それでは、専決処分いたしました長町税条例の一部を改正する条例についてご説明いたします。恐縮

でございますが、お手元にご配付してあります参考資料、平成22年度長町税条例新旧対照表で説明させ

ていただきたいと存じます。なお、見出し文はそれぞれ記載してありますので、省略させていただきます

ので、よろしくお願いいたします。

初めに、長町税条例資料、新旧対照表第１ページをごらんください。まず、第19条の改正でございま

、 、 、 。すが 地方税法の一部の改正に伴い 引用条項の移動が生じたため 規定の整備を行うものでございます

次に、２ページをごらんください。第31条第３項の改正でございますが、地方税法の一部改正に伴い、
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引用条項の移動が生じたため、規定の整備を行うものでございます。

、 。次の条文に入る前に 地方税法の改正による扶養控除の改正点について一部概要をご説明申し上げます

初めに、16歳未満の扶養親族に係る扶養親族控除33万円が廃止されます。これは、子ども手当の対象であ

ることから、所得控除から外されるものでございます。16歳以上19歳未満の特定扶養親族に係る扶養親族

分、扶養控除上乗せ分12万円を廃止し、一般扶養控除に移行されるもので、額は33万円となります。これ

については、高校無償化の対象となるものであることから、上乗せ分について廃止されるものでございま

す。改正は平成24年度分以後の個人住民税について適用されます。

以上のことを踏まえて、第36条の３の２でございますが、新たに追加された条文で、所得税の年少扶養

控除の廃止によって、所得税法上、年少扶養親族の情報を収集しないことになります。しかしながら、住

民税においては、非課税限度額の算定のため、引き続きこの扶養情報が必要なことから、情報収集に関す

る根拠を条例に規定することにより、現行の情報収集の仕組みを維持することとしたものでございます。

次に、３ページをごらんください。第36条の３の３でございますが、36条の３の２と同様に、扶養控除

の見直しに伴い、公的年金等支払報告書にその記載の事項及び様式の見直しなど所要の措置を行うもので

ございます。

次に、５ページをごらんください。第44条でございますが、昨年10月から年金所得の特別徴収が開始さ

れましたが、65歳未満の方は年金からの特別徴収に対応できず、普通徴収となりました。これを今回の改

正で、65歳未満で給与所得のある方は、給与所得に年金所得を合算し、特別徴収することができるものと

するものでございます。

次に、６ページをごらんください。第45条でございますが、特別徴収義務者の指定について定めたもの

でございます。第44条第４項が新たに追加されたため、第４項を前条第５項に改めるものでございます。

次に、第48条でございますが、地方税法の一部改正に伴う項の移動で、第６項については法人税法改正

に伴う項の移動でございます。

次の８ページ、第50条についても地方税法の一部改正に伴う規定の整備でございます。

次に、９ページをごらんください。第54条第６項の改正でございますが、地方自治法の一部を改正する

法律で地方開発事業団が廃止されるため、これを削除するものでございます。

次に、10ページをごらんください。第95条でございますが、町たばこ税の税率の変更でございまして、

、 。 、1,000本につき3,298円を4,618円と改めるもので 1,320円の引き上げとなります 参考に申し上げますと

国のたばこ税が1,000本につき3,552円から5,302円 1,750円の引き上げとなります 県たばこ税が1,074円、 。

から1,504円、430円の引き上げとなります。この改正は、平成22年10月１日から適用されます。

次に、附則でございますが、第15条の読みかえ規定の削除でございますが、農業協同組合等の現物出資

により設立される株式会社または合同会社が当該現物出資に伴い取得する不動産に係る不動産所得税の非

課税措置の廃止に伴う特別土地保有税に係る読みかえの規定の削除でございます。

次に、附則第16条の２でございますが、本則第95条に規定されております紙巻きたばこ旧３級品と同等

のものについては、当分の間、現行1,000本につき1,564円を2,190円、626円引き上げに改めるものでござ

います。

ここで、旧３級品とは、専売納付金制度下において３級品とされていた紙巻きたばこをいいます。旧３

級品紙巻きたばことは、エコー、わかば、しんせい、ゴールデンバット、バイオレット、ウルマの６銘柄

の紙巻きたばこでございます。
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次に、附則第19条の３でございますが、平成24年から上場株式の20％課税が本則課税になりますが、個

人の株式市場への参加を促進する観点から、これに合わせ、非課税口座内の小額上場株式等に係る配当所

得及び譲渡所得等の非課税措置が導入されます。この改正に伴い、株式譲渡に係る個人町民税の所得計算

の特例を定めたものでございます。

次に、11ページをごらんください。附則第20条の４でございますが、租税条約の実施に伴う所得税法、

法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の題名が改められたことに伴う規定の整備でございます。

次の13ページの附則第20条の５についても同様の改正でございます。

最後に、附則でございますが、第１条については、この条例の施行期日、適用区分を定めたもので、第

２条、町民税、第３条は固定資産税、第４条は町たばこ税に関する経過措置を定めたものでございます。

以上で説明を終わらせていただきます。よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願いいたします。

〇議長（齊藤 實君） これより本案に対する質疑に入ります。

10番、渡辺君。

〇10番（渡辺 君） 子ども手当は今、政権、鳩山内閣の中で決めたことなのですけれども、長町は、

新聞報道によりますと、既に６月８日、長町が支給というふうに報道されまして、それで、１人月１万

3,000円、６月と10月と２月の年３回支給されると、所得制限がないと、不要の場合は町に寄附してもい

いと、可能と書いてあります。

そこで、支給方法は銀行口座に受け取るということになっていますけれども、この問題でも、８日に支

給されたので、今どういう状況なのか。要するに、所得制限がないから、大金持ちの人は不要だという場

合は自治体に寄附するというような人もいるのではないかと思うのだけれども、どういうふうになってい

るか報告できますか。お願いします。

〇議長（齊藤 實君） 議案の中にないではない。

〇10番（渡辺 君） ないけれども、一応報告として、このあれに。

〇議長（齊藤 實君） 議案審議だからね。

〇10番（渡辺 君） だから、議案審議でも、この問題については……

〇議長（齊藤 實君） 議案審議なの。

〇10番（渡辺 君） いや、だから、わからなければわからないでいいです。

〇議長（齊藤 實君） では、それは取り消します。

ほかにございませんか。質疑はございませんか。

〔 なし」と言う人あり〕「

〇議長（齊藤 實君） これをもって質疑を終結いたします。

。 、 、 。お諮りいたします 本案は討論を省略し 直ちに採決いたしたいと思いますが ご異議ございませんか

〔 異議なし」と言う人あり〕「

〇議長（齊藤 實君） ご異議ないものと認めます。

よって、討論を省略し、これより議案第16号 専決処分の承認を求めることについて（長町税条例の

一部を改正する条例）を採決いたします。

本案を原案のとおり承認することにご異議ございませんか。

〔 異議なし」と言う人あり〕「

〇議長（齊藤 實君） ご異議ないものと認めます。
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よって、議案第16号は原案のとおり承認されました。

◇

◎議案第１７号の説明、質疑、討論、採決

〇議長（齊藤 實君） 日程第６、議案第17号 専決処分の承認を求めることについて（長町国民健康保

険税条例の一部を改正する条例）を議題といたします。

提案理由の説明を町長に求めます。

町長。

〇町長（大澤芳夫君） 議案第17号 専決処分の承認を求めることについて（長町国民健康保険税条例の

一部を改正する条例）の提案理由を申し上げます。

、 、地方税法等の一部を改正する法律が平成22年３月31日に公布され ４月１日から施行されたことに伴い

緊急に長町国民健康保険税条例を改正する必要が生じ、３月31日に長町国民健康保険税条例の一部を

改正する条例を専決処分いたしましたので、地方自治法第179条第３項の規定により、この案を提出する

ものであります。

よろしくご審議のほどお願いいたします。

〇議長（齊藤 實君） 議案の内容等について税務課長の説明を求めます。

税務課長。

〇税務課長（野原寿彦君） それでは、議案第17号 専決処分の承認を求めることについて（長町国民健

康保険税条例の一部を改正する条例）についてご説明申し上げます。

町長の提案理由の説明にありましたとおり、地方税法等の一部を改正する法律が３月31日に公布され、

４月１日から施行されました。これに伴い、緊急に長町国民健康保険税条例の一部を改正する必要が生

じましたが、議会にお諮りするいとまがございませんでしたので、長町国民健康保険税条例の一部を改

正する条例を３月31日に専決処分させていただき、同日、長町条例第６号として公布し、４月１日から

施行しているものでございます。

それでは、専決処分をいたしました長町国民健康保険税条例の一部を改正する条例についてご説明い

たします。恐縮でございますが、お手元にご配付してあります議案第17号の参考資料、長町国民健康保

険税条例新旧対照表で説明させていただきたいと存じます。長町国民健康保険税新旧対照表をごらんく

ださい。まず、１ページですが、第２条第２項の基礎課税額の改正でございますが、国民健康保険制度に

ついては、厳しい経済情勢が続く中、中低所得者に配慮し、国民健康保険税の賦課限度額の引き上げを行

うこととされたもので、医療分の賦課限度額について３万円上乗せし、47万円から50万円に改定するもの

でございます。

また同様に、３項におきまして、後期高齢者支援金等課税額に係る課税限度額について、現行の12万円

から13万円に改めるものでございます。

次に、第23条ですが、先ほど説明した課税限度額引き上げに伴う改正及び条文の整備でございます。

次に、２ページをごらんください。第１号及び第２号につきましては、地方税法の一部改正に伴い、規

定の整備でございますが、国民健康保険税の減額措置に係る基準について、応益割合に係る基準を廃止す

、 、 。る等 所要の措置を講ずることとしたため第２項が削除されたため 所要の整備を行うものでございます
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続きまして、第23条の２でございますが、新たにできた条文でございますが、国民健康保険の被保険者

が倒産や解雇等の理由により離職した雇用保険の受給資格者である場合などにおいて、所得割額の算定の

基礎となる総所得金額及び減額措置の判定の基準となる総所得金額を、これらの金額中、給与所得が含ま

れている場合には給与所得の金額をその金額の100分の30に相当する金額として計算した金額とする特例

措置を講ずることとしたものでございます。解雇等により急に職を失った者については、国民健康保険税

が前年の所得に基づき賦課されるため、負担が過重となる場合があることから、軽減期間については平成

22年４月１日以降について適用され、離職日の翌日に属する月から離職日の属する年度の翌年度末までの

間、前年の給与所得を100分の30として国民健康保険税を算定することにより負担軽減を図るものでござ

います。

続きまして、３ページをごらんください。第24条の２でございますが、第23条に該当者の申告について

新たに加えられた条文で、国民健康保険の被保険者が非自発的な理由により離職した一定のものである場

合において、在職中の所要の措置を講ずるため設けられたものでございます。非自発的な理由により離職

した一定のものとは、雇用保険法第23条第２項に規定する特定受給資格者及び雇用保険法第13条第３項に

規定する特定理由離職者とされるものです。

ここで、雇用保険の特定受給資格者ですが、倒産や解雇などによる離職をいい、特定理由離職者は雇い

どめなどによる離職、例えば雇用期間満了などにより離職したものをいいます。この制度は、必要書類提

出により適用されるものであり、自動的に適用されるものではございません。

次に、附則第２項中、地方税法の一部の改正に伴う条項の整備でございます。

次に、４ページをごらんください。附則第７項については、文言の整備でございます。

次に、附則第13項、次の５ページの第14項につきましては、租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法

及び地方税法等の特例等に関する法律の題名が改められたことに伴う規定の整備でございます。

次に、附則第15項でございますが、被用者保険の被保険者が後期高齢者医療制度に移行する場合におい

て、当該被保険者の被扶養者が国民健康保険に加入するときの国民健康保険料の減免期間を延長するもの

でございます。

最後に、附則でございますが、この条例の施行期日、適用区分を定めたものでございます。

以上で説明を終わらせていただきます。よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願いいたします。

〇議長（齊藤 實君） これより本案に対する質疑に入ります。

質疑はございませんか。

〔 なし」と言う人あり〕「

〇議長（齊藤 實君） これをもって質疑を終結いたします。

。 、 、 。お諮りいたします 本案は討論を省略し 直ちに採決いたしたいと思いますが ご異議ございませんか

〔 異議なし」と言う人あり〕「

〇議長（齊藤 實君） ご異議ないものと認めます。

よって、討論を省略し、これより議案第17号 専決処分の承認を求めることについて（長町国民健康

保険税条例の一部を改正する条例）を採決いたします。

本案を原案のとおり承認することにご異議ございませんか。

〔 異議なし」と言う人あり〕「

〇議長（齊藤 實君） ご異議なしと認めます。
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よって、議案第17号は原案のとおり承認されました。

◇

◎議案第１８号の説明、質疑、討論、採決

〇議長（齊藤 實君） 日程第７、議案第18号 専決処分の承認を求めることについて（平成21年度長町

一般会計補正予算（第９号 ）を議題といたします。）

提案理由の説明を町長に求めます。

町長。

〇町長（大澤芳夫君） 議案第18号 専決処分の承認を求めることについて（平成21年度長町一般会計補

正予算（第９号 ）の提案理由を申し上げます。）

歳入の国庫支出金の増額に伴い、基金繰入金を減額する必要が生じましたので、地方自治法第179条第

１項の規定により専決処分をいたしましたので、同法第179条第３項の規定により、この案を提出するも

のであります。

よろしくご審議のほどお願いいたします。

〇議長（齊藤 實君） 議案の内容等について総務課長の説明を求めます。

総務課長。

〇総務課長（大澤彰一君） 議案第18号 専決処分の承認を求めることについて（平成21年度長町一般会

計補正予算（第９号 ）でございますが、ご説明申し上げます。）

ことし３月議会でご議決いただきました繰越明許費分の財源であります国庫補助金の増額分の交付決定

が議決いただいた後に国からありましたので また国の繰り越し承認もいただいていることから 平成22年、 、

３月31日付で地方自治法第179条第１項に基づく専決処分により予算を補正させていただきました。その

ため、同法第179条第３項の規定により承認を求めるものでございます。なお、歳入の組み替えのため、

歳入歳出予算総額の変更はございません。

内容でございますが、補正予算書の８、９ページをごらんください。款14の国庫支出金、項２国庫補助

金、目４総務費国庫補助金998万4,000円は、３月の議会で承認いただきました繰越明許費の財源でありま

すきめ細かな臨時交付金の増額分でございます。

また、款21の繰入金、項１基金繰入金、目１財政調整基金繰入金は、国庫補助金の増額分を減額させて

いただくものでございます。

よろしくご審議いただき、ご承認賜りますようお願い申し上げます。

〇議長（齊藤 實君） これより本案に対する質疑に入ります。

質疑はございませんか。

〔 なし」と言う人あり〕「

〇議長（齊藤 實君） これをもって質疑を終結いたします。

。 、 、 。お諮りいたします 本案は討論を省略し 直ちに採決いたしたいと思いますが ご異議ございませんか

〔 異議なし」と言う人あり〕「

〇議長（齊藤 實君） ご異議ないものと認めます。

よって、討論を省略し、これより議案第18号 専決処分の承認を求めることについて（平成21年度長

町一般会計補正予算（第９号 ）を採決いたします。）
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本案を原案のとおり承認することにご異議ございませんか。

〔 異議なし」と言う人あり〕「

〇議長（齊藤 實君） 異議なしと認めます。

よって、議案第18号は原案のとおり承認されました。

ここで暫時休憩いたします。

休憩 午後３時５６分

再開 午後４時１５分

〇議長（齊藤 實君） 休憩前に引き続き会議を開きます。

◇

◎議案第１９号の説明、質疑、討論、採決

〇議長（齊藤 實君） 日程第８、議案第19号 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正

する条例を議題といたします。

提案理由の説明を町長に求めます。

町長。

〇町長（大澤芳夫君） 議案第19号 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例の

提案理由を申し上げます。

職員の勤務時間、休日及び休暇について、関係法令の改正等に基づき、所要の改正を行う必要が生じま

したので、この案を提出するものであります。

よろしくご審議のほどお願いいたします。

〇議長（齊藤 實君） 議案の内容等について総務課長の説明を求めます。

総務課長。

〇総務課長（大澤彰一君） 議案第19号 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条

例につきましてご説明申し上げます。

１カ月60時間を超える時間外勤務に係る時間外勤務手当の支給割合を引き上げることや、その支給割合

の引き上げ分を代休時間に指定することができるとする労働基準法等の改正に伴い、この条例の改正を行

う必要が生じましたので、県の参考例に基づき、この案を提出するものでございます。

、 。 、恐れ入りますが 新旧対照表をごらんいただきたいと存じます 第８条の次に８条の２といたしまして

１カ月60時間を超えて時間外勤務をした職員に対して、時間外勤務手当の支給割合を引き上げて時間外勤

、 、務手当を支給することにかえて代休時間を与える時間外勤務代休時間を新設する規定を追加し 第２項は

。 、その時間外勤務代休時間を指定された職員は勤務することを要しないものとするものでございます また

８条の２が加わったことに伴い、第８条の２を第８条の３に、第３条の３を８条の４に順次繰り下げたも

のでございます。

また、第10条は、第８条の２が加わったことに伴う字句の改正で、８条の２で勤務日等を説明している
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ため 「第３条第２項、第４条又は第５条の規定により勤務時間が割り振られた日（以下この項において、

「勤務日等」という 」を「勤務日等」に改め、裏のページになりますが 「勤務日等」の次に「 第８条。） 、 （

の２第１項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び 」を加えたものでございます。）

また、第15条第３項も、第８条の２が加わったため 「職員の給与に関する条例（昭和26年長町条例、

第２号 」を加わった条文で説明していることから 「給与条例」に改めるものでございます。） 、

附則でございますが、この条例は公布の日から施行するものでございます。

よろしくご審議いただき、ご議決賜りますようお願い申し上げます。

〇議長（齊藤 實君） これより本案に対する質疑に入ります。

質疑はございませんか。

〔 なし」と言う人あり〕「

〇議長（齊藤 實君） これをもって質疑を終結いたします。

。 、 、 。お諮りいたします 本案は討論を省略し 直ちに採決いたしたいと思いますが ご異議ございませんか

〔 異議なし」と言う人あり〕「

〇議長（齊藤 實君） ご異議ないものと認めます。

よって、討論を省略し、これより議案第19号 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改

正する条例を採決いたします。

本案を原案のとおり可決することにご異議ございませんか。

〔 異議なし」と言う人あり〕「

〇議長（齊藤 實君） 異議なしと認めます。

よって、議案第19号は原案のとおり可決されました。

◇

◎議案第２０号の説明、質疑、討論、採決

〇議長（齊藤 實君） 日程第９、議案第20号 職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例の

一部を改正する条例を議題といたします。

提案理由の説明を町長に求めます。

町長。

〇町長（大澤芳夫君） 議案第20号 職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例の一部を改正

する条例の提案理由を申し上げます。

職員団体のための職員の行為の制限の特例について、関係法令の改正等に基づき、所要の改正を行う必

要が生じましたので、この案を提出するものであります。

よろしくご審議のほどお願いいたします。

〇議長（齊藤 實君） 議案の内容等について総務課長の説明を求めます。

総務課長。

〇総務課長（大澤彰一君） 議案第20号 職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例の一部を

改正する条例につきましてご説明申し上げます。

先ほどの職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例と同様、１カ月60時間を超
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える時間外勤務に係る時間外勤務手当の支給割合を引き上げることや、その支給割合の引き上げ分を代休

時間に指定することができるとする労働基準法等の改正が行われたため、長町には該当のないものでは

、 、 、 、ございますが 県の参考例をもとに ほかの団体との均衡を図るため 同じように改正しておきたいので

この案を提出するものでございます。

。 、 、新旧対照表をごらんいただきたいと存じます 第２条第２号でございますが 先ほどの職員の勤務時間

休日及び休暇に関する条例の改正で第８条の２が追加されたことによりましての改正でございます。

あわせて 「年次有給休暇及び休職の期間」を第３号として加えたものでございます。これにより、給、

与を受けながら、職員団体のため、その業務を行い、または活動することができる期間に時間外勤務代休

時間が加わることになります。

附則でございますが、この条例は公布の日から施行するものでございます。

よろしくご審議いただき、ご議決賜りますようお願い申し上げます。

〇議長（齊藤 實君） これより本案に対する質疑に入ります。

質疑はございませんか。

〔 なし」と言う人あり〕「

〇議長（齊藤 實君） これをもって質疑を終結いたします。

。 、 、 。お諮りいたします 本案は討論を省略し 直ちに採決いたしたいと思いますが ご異議ございませんか

〔 異議なし」と言う人あり〕「

〇議長（齊藤 實君） ご異議ないものと認めます。

よって、討論を省略し、これより議案第20号 職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

の一部を改正する条例を採決いたします。

本案を原案のとおり可決することにご異議ございませんか。

〔 異議なし」と言う人あり〕「

〇議長（齊藤 實君） 異議なしと認めます。

よって、議案第20号は原案のとおり可決されました。

◇

◎議案第２１号の説明、質疑、討論、採決

〇議長（齊藤 實君） 日程第10、議案第21号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を議題とい

たします。

提案理由の説明を町長に求めます。

町長。

〇町長（大澤芳夫君） 議案第21号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の提案理由を申し上げ

ます。

職員の時間外勤務手当の支給割合等について、関係法令の改正等に基づき所要の改正を行う必要が生じ

ましたので、この案を提出するものであります。

よろしくご審議のほどお願いいたします。

〇議長（齊藤 實君） 議案の内容等について総務課長の説明を求めます。
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総務課長。

〇総務課長（大澤彰一君） 議案第21号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例につきましてご説

明いたします。

先ほどの２つの条例同様、１カ月60時間を超える時間外勤務に係る時間外勤務手当の支給割合を引き上

げることや、その支給割合の引き上げ分を代休時間に指定することができるとする労働基準法等の改正が

行われたため、県の参考例に基づき、この案を提出するものでございます。

新旧対照表をごらんいただきたいと存じます。第10条第３項中、同条に第４項から第６項を追加するこ

とに伴う字句の改正で 前２項の規定にかかわらず を削り また この項 を この条 に改め 対、「 、」 、 「 」 「 」 、「

して」の次に「第１項の規定にかかわらず」を加えております。

また、同第10条第３項の次に第４項から第６項が加わっておりますが、第４項は、１カ月60時間を超え

て時間外勤務をした職員に対して、時間外勤務手当の支給割合を100分の125から100分の25上乗せして

100分の150、午後10時以降午前５時までの場合は100分の175に引き上げて時間外勤務手当を支給するとい

うもので、第５項は、先ほどの職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第８条の２第１項で規定する

時間外勤務代休時間を与えられた職員が勤務をしなかった場合、勤務代休時間にかえられた時間外勤務の

時間について時間外勤務手当の支給割合の引き上げ分の支給を要しない旨のものでございます。

第６項は、再任用、短時間勤務職員が７時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について、月60時

間を超える時間外勤務をした場合、その支給割合は従前どおり100分の100とするものでございます。

恐縮ですが、議案に戻っていただきまして、附則でございますが、この条例は公布の日から施行し、平

成22年４月１日から適用するものでございます。

また、附則の第２項でございますが、職員の給与に関する条例の改正等に合わせ、同条例を引用してい

る職員の育児休業等に関する条例の一部をあわせて改正するもので、議案第21号附則の参考資料の新旧対

照表をごらんください。第16条の育児短時間勤務職員等についての給与条例の特例及びその裏になります

が、第18条の短時間勤務職員についての給与条例の特例の表の中でございますが、いずれも第10条第１項

は、１日当たりの勤務時間の「８時間」を今回の県の参考例に基づき「７時間45分」に改めるとともに、

今回の給与条例の一部改正、第10条第３項の次に第４項、第５項を追加したことに伴い、この表の中も第

10条第４項及び第５項を加えさせていただくものでございます。

よろしくご審議いただき、ご議決賜りますようお願い申し上げます。

〇議長（齊藤 實君） これより本案に対する質疑に入ります。

質疑はございませんか。

２番、村田正弘君。

〇２番（村田正弘君） ちょっと確認をしておきます。

７時間45分ということなので、始まる時間が８時半で、今度は５時15分で終業ということになるわけで

すか。それだけ聞きます。

〇議長（齊藤 實君） 総務課長。

〇総務課長（大澤彰一君） ご質問にお答えいたします。

始まりが８時半から、５時15分です。17時15分でございます。よろしくお願いいたします。

〇議長（齊藤 實君） ７番、大澤タキ江君。

〇７番（大澤タキ江君） ちょっと確認をしておきたいのですけれども、この条例は管理職の職員にも当て
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はまるのでしょうか。たしか以前、管理職の皆さんにはこういう手当がつかないようなお話も聞いたよう

な気がするのですけれども、そこのところを確認しておきたいと思います。

〇議長（齊藤 實君） 総務課長。

〇総務課長（大澤彰一君） ご質問にお答えいたします。

管理職につきましては、適用除外となっております。

以上でございます。

〇議長（齊藤 實君） 他に質疑はございませんか。

〔 なし」と言う人あり〕「

〇議長（齊藤 實君） これをもって質疑を終結いたします。

。 、 、 。お諮りいたします 本案は討論を省略し 直ちに採決いたしたいと思いますが ご異議ございませんか

〔 異議なし」と言う人あり〕「

〇議長（齊藤 實君） ご異議ないものと認めます。

よって、討論を省略し、これより議案第21号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を採決い

たします。

本案を原案のとおり可決することにご異議ございませんか。

〔 異議なし」と言う人あり〕「

〇議長（齊藤 實君） ご異議なしと認めます。

よって、議案第21号は原案のとおり可決されました。

◇

◎議案第２２号の説明、質疑、討論、採決

〇議長（齊藤 實君） 日程第11、議案第22号 平成22年度長町一般会計補正予算（第１号）を議題とい

たします。

提案理由の説明を町長に求めます。

町長。

〇町長（大澤芳夫君） 議案第22号 平成22年度長町一般会計補正予算（第１号）案の提案理由を申し上

げます。

今回の補正は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ4,880万6,000円を増額して、歳入歳出の総額を

30億8,712万3,000円にしようとするものであります。

補正内容は、歳入では、地方交付税、県支出金、繰入金の増額、歳出では、老人福祉費、保健費、教育

委員会事務局費の増額のため、歳入歳出をそれぞれ増額する必要が生じましたので、この案を提出するも

のであります。

よろしくご審議のほどお願いいたします。

〇議長（齊藤 實君） 議案の内容等について総務課長の説明を求めます。

総務課長。

〇総務課長（大澤彰一君） 議案第22号 平成22年度長町一般会計補正予算（第１号）につきましてご説

明いたします。
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まず、予算書の１ページをごらんください。第１条の規定でございますが、歳入歳出予算の総額に歳入

歳出それぞれ4,880万6,000円を増額して、歳入歳出予算の総額を30億8,712万3,000円とするものでござい

ます。

。 、 。 、補正予算の内容につきましてご説明いたします ８ ９ページをごらんください 歳入でございますが

款10の地方交付税、項１地方交付税、目１地方交付税の特別交付税1,800万円でございますが、ちちぶ定

住自立圏構想の医療分野関連の秩父広域市町村圏組合への特別負担金に関連する分でございます。

款15の県支出金、項２県補助金、目１の民生費県補助金2,625万円は、介護基盤緊急整備等特別対策事

業補助金で、グループホームの１ユニットを増床する分でございます。

また、その下の款15県支出金、目３の労働費県補助金251万6,000円は、埼玉県緊急雇用創出事業補助金

で、歳出の学校支援員を配置するための経費に充てるものでございます。

また、同じ款15県支出金の項３県委託金、目７の教育費県委託金４万円は、小学校理科支援員等配置事

業に係る県の委託金でございます。

款21の繰入金、項１繰入金、目１財政調整基金繰入金200万円は、歳出額との不足額を繰り入れるもの

でございます。

続きまして、歳出でございます。10、11ページをごらんください。款３民生費、項１社会福祉費、目２

老人福祉費、節19の長町地域密着型サービス等施設整備事業補助金2,625万円でございますが、グルー

プホームに対しましての１ユニット増床するための補助金で、同額が介護基盤緊急整備等特別対策事業県

補助金で歳入されるものでございます。補助金の内示があったため、今回の補正でお願いするものでござ

います。

款４衛生費、項１保健衛生費、目３保健費、節19の秩父広域市町村圏組合特別負担金2,000万円は、ち

ちぶ定住自立圏の医療分野分の秩父広域市町村圏組合への負担金でございます。秩父郡市１市４町、同時

にこの６月議会で補正予算をお願いするものでございます。

款10教育費 項１教育総務費 目２事務局費の節７の賃金250万円と節12役務費の損害保険料１万6,000円、 、

は、10分の10の埼玉県緊急雇用創出基金を活用した、発達障害を持つ児童と健常児がともに学び合う場を

提供し、児童の教育課程の達成のため、特別支援教育学校支援員を配置するための経費でございます。３

月下旬の内示があったため、今回の補正となったものでございます。

また、節８の報奨金３万5,000円と節11需用費の消耗品費2,000円及び節12役務費の傷害保険料3,000円

は、全額県委託金を利用して、小学校理科教育の活性化と小学校教員の理科指導力の向上を図るために理

科支援員を配置するために必要な経費となっております。県の予定額の通知が３月下旬で当初予算に間に

合わなかったため、今回の補正でお願いするものでございます。

以上が今回補正させていただきます予算案の概要でございます。よろしくご審議いただき、ご議決賜り

ますようお願い申し上げます。

〇議長（齊藤 實君） これより本案に対する質疑に入ります。

７番、大澤タキ江君。

〇７番（大澤タキ江君） 10ページの老人福祉費、長町地域密着型サービス等施設整備事業補助金ですけ

れども、議会運営委員会の折に岩田のグループホームで１ユニット増設をして９人収容しますというご説

明をいただきました。

特別養護老人ホームのベッド数に関しては、その地域でベッド数が決められているというようなお話を
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、 、たしか伺っていると思いますけれども このグループホームに関してはそういう規制はないのでしょうか

ちょっとお伺いしたいと思います。

〇議長（齊藤 實君） 健康福祉課長。

〇健康福祉課長（浅見初子君） 大澤議員さんのご質問にお答えさせていただきます。

、 、特別養護老人ホームや老人保健施設など 施設サービスの経費内での締めくくりはあるのですけれども

こちらについては、町のほうの第４期の計画の中で、アンケートなどをとらせていただいて計画を立てさ

せてもらっているのですけれども、その中で地域密着型の施設の計画を入れております。そこで、23年度

までの計画で長町の場合は18人ということになっておりまして、今まで１ユニット９人が整備されてお

りましたので、残り１ユニットがあいていたわけなので、こちらで整備するということになりました。

以上です。

〔何事か言う人あり〕

〇健康福祉課長（浅見初子君） はい、そうです。

〇議長（齊藤 實君） 他に質疑はございませんか。

渡辺君。

〇10番（渡辺 君） 今に関連していることも含めてですけれども、岩田に、私も町で高橋耕地というと

ころを入っていくと、何かできたなというのはわかっていたのですけれども、このグループホームという

ものはやはり法人組織であるわけですよね。それで、結局、それに届ければ、ではグループホームを長

。 、 。につくりたいと言えばつくっていけるわけですね だから それには県や国が補助金があるわけですよね

そういうのでは、長の町民がこれに入るにはやはりどういうふうにしたらいいか。例えば精神障害者の

、 、 、グループホーム あと知的障害者のグループホームとかいろいろありますけれども これの申請について

あそこにできたということは、長にできたというのはどういう観点からというのがあると思うのです。

例えば私の子供が重度心身障害児で、小鹿野のユーアイホームに入ったのです。それは、自分のうちで

はどうしても面倒見られないというので、入所施設だったのです。ですから、それには、関口小鹿野町長

が、こういう施設はどうしても必要だということで、大変骨を折って三田川につくったのです。私は本当

に、障害者の立場からすれば、こういうホームは困っている人たちが、やっぱり精神障害者のグループホ

ームも知的障害者のホームも、やっぱり辺地ではなくて、やはり変に偏見でなくて、ちゃんといいところ

につくってほしいのです。だから、このグループホームがここにできたと、岩田にできたという過程を知

っていたら知らせてもらいたい。そして、長町民の、要するにこのグループホームは認知症の方なので

しょうか、どういう関係なのか。これは、町民が全然知らない人が随分いますよ、私も含めて。これはち

ょっと報告してもらいたい。

あともう一つは、教育費で特別学校支援費ということで賃金250万組みましたね。これは、議会運営委

員会で報告されたように、要するに発達障害の子供を見るということで、一小に１名、二小に１名の支援

員を配属するということですけれども、これはどういう時間帯で、だれがこれに、一小に１人、二小に１

人ということで支援費を出して、発達障害の子を一緒になって教室で面倒見てもらえるか。それで、これ

は年度年度でこういうことをやるのでしょうか。

やはり、今の子供たちは、はっきり言って発達障害の子がふえているような気がするのです。学校の先

生が友達がいるのですけれども、結構、学校の先生は大変なのです。そういう子供がいるということは、

一緒になっている子供たちとどうやって面倒見るかというのは、やっぱり校長、教頭ばかりではなくて、
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先生方も本当に、今の教育情勢は詰め込み教育で、これもあれも、あれもこれもとやって、本当にゆった

りした、子供を面倒見るということが大変なのです。そういう意味で、どういうふうにやっていくのか、

年度年度で毎年発達障害の子をどう面倒見ていくかということについてやっていくのか、ちょっと教育委

員会の方、お願いします。

〇議長（齊藤 實君） 健康福祉課長。

〇健康福祉課長（浅見初子君） 渡辺議員さんのご質問にお答えさせていただきます。

まず、社会福祉法人かというお話を初めにされたかと思うのですけれども、こちらは社会福祉法人では

ありません。有限会社ということになっております。こういう小さな施設は、そういうところでも事業所

でできることになっております。それなりに、ただ、ではだれでもつくっていいのかといったらそうでは

、 、 。なくて 一定の施設の基準がありますので ちゃんとそちらを満たしている施設でということになります

先ほど大澤議員さんの質問の中でもありましたけれども、圏域で縛られている数字があるのではないか

ということなのですけれども、こちらはありませんで、それぞれの市町村の中での計画の中で位置づけて

あれば大丈夫ということになります。長町の場合は、前期計画、３期の計画のときに１ユニット９人分

を予定していました。できまして、現在といいますか、21年度には長町、１ユニット９人なのですけれ

ども、そのうちの２名が長からはお世話になっておりました。４月に入りまして、退所が１名おりまし

たので、現在は長からお世話になっているのは１名と聞いております。次の計画、４期の計画を立てる

ときにアンケート調査をやらせていただきまして、そういう中でこのグループホーム、必要だということ

になりまして、もう一ユニットの18人ということで計画を立てさせてもらっておりますので、既に９人分

は立ててありましたので、残り１ユニットを建設するところを募集させていただいたわけです。

、 、 。これは 認知症対応型共同生活介護ということで 認知症のある方がお世話になるところでございます

だから、障害のグループホームとは、同じような部分でもありますけれども、ちょっと内容的には違って

おります。

以上でよろしいでしょうか。

〇議長（齊藤 實君） 教育次長。

〇教育次長（大澤珠子君） それでは、渡辺議員の特別支援教育学校支援員についてのご質問にお答え申し

上げます。

普通学級に籍を置いていても個別に指導を要する児童、いわゆる特別に配慮が必要な児童は、発達障害

も含め、近年学校教育においては最重要視されている分野でございます。しかしながら、現状は担任任せ

に頼らざるを得ないものが現実でございます。

そこで、少しでもそうした児童へのきめ細やかな支援を実施するために学校に配置するのが支援員の配

置事業でございます。具体的には、学級担任と連携し、生活指導や学習補助など児童一人一人の個に応じ

、 。 、 、た指導を行い 学校生活が円滑に行われるよう支援していくものでございます 現在 第一小学校に２名

。 。第二小学校に１名配置しております いずれも元教員あるいは保育園の保母の経験のある方でございます

特に資格は問わないのですが、学校教育へ理解を持ち、児童の指導において関心を持ち、教職員との協調

性のある人材を見つけて登用している現状でございます。だれがやるのかというのは、今のお答えでよろ

しいかと思います。

また、発達障害がふえているという議員のお話、そのとおりでございまして、いわゆるあの子心配だな

とかちょっと変わっているかなということから始まりますが、そうしたお子さん、年々ふえているような
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感じもします。また、そちらの教育のほうの、先ほども申し上げましたけれども、充実が図れる中で、よ

り一層そうしたお子様の発見が多くなっているように思います。

この事業は毎年実施していくのかということでございますが、実施してまいります。その中で、県やあ

るいは国でいろいろ人的支援の事業を、名前を変え、品をかえ、毎年何やらか実施しております。そうい

った補助事業を受けまして、今後もこういった人的支援を進めていきたいと思っています。といいますの

は、当初からの学校への人的配置は支援員についてはございません。あくまで自前で採用するか、あるい

はそういった補助事業を使って採用していくしかございませんが、現状では今言ったように、手のかかる

と申しましょうか、きめ細かな支援が必要なお子さんがふえているという現状の中ではそういった支援員

さんの需要はますますふえていくものと思っております。

当町の現状では、そうしたお子さんは、ではどうやってメンテしているかというのをちょっとご紹介さ

せていただきますと、こういったお子さん、早期発見、早期対応を基本に、幼稚園、保育園、福祉、学校

等と連携して対応しております。町には就学支援委員会という組織がございますが、障害の観点から就学

に困難を来す児童生徒についての支援策を決める組織でございますが、各学校にも校内に校内就学支援委

員会が組織されておりまして、そこでの検討を経て町の就学支援委員会に上がってきます。また、次年度

就学予定の児童については、就学時健康診断での結果を踏まえ、在園している幼稚園、保育園からの支援

情報を交換して町の就学支援委員会に上げてまいります。

就学支援委員会では、該当児にとっての就学の支援、どのような支援環境をこのお子さんに対して適と

するのかを決定します。その結果をもとに保護者と面談し、次年度に向けた就学支援を実施してまいりま

す。具体的には、普通学級で見守り、経過観察していくお子さん、あるいは支援学級というのがございま

す。いわゆる昔で申しました特殊学級でございますが、現在、一小に知的と情緒で２クラス、二小にはご

ざいません。中学に知的で１学級ございますが、その支援学級入級が適という判断、そして昔、秩父養護

学校と申しましたが、今支援学校と申しますが、そこへの転校が適とするお子さんというような判断をし

ます。しかしながら、したからといって、そのとおりには決してなるものではなく、いずれも保護者の理

解が得られなければ成立しないわけでございます。そういった中で、今言ったように、支援員さんの役割

というのはこれからますます需要がふえるのではないかと考えております。

以上でございます。

〇議長（齊藤 實君） 他に質疑はございませんか。

１番、関口雅敬君。

〇１番（関口雅敬君） ちょっと認知症のグループホームのことでお聞きしますが、町内で認知症の方を抱

えている家庭数はどのぐらいでしょうか。

〇議長（齊藤 實君） 健康福祉課長。

〇健康福祉課長（浅見初子君） 認知症にも程度がありますので、いろいろな方がおりまして、町うちで巡

回で認知症の講習をさせていただいたときにはいろいろな声がありました。結果からいいますと、把握は

ちょっと出しておりません。いっぱいいるというのはわかっておりますけれども、何人という把握は今の

ところしておりません。

先ほど地域密着の関係であれだったのですけれども、１人入っておりますけれども、長町の岩田の施

設についてのことを申し上げさせていただいて、地域密着のグループホームにお世話になっておりますの

は長町では７人おります。それは、ほかの施設、郡内の施設と協定を結ばせていただいて、そちらにお
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世話になっているものでございます。申しわけないのですが、認知症の数の把握はちょっと正確にはやっ

ておりませんので、申しわけありません。

〇議長（齊藤 實君） １番、関口雅敬君。

〇１番（関口雅敬君） 私の聞き方が悪かったのです。

グループホームが今度できるのは、すごく、私、実際に助かっている身なので聞くのですけれども、な

。 、 、がとろ苑に認知症で入所するのは非常に難しいのです うちの父親の場合は 最後の最後まで入れなくて

つい１カ月ぐらい前にちょっとながとろ苑から話が来たので、話し合いをしたところ、ちょっと考えられ

ないような会話になってしまったので、グループホームができることによって、町内で困っている方がど

のぐらいいるか、それが聞きたかったのです。こういうふうに、長町で予算というか、助成をするのに

当たり、町内で困っている人から優先に入れてもらえるような配慮がしていただければと思って今認知症

の人数を聞いたのだけれども、該当する、町内で本当に困っても、どこでもいいから施設に入れてくれと

いう方はいると思うのです。そういう方の人数を聞こうと思ったのだけれども、健康福祉課長も、これは

監督官庁の担当者としてこの助成をするのに当たり、町内でもし困っている方がいたら、そういう人から

入所させていただければと思ってこの質問をしました。あとはいいです。

〇議長（齊藤 實君） 他に質疑はございませんか。

〔 なし」と言う人あり〕「

〇議長（齊藤 實君） これをもって質疑を終結いたします。

。 、 、 。お諮りいたします 本案は討論を省略し 直ちに採決いたしたいと思いますが ご異議ございませんか

〔 異議なし」と言う人あり〕「

〇議長（齊藤 實君） ご異議ないものと認めます。

よって、討論を省略し、これより議案第22号 平成22年度長町一般会計補正予算（第１号）を採決い

たします。

本案を原案のとおり可決することにご異議ございませんか。

〔 異議なし」と言う人あり〕「

〇議長（齊藤 實君） 異議なしと認めます。

よって、議案第22号は原案のとおり可決されました。

◇

◎会議時間の延長

〇議長（齊藤 實君） ここで、会議時間を延長いたします。

◇

◎議案第２３号の説明、質疑、討論、採決

〇議長（齊藤 實君） 日程第12、議案第23号 工事請負契約の締結についてを議題といたします。

提案理由の説明を町長に求めます。

町長。
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〇町長（大澤芳夫君） 議案第23号 工事請負契約の締結についての提案理由を申し上げます。

長町立長中学校校舎耐震補強及び大規模改修工事の請負契約を締結したいので、議会の議決に付す

べき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により、この案を提出するものであります。

よろしくご審議のほどお願いいたします。

〇議長（齊藤 實君） 議案の内容等について地域整備観光課長の説明を求めます。

地域整備観光課長。

〇地域整備観光課長（中畝健一君） 議案第23号 工事請負契約の締結についてご説明申し上げます。

契約の目的は、長中学校校舎耐震補強及び大規模改修工事でございます。

契約の方法は指名競争入札で、去る６月１日に執行されました。

契約金額は１億3,387万5,000円で、この額は消費税を含む金額でございます。

、 、 、 。契約の相手方は 埼玉県本庄市西富田303―１ 竹並建設株式会社代表取締役 竹並紀松でございます

施工箇所は、埼玉県秩父郡長町大字本野上1035番地１。

工期は、契約の日から平成23年１月24日を予定しております。

工事内容の概要ですが、ご配付いたしました資料をごらんいただきたいと思います。長町では、平成

15年度から、中学校校舎の耐震診断を皮切りに、３校合わせて８施設について順次診断を実施してまいり

ました。耐震化の基準となりますＩｓ値、これは建物の耐震性能をあらわす指標で、値が大きくなるほど

耐震性能にすぐれていることをあらわします。このＩｓ値が埼玉県で基準とする0.7をクリアしていない

５施設について順次補強工事を実施しており、今回長中学校を着手するものです。また、中学校の建物

自体が昭和47年に竣工された建物で、老朽箇所も目立ってまいりましたので、耐震補強工事に合わせ、施

設の改修も行うものです。

、 、 。 、工事の具体的な内容は お配りしました資料の５ 工事内容欄をごらんいただきたいと思います まず

耐震補強工事についてですが、平成16年度に実施した耐震診断判定で耐震補強ブレスの設置が義務づけら

れております。鉄骨枠つきブレス補強は、第一小学校西側校舎内に設けられた鉄骨をイメージしていただ

ければと思います。また、玄関、国道側に鉄骨コンクリートの壁を新たに設けたり、柱に鉄板を巻きつけ

るなどの耐震補強工事を計画しております。

次に、大規模改修工事ですが、内装改修では、校舎内の廊下などのタイルのはがれが目立っており、各

階の廊下のシートの張りかえを予定しております。教室内では、床をサンダーがけを行い、塗料を施し、

壁は塗装を塗りかえ、天井を張りかえるなどの改修を予定しております。ガラス交換は、校舎の外側のガ

ラス部分を安全性を考慮し、交換を予定しております。

防水改修は、校舎の屋上のほかの防水修理を予定しております。屋上部分やベランダ部分については、

劣化の状況や諸条件を考慮し、防水処理を施す予定でございます。

外壁改修では、外壁の汚れが大分目立ってまいりましたので、欠損部の補修を行い、ウレタン塗装を行

うものです。

電気設備の改修では、校舎北側に当たりますキュービクル、職員室をＯＡフロア仕様に改修し、同時に

火災報知機を入れかえる予定にしております。

機械設備改修では、給排水施設の改修や１階の３年生の教室で使用しております空調設備の交換を予定

しております。

なお、本事業は平成21年度の繰り越し事業として実施し、安全・安心な学校づくり交付金の活用を実施
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するものでございます。よろしくご審議いただき、ご議決いただきますようよろしくお願いいたします。

以上でございます。

〇議長（齊藤 實君） これより本案に対する質疑に入ります。

２番、村田正弘君。

〇２番（村田正弘君） ちょっと幾つかお伺いをいたします。

、 。 、議運の席でお聞きして それに聞き漏れている部分を聞きます この耐震補強ということですけれども

一小のときはブレスを２つつけたわけですよね。これこれという金額だったのですが、中学校の場合はブ

レスの７カ所をつけて、そのほか窓の開閉部の補強ということとかいろいろあるのですが、この耐震補強

について幾らなのか伺います。

それから、大規模改修のところで、今聞いていますと、防水改修だと思いますけれども、これは屋根と

いう部分だと思いますが、長中学校はできたときに、当初雨が漏って騒ぎになったわけですよね。それ

で、今そこのところから、隣の部屋から見ればわかるのですけれども、非常に高盛っているのですよね、

屋根の上が。あれはどういうふうに、この文章で見ますと、床フローリング、全面洗浄とかはつりと書い

てあるわけですよね。はつりというのはかいて取るという仕事だと思いますけれども、あの出っ張りをみ

んな取ってしまってやるのか、その辺はどういうふうにするのかお聞きをいたします。

それから、工事の予定価格は２億3,500万円だったということなのですが、落札価格は１億3,387万

5,000円と、先ほどご案内のとおりですけれども、１億円差があるわけですが、この見積もりのもとをつ

くるとき、どこかで設計したのだと思いますけれども、その設計価格はこの予定価格よりもっと多いのだ

と思いますけれども、非常に誤差が多い。２億3,500万と比べても、１億円ですから、約60％ぐらいにな

ってくると思いますけれども。だから、その差が非常に多いのですけれども、この辺は設計単価が高過ぎ

、 、 、 、たのか その辺 工事が安過ぎるのではなくて 設計単価が高過ぎたというふうに見受けられることから

先ほど質問した耐震が幾らなのかとか、あと大規模防水改修ではつりと書いているのですが、あの高盛り

全部取ってしまってやるのか、その辺がちょっとお聞きしたいということです。お願いします。

〇議長（齊藤 實君） 地域整備観光課長。

〇地域整備観光課長（中畝健一君） それでは、村田議員のご質問にお答えしたいと思います。

ご質問の内容は３点あったと思いますが、最初に耐震補強の工事に係ります金額がいかほどだったかと

いう内容になるかと思いますけれども、耐震補強工事に係ります設計額になりますけれども、3,382万

3,696円になります。これは、諸経費、消費税とも入っておらない数字でございます。

続きまして、２つ目のご質問になるかと思いますが、防水処理の対策について検討したかというふうな

内容になるかと思いますが、設計事務所の段階で、屋上については改修した後数年がたっておるというよ

うな状況がありまして、現場を確認していただいたというふうな経緯があります。その結果、防水の材料

の選定条件として、今あります防水をはがさない、機械固定工法の採用をする、絶縁工法をとるというよ

うな条件をつけさせていただいており、今回採用した防水工事を今お話しした条件で採用させていただい

たということになります。

それと、３つ目の質問になりますけれども、設計の価格と工事の入札価格に差異が生じた理由について

というご質問になるかと思いますけれども、これについては入札していただきました企業さんの企業努力

になるかというふうに考えております。

以上でございます。
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〇議長（齊藤 實君） ２番、村田正弘君。

〇２番（村田正弘君） 質問を繰り返します。

今説明があった中で、耐震補強は3,382万3,000円が設計単価と、こういうことですけれども、一小をや

ったとき、2,200万円だったですよね、たしか。それで、今度やるところは７カ所もふえて、それで補強

とかそういうことで、やることは非常に多くなっているわけですけれども、この3,382万円は何％に相当

するのかわかりませんけれども、１億3,000万のうちのあれになると、前のが高過ぎたのかなと、それか

ら今回のが安過ぎるのかなと、どっちなのだということは置きますが、そのことをやることによってＩｓ

値が幾らになるのか。それの関連をしまして、この耐震補強をやることによってＩｓ値が変わるわけです

けれども、耐震ということの補強、この云々を我々にわかりやすく、素人でもわかるような説明をぜひお

願いしたいと。それでないと、これからまだ先、体育館だとかいろいろやっていくわけです。ですから、

こうやって出されても、判断基準がわからないと、いいのか悪いのかわからないで、はいと返事してしま

う話になってしまう。それが１つ。

それから、大規模改修、防水ということですけれども、あの屋根の高盛りは、私も上に行って高さをは

かってみたわけではありませんけれども、１メートルぐらい高くなっていますよね、屋根の出っ張りが。

外から見たのではわからないけれども。コンクリートは１立方メートル約2.2トンあるわけです。そうす

ると、あれが中が空洞でなくて全部コンクリートでやってあったとしたら、相当の重量が乗っかっている

わけです、上に。つくって雨が漏ったときに、改修した図面がちゃんとあってやったのか、その辺がわか

らないのですけれども、重いものが上に乗っかっていれば、耐震で揺さぶられるときは、モーメントは距

離と目方で出てきますから、非常に大きくなってしまうわけです。そのために、下のほうに関連している

キュービクルの移設なんていうのは、上に乗っけてある重いものを下に下げるということをやると耐震の

Ｉｓ値が上がるということになるわけです。だから、その辺をよく説明してもらえる、設計会社とかある

いは施工会社でもいいのですけれども、そういう専門家の人にわかりやすく説明してもらうと、これをぜ

ひお願いしたいということと、3,382万3,000円は一小のやつと比べていかがなものかということをお聞き

します。

〇議長（齊藤 實君） 地域整備観光課長。

〇地域整備観光課長（中畝健一君） それでは、村田議員の質問にお答えさせていただきたいと思います。

今回の質問も３点ばかりあったかと思いますけれども、落札額のうち耐震補強に係る額が3,300強あっ

たということなのですけれども、先ほどちょっとお話ししましたように、これは設計額でありますので、

入札前の額というふうにご理解いただきたいと思います。

続きまして、耐震補強についての計画でございますけれども、今回耐震補強を行いました計画値は、Ｉ

ｓ値は今回0.75を目標に設計をいたしました。

３つ目の防水工事についてですけれども、防水工事についても、今回設計を受託しました企業が現地を

踏査しまして、先ほどお話ししました工法を採用させておりますので、現在防水処理がされておると思い

ますけれども、それをはがさないで施工していこうというふうな工法をとらせてもらっておりますので、

今の防水状況はそのままで工事を進める予定であると思います。

以上でございます。

〔 あと、もう一つ答えていないのが」と言う人あり〕「

〇議長（齊藤 實君） ２番、村田正弘君。
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〇２番（村田正弘君） では、私が言ったことに答えていないことを言います。いいですか。

だれでもわかりやすく、耐震というのはどういうふうなことでこうなるのだ、そういう説明をしてくだ

さいということを言ったわけです。だから、今説明ができなくても、いいですか、今すぐ説明ができなく

ても、設計会社さんとかあるいは施工業者さんとか、そういう方にお願いをして我々にわかりやすい説明

をしていただかないと、今後、この耐震補強ということをやっていく上において、今言うのでは本当は遅

いのですけれども、判断基準がわからないということです、我々に。だから、予算が出てきた、こういう

ふうな予算を認めたのだから、今さらそんなことを言うなといえばそれまでなのですけれども、執行権は

町長が持っているわけですけれども、予算の。だけれども、要するに、それのことをやって本当にいいの

かどうかいなということも判断をするために、この見積もり、契約を落札をしてやってくださいよという

ことを言っているのだと思います。そういうふうなことから、この最終判断になるわけです。だから、そ

のことを判断基準がだれでもわかるように説明をしてくださいと、私も設計会社さんを知ったりなんかし

ていますけれども、そういう説明をしてもらわないとわかりませんよということ。

それから、くどいのですけれども、屋根の上に乗っている容積は計算すればわかるわけですけれども、

中が、何か先ほど透視とかなんとか言ったですよね。透視して中を見たというような。コンクリートの中

を透視して見るのは、それはできないことはないのでしょうけれども、透かして見るわけですから。穴を

あけて見たのなら、穴をあけて見たという話になると思うのですけれども。

〔 透視ではなくて踏査って、現地へ行って見ましたという意味」と言う「

人あり〕

（ ） 。 、 、 、〇２番 村田正弘君 現地で見たという話ね そうすると その現地で見たという話は 中が空洞なのか

そっくり入っているのか、こんこんひっぱたいてみればある程度わかるでしょうけれども、そういう見方

をちゃんとしてやらないと、３階の上のほうに重いものが１トン乗っかったと２階に１トン乗っかったの

。 、 。 、ではモーメントが違ってしまうわけです モーメントなんて みんなわかると思うのだけれども だから

そうすると、強震とか揺られたときに重いものが上にくっついていればうんと振れますよと、下にくっつ

いていれば振れが少ないですよと、そういうふうなことになるので、そのことを説明してくださいよと言

っているわけ。

〇議長（齊藤 實君） では、村田議員に申し上げますけれども、この後でよろしいでしょうか。

〇２番（村田正弘君） はい、後でも結構です。説明をするという約束をしてくれれば。

〇議長（齊藤 實君） 専門的なことでわからないと思いますので、よろしいでしょうか。

〇２番（村田正弘君） 約束をしてください。

〇議長（齊藤 實君） では、後で。

では、ちょっと参事。

〇参事（平 健司君） わかりやすくというお話ですから、後手に回って大変申しわけないのですが、既存

の建築物耐震性能判定表というのが、判断するところが管理協会だとかそういうところで、大学の教授み

たいな人が一回集まって、長中学の場合には今現在がＩｓ値が0.57ですからとか、そういういろんなも

のがあるのです。それに基づいて、今村田議員が言ったコンクリの塊、１トンだか何だかわかりませんけ

れども、そういうことを考慮して今現在のＩｓ値が幾つですよと、それを改善するにはこうですよという

ような、判定表というのもありますので、また後日、今議長のほうから後ほどで結構だというようなお話

がありましたので、後ほどまた判定表等はお見せしたいと思います。
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それから、工事が始まっても、議員さん、都合がつけば現地で中学校を視察していただいたり、計画し

たいと思いますので、ぜひそのときには現地で立ち会っていただいて、設計会社だとか施工会社の生の声

を聞いていただければまた詳しいこともわかるかと思いますので、ぜひそういうことでご理解をお願いし

たいと思うのですが。よろしくお願いします。

〇議長（齊藤 實君） ２番、村田正弘君。

〇２番（村田正弘君） 視察というようなお話をいただきましたので、ここにいる議員の皆さんも、興味の

ある方はそのとき一緒にお話を聞くと、あるいは見させていただくということに解釈をしてよろしゅうご

ざいますね。はい、わかりました。そういうわけです。

〇議長（齊藤 實君） 他に質疑はございませんか。

８番、梅村務君。

〇８番（梅村 務君） 私はもっと素人なので、細かく聞きたい、これは後でまた、では現地を視察したと

きでも結構なのですけれども。

耐震補強の3,382万強という数字が、今課長が設計価格と言いましたね。これは間違いないですね、設

計価格。それは、ではそういうふうに認識しておきましょう。

それで、各工種がどのぐらいの積算なのか、それをちょっと調べておいてください。次の時期になるま

で。

今度はこれが教育委員会から離れたというふうなことですので、所管がどこへ、経済観光へいくのです

か。もしくは視察のあれ、地域整備だから。

それで、確かに安いですよね。さっき、Ｉｓ値のあれがどのぐらいになるのかというふうなしたけれど

も、それもどうも答えがなかったから。例えば0.7幾つですか、Ｉｓ値の合格点は。そうすると、0.7ぐら

いで、超えればいいという工事なのか、それもひとつ聞きたいと思います。1.0までいくのかな、いかな

いのか。0.75で、0.7強でいいのかどうか、それが１つ。

それと、これは当然、繰越明許費の計算書ですから、当然我々の議会を通っているわけですよね。それ

で、当初の予算が２億7,498万5,000円、この数字を出すのに、例えば議会審議して、我々だけではわから

ないわけです。このくらいかかるのですよと言ったら、あけてみたら１億3,000万、これは企業努力とい

うことではなくて、企業努力でそんなに変わるはずがないのです、はっきり言って。それだったら、全部

企業努力やっている会社に発注したらいいではないですか。そうしたら半分で済む、工事が。だから、こ

れは初めの２億7,400万という数字がどこか解明できないような数字なのか、わからなかったのか、ある

いは今言った設計見積もりなのか。過去に、参事も、今課長、あれですけれども、整備の課長は今かわっ

てしまったけれども、設計見積もりというのは一切公表しなかったのです。今まで出ていなかった、私が

幾ら質問しても、どこの役所でも出さない、研修に行っても。予定価格というのは出すところはあるので

す。それで、この予定価格というのが幾らなのか、さっき幾らと言ったのですか。２億3,500万。

〔 それはあれのとき、議運のときに」と言う人あり〕「

〇８番（梅村 務君） 議運のとき、これは間違いないですね。

それで、その数字が、これでもさっき言ったように１億差があるわけですよね。予定価格で、はっきり

言って。そうすると、こういう根拠がわからないのです、今２番議員が言ったように根拠が。だから、例

えば今、ここに書いてあるように国庫支出金が１億3,300万あるわけ。そうすると、これで間に合ってし

まうのです、早く言えば。そうすると、交付金として来る金額というのはパーセントでしょう。どうなの
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ですか。その辺もひとつ教えてください。

それと、いま一つ、太陽光は3,019万円という数字が出ていますね。わかりますね。それで、もう既に

……

〔 太陽光は違うんだよ 「大規模改修と太陽光は違うよ」と言う人あり〕「 」

〇８番（梅村 務君） いや、そうではなくて、では、大規模なそれで、ひとつ、今の言っただけ回答して

ください。

教育総務費の中で、学校の太陽光発電設備設置事業というので3,000万組んでありますよね。

〇議長（齊藤 實君） 梅村議員、違うよ。ないですよ。

〇８番（梅村 務君） だって、繰越明許の計算書が出ているのです。

〇議長（齊藤 實君） 今の質問と質問が違うよ。

〇８番（梅村 務君） そうか、そうか。では、これはいいです。

〇議長（齊藤 實君） 工事請負契約の締結についてというだけですから。

〇８番（梅村 務君） はい、わかりました。大規模のあれで。

それで、いま一つ聞きたいのは、大規模改修というのはどういう規模のものをいうのか、ちょっとわか

らないのです。金額なのか、スペースなのか、それは基準がどこにあるのだか、大規模、中規模か小規模

かもわからないから、それを説明してください。

〇議長（齊藤 實君） 地域整備観光課長。

〇地域整備観光課長（中畝健一君） それでは、梅村議員のご質問にお答えします。幾つかご質問がありま

したので、落ちている部分もあるかとは思いますが、ご了承いただきたいと思います。

初めに、工事の割合ですけれども、大規模補強工事は100％工事のうちの約12.9％の内容となっており

ます。大規模改修工事につきましては53.8％、電気、機械工事につきましては21％、残りは諸経費となっ

ております。

Ｉｓ値の関係ですけれども、先ほどお話ししましたように、今回の目標のＩｓ値は0.75を目標にしてお

ります。

あと、大規模改修の名称を使うかということに、そういうご質問もあったかと思いますけれども、これ

は特にどういう工事だからということではないのですけれども、大規模改修工事という名称をつけさせて

いただいております。

〇議長（齊藤 實君） 参事。

〇参事（平 健司君） 何点か私のほうからお答えをさせていただきます。

Ｉｓ値0.7を超えればいいということで、目標0.75、中学校のＩｓ値は既存の建物の耐震診断で0.57か

ら0.67、これを0.75まで上げると、そういう今回設計になっております。

それから、教育と地域整備観光課の区分けですけれども、あくまでも文科省だとかそういう申請につき

ましては教育委員会と、地域整備観光課のほうでは工事のほうを担当させていただくと、こういう分類に

させてもらっておりますので、ご了承願いたいと思います。

それから、２番議員さんからも出たのですけれども、余りにも入札価格と設計額が違うので、これはお

かしいのではないかと、私も一応疑って、設計会社に再度設計を見直させました。設計単価は間違ってい

ません。だから、一番最初に課長が答えたとおり、入札の段階でうちはこの金額でできますよということ

で入れてきた札がその落札金額になったということですから、当然企業努力ということで、課長が答えさ
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せていただいたということになろうかと思います。

以上でございます。

〇議長（齊藤 實君） ８番、梅村務君。

〇８番（梅村 務君） それで、今私がまたお伺いしたいのは、企業努力でそれだけ安くなった、これは結

構なことです。まことに結構なのですけれども、１つ、落札、指名業者が何社で、最高と最低、これが最

低でしょう、恐らく。それをちょっと、表があったら私個人に見せてください。

それと、耐震に対する保証、これも完璧にとれるということですね。積算見積もりでそうなったのだか

ら、設計価格が。それは保険みたいなものなのです、はっきり言って。だから、耐震で例えば……

〔 設計でやって0.75にするんだから、１億3,000万で工事するわけじゃな「

いんだから、２億7,000万円の工事するわけなんだから」と言う人あり〕

〇８番（梅村 務君） いや、それはわかるのです。

〔 質問がわからない」と言う人あり〕「

〇８番（梅村 務君） そうではないのだよ。だから、0.75の補強はできますよということですよね、１億

3,500万で。

〔 0.75になるということだよ」と言う人あり〕「

〇８番（梅村 務君） なるということなのでしょう。そうすると、他社との、いや、ほかのほうは0.75以

上なのか 同じ0.75でいいですよと出したわけでしょう 入札の場合は 早く言えば そのときに 0.75が、 。 、 。 、

できるのであればそれで問題ないわけだけれども、耐震保証という問題については全く考えていない、必

要ないということですね。

〇議長（齊藤 實君） 参事。

〇参事（平 健司君） 契約約款の中で瑕疵担保については当然うたってありますから、瑕疵は当然あれば

直してもらうと。ただ、どの業者も、同じ設計書に基づいて入札しているのですから、入札金額にかかわ

らず、0.75の目標の耐震補強はできると、これは当然なことなのです。２億出したところができますよ、

１億3,000万はできませんという話ではありませんから、これは念を押させていただきます。そのために

私も、設計単価が間違っていては困るから、これは見たときにすぐ確認をさせたわけですから。

それから、業者は申し上げませんけれども、上が２億1,100万、下が今の金額です。

以上でございます。

〇議長（齊藤 實君） 他に質疑はございませんか。

〔 なし」と言う人あり〕「

〇議長（齊藤 實君） これをもって質疑を終結いたします。

。 、 、 。お諮りいたします 本案は討論を省略し 直ちに採決いたしたいと思いますが ご異議ございませんか

〔 異議なし」と言う人あり〕「

〇議長（齊藤 實君） ご異議ないものと認めます。

よって、討論を省略し、これより議案第23号 工事請負契約の締結についてを採決いたします。

本案を原案のとおり可決することにご異議ございませんか。

〔 異議なし」と言う人あり〕「

〇議長（齊藤 實君） 異議なしと認めます。

よって、議案第23号は原案のとおり可決されました。
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◇

◎議案第２４号の説明、質疑、討論、採決

〇議長（齊藤 實君） 日程第13、議案第24号 埼玉県市町村総合事務組合の規約変更についてを議題とい

たします。

提案理由の説明を町長に求めます。

町長。

〇町長（大澤芳夫君） 議案第24号 埼玉県市町村総合事務組合の規約変更についての提案理由を申し上げ

ます。

組合を組織する地方公共団体の合併、一部事務組合の解散及び名称変更並びに本組合の事務所の位置に

関する規定の整備に伴い、同組合規約を変更することについて協議をしたいので、地方自治法第290条の

規定により、この案を提出するものであります。

よろしくご審議のほどお願いいたします。

〇議長（齊藤 實君） 議案の内容等について総務課長の説明を求めます。

総務課長。

〔 説明省略」と言う人あり〕「

〇議長（齊藤 實君） ただいま説明省略の動議が出ましたので、賛成者はおりますか。

〔 賛成」と言う人あり〕「

〇議長（齊藤 實君） この動議は、賛成者がありますので、成立いたしました。

お諮りいたします。説明を省略することにご異議ございませんか。

〔 異議なし」と言う人あり〕「

〇議長（齊藤 實君） ご異議ないものと認めます。

よって、議案の内容等の説明は省略することに決定いたしました。

これより本案に対する質疑に入ります。

〔 なし」と言う人あり〕「

〇議長（齊藤 實君） これをもって質疑を終結いたします。

。 、 、 。お諮りいたします 本案は討論を省略し 直ちに採決いたしたいと思いますが ご異議ございませんか

〔 異議なし」と言う人あり〕「

〇議長（齊藤 實君） ご異議ないものと認めます。

よって、討論を省略し、これより議案第24号 埼玉県市町村総合事務組合の規約変更についてを採決い

たします。

本案を原案のとおり可決することにご異議ございませんか。

〔 異議なし」と言う人あり〕「

〇議長（齊藤 實君） 異議なしと認めます。

よって、議案第24号は原案のとおり可決されました。

◇
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◎議案第２５号の説明、質疑、討論、採決

〇議長（齊藤 實君） 日程第14、議案第25号 彩の国さいたま人づくり広域連合を組織する地方公共団体

の数の減少についてを議題といたします。

提案理由の説明を町長に求めます。

町長。

〇町長（大澤芳夫君） 議案第25号 彩の国さいたま人づくり広域連合を組織する地方公共団体の数の減少

についての提案理由を申し上げます。

彩の国さいたま人づくり広域連合を組織する地方公共団体の数が減少することについて協議するため、

地方自治法第291条の11の規定により、この案を提出するものであります。

よろしくご審議のほどお願いいたします。

〇議長（齊藤 實君） 議案の内容等について総務課長の説明を求めます。

〔 説明省略」と言う人あり〕「

〇議長（齊藤 實君） ただいま説明省略の動議が提出されました。

賛成者はおりますか。

〔 賛成」と言う人あり〕「

〇議長（齊藤 實君） この動議は、賛成者がありますので、成立いたしました。

お諮りいたします。説明を省略することにご異議ございませんか。

〔 異議なし」と言う人あり〕「

〇議長（齊藤 實君） ご異議ないものと認めます。

よって、議案の内容等の説明は省略することに決定いたしました。

これより本案に対する質疑に入ります。

質疑はございませんか。

〔 なし」と言う人あり〕「

〇議長（齊藤 實君） これをもって質疑を終結いたします。

。 、 、 。お諮りいたします 本案は討論を省略し 直ちに採決いたしたいと思いますが ご異議ございませんか

〔 異議なし」と言う人あり〕「

〇議長（齊藤 實君） ご異議ないものと認めます。

よって、討論を省略し、これより議案第25号 彩の国さいたま人づくり広域連合を組織する地方公共団

体の数の減少についてを採決いたします。

本案を原案のとおり可決することにご異議ございませんか。

〔 異議なし」と言う人あり〕「

〇議長（齊藤 實君） 異議なしと認めます。

よって、議案第25号は原案のとおり可決されました。

◇

◎議案第２６号の説明、質疑、討論、採決
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〇議長（齊藤 實君） 日程第15、議案第26号 埼玉県後期高齢者医療広域連合を組織する地方公共団体の

数の減少についてを議題といたします。

提案理由の説明を町長に求めます。

町長。

〇町長（大澤芳夫君） 議案第26号 埼玉県後期高齢者医療広域連合を組織する地方公共団体の数の減少に

ついての提案理由を申し上げます。

埼玉県後期高齢者医療広域連合を組織する地方公共団体の数が減少することについて協議したいので、

地方自治法第291条の11の規定により、この案を提出するものであります。

よろしくご審議のほどお願いいたします。

〇議長（齊藤 實君） 議案の内容等について町民課長の説明を求めます。

〔 説明省略」と言う人あり〕「

〇議長（齊藤 實君） ただいま説明省略の動議が提出されました。

賛成者はおりますか。

〔 賛成」と言う人あり〕「

〇議長（齊藤 實君） この動議は、賛成者がおりますので、成立いたしました。

お諮りいたします。説明を省略することにご異議ございませんか。

〔 異議なし」と言う人あり〕「

〇議長（齊藤 實君） ご異議ないものと認めます。

よって、議案の内容等の説明は省略することに決定いたしました。

これより本案に対する質疑に入ります。

〔 なし」と言う人あり〕「

〇議長（齊藤 實君） これをもって質疑を終結いたします。

。 、 、 。お諮りいたします 本案は討論を省略し 直ちに採決いたしたいと思いますが ご異議ございませんか

〔 異議なし」と言う人あり〕「

〇議長（齊藤 實君） ご異議ないものと認めます。

よって、討論を省略し、これより議案第26号 埼玉県後期高齢者医療広域連合を組織する地方公共団体

の数の減少についてを採決いたします。

本案を原案のとおり可決することにご異議ございませんか。

〔 異議なし」と言う人あり〕「

〇議長（齊藤 實君） 異議なしと認めます。

よって、議案第26号は原案のとおり可決されました。

◇

◎経済観光常任委員会及び議会運営委員会の閉会中の継続調査の件

〇議長（齊藤 實君） 日程第16、経済観光常任委員会及び議会運営委員会の閉会中の継続調査の件を議題

といたします。

会議規則第74条の規定により、お手元にご配付いたしました申出書のとおり、閉会中の継続調査の申し



- 89 -

出がありました。

お諮りいたします。各委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異議ございません

か。

〔 異議なし」と言う人あり〕「

〇議長（齊藤 實君） 異議なしと認めます。

したがって、各委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定いたしました。

◇

◎閉会について

〇議長（齊藤 實君） お諮りいたします。

今期定例会に付議された議事はすべて終了いたしました。

会期日程はまだ残っておりますが、本日をもって閉会とすることにご異議ございませんか。

〔 異議なし」と言う人あり〕「

〇議長（齊藤 實君） ご異議ないものと認めます。

よって、本日をもって平成22年第２回定例会を閉会とすることにいたします。

◇

◎町長あいさつ

〇議長（齊藤 實君） 閉会に当たり、町長よりあいさつのため発言を求められておりますので、ここであ

いさつを許します。

町長。

〇町長（大澤芳夫君） 定例会の終了に当たりまして、一言ごあいさつを申し上げます。

今議会では、条例改正案など11件の重要案件につきまして慎重にご審議をいただき、いずれも原案どお

りご議決をいただくことができました。まことにありがとうございました。これらの審議の過程で出てま

、 、 、 。いりましたご意見 ご提案につきましては 十分これを検討し 前向きに対応してまいりたいと存じます

しばらくははっきりしない天候が続くかと思いますが、７月には参議院議員の通常選挙が予定されてお

ります。また、梅雨が明け、夏本番を迎えますと、町の一大行事であります船玉まつりが８月15日に予定

されておりますので、その際はご協力をお願い申し上げます。

皆様には、健康にご留意され、また町政の進展のため、ますますご活躍されますことをご期待申し上げ

ます。

以上をもちまして、６月定例会の閉会に当たりましてのごあいさつとさせていただきます。大変ありが

とうございました。

◇

◎閉会の宣告
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〇議長（齊藤 實君） 以上をもちまして、平成22年第２回長町議会定例会を閉会いたします。

大変お疲れさまでございました。

閉会 午後５時４７分
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